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議案第３８号 

 

 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

令和６年８月８日に発出された人事院勧告に伴い、関係条例の規定の整備

を行うため、本条例を制定するものである。 
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池田市条例第  号 

 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例（案） 

 

（池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第１条 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第７条第２項中「１００分の１５」を「１００分の１２」に改める。 

第８条第２項第１号ただし書中「５５，０００円」を「１５０，０００円」

に改め、同項第２号を次のように改める。 

(2) 前項第２号に掲げるフルタイム会計年度任用職員  次に掲げる者の区

分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）

が片道５キロメートル未満である者 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である者 

４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である

者 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である

者 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である

者 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である

者 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である

者 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である
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者 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である

者 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である

者 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である

者 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である

者 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である者 ３１，６００円 

  第８条第２項第３号中「１か月」を「その者の通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間につき、１か月」に、「が５５，０００円」

を「が１５０，０００円」に、「その者の通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円」を「１５０，０００円）」

に、「額）」を「額」に改める。 

第１４条第２項及び第２６条第２項中「１００分の１２２．５」を「１０

０分の１２５」に改める。 

第３２条各号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０５」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第５条関係） 

フルタイム会計年度任用職員給料表 

   

 

 

 

 

 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
1 151,200 171,200 199,500 207,300
2 152,200 172,300 201,300 209,800
3 153,200 173,500 203,200 212,600
4 154,200 174,600 205,000 215,300
5 155,400 175,600 206,700 218,200
6 156,500 177,100 208,500 221,000
7 157,600 178,400 210,300 223,900
8 158,700 179,700 212,100 226,800
9 159,600 181,000 213,700 229,700
10 160,700 182,500 215,500 232,200
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10 160,700 182,500 215,500 232,200
11 161,800 184,000 217,200 234,900
12 163,000 185,700 218,800 237,300
13 163,900 186,800 220,300 239,500
14 165,000 188,300 222,200 241,200
15 166,300 189,700 223,900 242,900
16 167,400 191,100 225,700 244,500
17 168,500 192,500 227,200 246,200
18 170,000 194,800 228,700 247,500
19 171,300 197,100 230,300 248,800
20 172,500 199,400 231,800 250,000
21 173,700 201,600 233,100 251,800
22 174,900 203,400 234,500 253,600
23 176,100 204,900 235,900 255,500
24 177,400 206,400 237,400 257,200
25 178,500 208,000 238,800 258,900
26 180,000 209,400 240,500 260,700
27 181,600 210,900 242,000 262,700
28 183,100 212,300 243,400 264,500
29 184,600 213,700 244,700 266,100
30 186,000 246,300 267,800
31 187,500 247,900 269,400
32 189,100 249,300 271,100
33 190,500 250,300 272,700
34 192,300 251,900 274,400
35 194,000 253,200 275,900
36 195,800 254,400 277,200
37 197,500 255,600 278,300
38 198,600 256,600 279,700
39 200,100 257,500 281,200
40 201,200 258,400 282,600
41 202,200 259,400 283,900
42 203,700 260,300 285,100
43 204,900 261,100 286,000
44 206,100 261,900 286,800
45 207,700 262,700 287,700
46 208,700 263,800 288,600
47 209,600 265,000 289,200
48 210,800 266,100 289,900
49 211,900 267,400 290,600
50 212,900 268,600 291,100
51 269,700 291,500
52 270,900 292,000
53 272,000 292,600
54 273,100 293,100
55 274,300 293,600
56 275,300 294,100
57 276,300 294,600
58 277,300 295,500
59 278,400 296,500
60 279,300 297,500
61 280,200 298,400
62 281,200 299,600
63 282,100 300,700
64 283,000 301,700
65 283,900 302,600
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65 283,900 302,600
66 284,900 303,600
67 285,800 304,500
68 286,700 305,500
69 287,700 306,200
70 288,800 306,900
71 289,700 307,700
72 290,600 308,400
73 291,100 309,100
74 291,800 310,000
75 292,600 311,000
76 293,500 311,800
77 294,500 312,500
78 295,300 313,300
79 296,200 314,100
80 297,000 315,000
81 297,700 315,700
82 298,200 316,500
83 298,600 317,300
84 299,000 318,100
85 299,200 318,600
86 299,500 319,300
87 299,800 320,000
88 300,100 320,900
89 300,300 321,800
90 322,700
91 323,400
92 324,100
93 324,700
94 325,400
95 326,100
96 326,700
97 327,100
98 327,500
99 327,900
100 328,200
101 328,500
102 328,800
103 329,100
104 329,400
105 329,900
106 330,400
107 330,900
108 331,300
109 331,700
110 332,200
111 332,600
112 333,100
113 333,500
114 334,000
115 334,400
116 334,800
117 335,100
118 335,500
119 336,000
120 336,500
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別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１９条、第２４条関係） 

パートタイム会計年度任用職員報酬基準月額表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 336,500
121 336,700
122 337,200
123 337,700
124 338,000
125 338,200
126 338,500
127 339,000
128 339,400
129 339,600
130 340,000
131 340,500
132 341,000
133 341,200
134 341,600
135 342,100
136 342,400
137 342,700
138 343,100
139 343,500
140 343,900
141 344,300

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 基準月額 基準月額 基準月額 基準月額

円 円 円 円
1 169,344 191,744 223,440 232,176
2 170,464 192,976 225,456 234,976
3 171,584 194,320 227,584 238,112
4 172,704 195,552 229,600 241,136
5 174,048 196,672 231,504 244,384
6 175,280 198,352 233,520 247,520
7 176,512 199,808 235,536 250,768
8 177,744 201,264 237,552 254,016
9 178,752 202,720 239,344 257,264
10 179,984 204,400 241,360 260,064
11 181,216 206,080 243,264 263,088
12 182,560 207,984 245,056 265,776
13 183,568 209,216 246,736 268,240
14 184,800 210,896 248,864 270,144
15 186,256 212,464 250,768 272,048
16 187,488 214,032 252,784 273,840
17 188,720 215,600 254,464 275,744
18 190,400 218,176 256,144 277,200
19 191,856 220,752 257,936 278,656
20 193,200 223,328 259,616 280,000
21 194,544 225,792 261,072 282,016
22 195,888 227,808 262,640 284,032
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22 195,888 227,808 262,640 284,032
23 197,232 229,488 264,208 286,160
24 198,688 231,168 265,888 288,064
25 199,920 232,960 267,456 289,968
26 201,600 234,528 269,360 291,984
27 203,392 236,208 271,040 294,224
28 205,072 237,776 272,608 296,240
29 206,752 239,344 274,064 298,032
30 208,320 275,856 299,936
31 210,000 277,648 301,728
32 211,792 279,216 303,632
33 213,360 280,336 305,424
34 215,376 282,128 307,328
35 217,280 283,584 309,008
36 219,296 284,928 310,464
37 221,200 286,272 311,696
38 222,432 287,392 313,264
39 224,112 288,400 314,944
40 225,344 289,408 316,512
41 226,464 290,528 317,968
42 228,144 291,536 319,312
43 229,488 292,432 320,320
44 230,832 293,328 321,216
45 232,624 294,224 322,224
46 233,744 295,456 323,232
47 234,752 296,800 323,904
48 236,096 298,032 324,688
49 237,328 299,488 325,472
50 238,448 300,832 326,032
51 302,064 326,480
52 303,408 327,040
53 304,640 327,712
54 305,872 328,272
55 307,216 328,832
56 308,336 329,392
57 309,456 329,952
58 310,576 330,960
59 311,808 332,080
60 312,816 333,200
61 313,824 334,208
62 314,944 335,552
63 315,952 336,784
64 316,960 337,904
65 317,968 338,912
66 319,088 340,032
67 320,096 341,040
68 321,104 342,160
69 322,224 342,944
70 323,456 343,728
71 324,464 344,624
72 325,472 345,408
73 326,032 346,192
74 326,816 347,200
75 327,712 348,320
76 328,720 349,216
77 329,840 350,000
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77 329,840 350,000
78 330,736 350,896
79 331,744 351,792
80 332,640 352,800
81 333,424 353,584
82 333,984 354,480
83 334,432 355,376
84 334,880 356,272
85 335,104 356,832
86 335,440 357,616
87 335,776 358,400
88 336,112 359,408
89 336,336 360,416
90 361,424
91 362,208
92 362,992
93 363,664
94 364,448
95 365,232
96 365,904
97 366,352
98 366,800
99 367,248
100 367,584
101 367,920
102 368,256
103 368,592
104 368,928
105 369,488
106 370,048
107 370,608
108 371,056
109 371,504
110 372,064
111 372,512
112 373,072
113 373,520
114 374,080
115 374,528
116 374,976
117 375,312
118 375,760
119 376,320
120 376,880
121 377,104
122 377,664
123 378,224
124 378,560
125 378,784
126 379,120
127 379,680
128 380,128
129 380,352
130 380,800
131 381,360
132 381,920
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 （池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「、特定任期付職員業績手当」を削る。 

第８条の２第１項の表１の項中「３８０，０００円」を「３９２，０００

円」に改め、同表２の項中「４２７，０００円」を「４４０，０００円」に

改め、同表３の項中「４７７，０００円」を「４９２，０００円」に改め、

同表４の項中「５３９，０００円」を「５５５，０００円」に改める。 

第２０条第２項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第５号

までを１号ずつ繰り上げ、同項第６号中「者」の次に「（前各号に該当する

者を除く。）」を加え、同号を同項第５号とし、同条第３項中「及び第３号

から第６号」を「に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）

については１人につき１３，０００円とし、同項第２号から第５号」に改め、

「（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）」、「（以下「行政職

７級職員等」という。）」及び「、同項第２号に該当する扶養親族（以下

「扶養親族たる子」という。）については１人につき１０，０００円」を削

り、同条に次の１項を加える。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定

その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

 第２１条を次のように改める。 

 第２１条 削除 

第２２条第２項中「１００分の１５」を「１００分の１２」に改める。 

133 382,144
134 382,592
135 383,152
136 383,488
137 383,824
138 384,272
139 384,720
140 385,168
141 385,616
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第２９条の２第２項第１号ただし書中「５５，０００円」を「１５０，０

００円」に改め、同項第２号及び第３号を次のように改める。 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期

間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員、任期

付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等（支給単位期間当たりの通

勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。）にあっては、その額から

その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）

が片道５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職

員 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である

職員 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である

職員 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である

職員 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である

職員 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である

職員 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である

職員 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である

職員 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である

職員 ２６，２００円 
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サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である

職員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である

職員 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３１，６００円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 その者の通勤手当に係る支給単位期間のう

ち最も長い支給単位期間につき、１か月当たりの運賃等相当額及び前号

に定める額の合計額（当該合計額が１５０，０００円を超えるときは、

１５０，０００円）に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額 

  第２９条の３第１項本文中「配偶者」の次に「（届出をしないが事実上婚

姻と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。）」を加える。 

第３１条第２項中「、第２１条、第２２条の２」を削る。 

第３１条の２第１項中「、第２１条」を削り、「、第２５条」を「及び第

２５条」に改め、「及び第３４条」を削り、同条第３項中「、第２１条」を

削る。 

第３３条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、

「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第３項中

「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００分の６８．

７５」を「１００分の７１．２５」に、「１００分の１０２．５」を「１００

分の１０７．５」に、「１００分の５８．７５」を「１００分の６１．２５」

に改め、同条第４項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の２２２．５」を「１００分の２３２．５」に改める。 

第３４条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．

５」に、「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に改め、同

項第２号中「１００分の４８．７５」を「１００分の５１．２５」に、「１

００分の５８．７５」を「１００分の６１．２５」に改め、同項に次の１号
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を加える。 

(3) 前項の職員のうち特定任期付職員 当該特定任期付職員の勤勉手当基

礎額に１００分の１０３．７５を乗じて得た額の総額 

第３４条の２を削る。 

附則別表第７を次のように改める。 

 附則別表第７（附則第１６項関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（備考を除く。）を次のように改める。 

別表第１（第８条、第１３条、第２０条、第３３条関係） 

 行政職給料表 

給料月額

円 312,300 360,800 381,000
263,300 313,900 361,800 381,600
265,300 315,400 362,800 382,100
267,300 317,000 363,700 382,400
269,300 318,600 364,800 382,800
271,200 320,200 365,700 383,300
273,100 321,700 366,700 383,700
275,200 323,400 367,600 384,100
277,200 325,000 368,300 384,500
279,100 326,600 369,000 385,000
281,200 328,000 369,600 385,400
283,200 329,700 370,000 385,800
285,200 331,400 370,600 386,100
287,300 333,000 371,300 386,500
288,900 334,200 372,000 386,900
290,400 336,100 372,300 387,300
291,900 337,800 373,000 387,700
293,400 339,400 373,700 388,100
294,900 340,900 374,300 388,600
296,300 342,500 374,600 389,000
297,600 344,100 375,100 389,400
298,800 345,700 375,700 389,800
300,300 347,400 376,300 390,300
301,800 349,200 376,600 390,700
303,200 351,000 377,200 391,100
304,600 352,800 377,900 391,500
305,700 354,300 378,500 392,000
306,700 355,700 378,900 392,400
307,900 357,100 379,400 392,800
309,100 358,500 380,000
310,700 360,000 380,500

号給

62 93
1 32 63 94

31

64 95
3 34 65 96
2 33

66 97
5 36 67 98
4 35

68 99
7 38 69 100
6 37

70 101
9 40 71 102
8 39

72 103
11 42 73 104
10 41

74 105
13 44 75 106
12 43

76 107
15 46 77 108
14 45

78 109
17 48 79 110
16 47

80 111
19 50 81 112
18 49

82 113
21 52 83 114
20 51

84 115
23 54 85 116
22 53

86 117
25 56 87 118
24 55

88 119
27 58 89 120
26 57

30 61

90 121
29 60 91
28 59

92
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職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円
188,000 220,000 239,600 292,100 335,000 373,400 415,600
189,700 221,700 241,500 294,300 336,900 376,000 418,000
191,300 223,000 243,400 296,500 338,700 378,300 420,500
192,900 224,300 245,300 298,700 340,500 380,500 422,900
194,500 225,600 247,100 300,800 342,200 382,400 424,800
196,200 226,700 249,000 303,000 343,900 384,700 426,900
197,800 227,800 250,900 305,300 345,500 386,800 429,000
199,400 228,900 252,800 307,500 347,200 388,800 431,200
201,000 230,000 254,500 309,800 348,800 390,800 433,100
202,700 231,500 256,400 311,500 350,500 393,100 435,200
204,400 233,000 258,000 313,200 352,100 395,300 437,300
206,100 234,500 259,600 314,700 353,700 397,500 439,200
207,400 236,000 261,300 316,100 355,200 399,700 440,900
209,000 237,500 262,300 317,400 356,900 402,000 442,700
210,600 239,000 263,300 318,700 358,500 404,200 444,600
212,100 240,500 264,300 320,000 360,100 406,500 446,500
213,600 242,000 265,300 321,300 361,700 408,300 448,300
215,200 243,400 266,300 323,100 363,500 410,200 450,100
216,800 244,800 267,300 324,900 365,000 412,100 451,900
218,400 246,200 268,300 326,600 366,600 413,900 453,600
220,000 247,400 269,300 328,300 368,000 415,700 455,400
221,700 248,600 270,300 330,000 369,600 417,500 456,900
223,000 249,800 271,300 331,700 371,200 419,300 458,300
224,300 251,000 272,300 333,400 372,700 421,100 459,800
225,600 252,100 273,300 335,000 374,600 422,700 461,200
226,700 253,200 274,300 336,700 376,500 424,200 462,500
227,800 254,300 275,300 338,400 378,400 425,700 463,800
228,900 255,400 276,400 340,000 380,200 427,200 465,000
230,000 256,400 277,400 341,500 381,700 428,700 466,000
231,100 257,400 278,700 343,100 383,500 430,000 466,700
232,200 258,400 280,000 344,700 385,200 431,300 467,400
233,300 259,400 281,200 346,200 386,800 432,500 468,100
234,400 260,400 282,500 347,600 388,500 433,700 468,800
235,400 261,300 283,800 349,300 389,900 435,000 469,500
236,400 262,200 285,000 350,900 391,300 436,300 470,100
237,300 263,100 286,200 352,500 392,700 437,500 470,700
238,200 263,900 287,300 353,700 394,100 438,700 471,200
239,100 264,700 288,500 355,200 395,300 439,500 471,800
239,900 265,500 289,800 356,700 396,500 440,300 472,400
240,700 266,300 291,100 358,200 397,500 441,100 473,000
241,400 267,000 292,400 359,900 398,600 441,700 473,500
242,000 267,800 293,400 361,700 399,800 442,300 474,000
242,600 268,600 294,400 363,400 400,900 442,900 474,400
243,200 269,300 295,500 365,100 402,000 443,500 474,700
243,800 270,000 296,600 366,500 402,700 444,200 475,000
244,400 270,800 297,800 367,800 403,400 445,000
245,000 271,600 298,900 369,000 404,100 445,400
245,500 272,300 300,100 370,400 404,800 446,100
246,000 273,000 301,300 371,500 405,400 446,600
246,400 273,800 302,600 372,400 406,000 447,000
246,700 274,600 303,900 373,400 406,500 447,400
247,000 275,300 305,200 374,500 406,900 447,800

職員
の区
分 号給

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

1
2
3
4
5
6

13
14
15
16
17
18

7
8
9
10
11
12

25
26
27
28
29
30

19
20
21
22
23
24

37
38
39
40
41
42

31
32
33
34
35
36

49
50
51
52

43
44
45
46
47
48
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247,300 276,000 306,500 375,300 407,300 448,200
247,600 276,700 307,800 376,200 407,500 448,600
247,900 277,400 309,100 377,100 407,800 449,000
248,200 278,100 310,400 377,900 408,100 449,300
248,500 278,800 311,700 378,700 408,400 449,600
248,800 279,500 313,000 379,500 408,700 450,000
249,100 280,200 314,300 380,300 409,000 450,300
249,400 280,900 315,400 381,000 409,300 450,600
249,700 281,500 316,300 381,700 409,500 450,900
250,000 282,200 317,600 382,400 409,800 451,200
250,300 282,800 318,900 383,100 410,100 451,500
250,600 283,500 320,200 383,800 410,400 451,800
250,900 284,100 321,400 384,300 410,600 452,100
251,200 284,800 322,700 384,900 410,900
251,500 285,400 323,900 385,500 411,200
251,800 286,100 325,100 385,800 411,500
252,100 286,700 326,400 386,100 411,700
252,400 287,400 327,500 412,000
252,700 288,000 328,600 412,300
253,000 288,500 329,700 412,500
253,300 289,000 330,400 412,700
253,600 289,600 331,300 413,000
253,900 290,100 332,000 413,300
254,200 290,700 332,800 413,500
254,500 291,200 333,600 413,700
254,800 291,700 334,000 414,000
255,100 292,300 334,600 414,300
255,400 292,900 335,300 414,500
255,700 293,400 336,100 414,700
256,000 293,900 336,800 415,000
256,300 294,300 337,500 415,300
256,600 294,600 338,100 415,500
256,900 294,800 338,600 415,700
257,200 295,100 339,200
257,500 295,300 339,700
257,800 295,600 340,300
258,100 295,800 340,600

341,100
341,500
341,900
342,300
342,800
343,300
343,800
344,100
344,500
344,900
345,300
345,600
346,000
346,400
346,800
347,000
347,400
347,800
348,200

103
104
105
106
107
108

97
98
99
100
101
102

91
92
93
94
95
96

85
86
87
88
89
90

79
80
81
82
83
84

73
74
75
76
77
78

67
68
69
70
71
72

61
62
63
64
65
66

55
56
57
58
59
60

53
54

- 14 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（備考を除く。）を次のように改める。 

別表第２（第８条、第１３条、第２０条、附則第１８項関係） 

 消防職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
219,800 231,600 259,300 269,500 325,000 364,800 393,500 430,500
221,600 233,500 261,200 271,600 327,200 366,500 395,300 432,300
223,300 235,500 263,000 273,700 329,400 368,200 397,000 434,200
224,900 237,500 264,900 275,800 331,600 369,900 398,700 436,100
226,700 239,600 267,000 277,900 333,800 371,600 400,300 437,500
228,500 241,500 268,800 280,000 335,900 373,200 401,800 439,100
230,500 243,500 270,800 282,100 338,000 374,800 403,300 440,700
232,600 245,600 272,700 284,200 340,100 376,400 404,800 442,100
234,800 247,700 274,700 286,300 342,400 377,900 406,200 443,500
237,000 249,800 276,600 288,400 344,100 379,500 407,800 445,200
239,200 251,600 278,500 290,500 345,700 381,100 409,400 446,800
241,400 253,500 280,400 292,600 347,300 382,600 410,900 448,200
243,400 255,500 282,400 294,700 348,900 384,100 412,400 449,100
245,400 257,500 284,300 296,800 350,000 385,800 414,500 450,700
247,200 259,700 286,300 298,800 351,100 387,500 416,500 452,500
249,000 261,900 288,300 301,000 352,200 389,200 418,600 454,300
250,700 264,000 290,400 303,000 353,300 390,700 420,300 455,800
252,400 265,300 291,700 305,100 355,000 392,300 421,900 457,600
253,800 266,600 293,000 307,300 356,700 393,900 423,500 459,400
255,200 267,900 294,200 309,400 358,300 395,500 425,000 461,100
257,000 269,200 295,400 311,400 359,900 397,100 426,500 462,700
258,400 270,500 296,400 313,500 361,600 398,700 428,100 464,400

職員
の区
分 号給

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

1
2
3
4
5
6

13
14
15
16
17
18

7
8
9
10
11
12

19
20
21
22

348,400
348,800
349,200
349,500
349,800
350,200
350,600
351,000
351,500
351,900
352,300
352,700
353,200
353,600
353,900
354,200
354,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

192,000 219,500 249,600 294,900 320,600 362,700 396,200

121
122
123
124
125

115
116
117
118
119
120

109
110
111
112
113
114
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258,400 270,500 296,400 313,500 361,600 398,700 428,100 464,400
259,900 271,800 297,400 315,700 363,200 400,300 429,500 466,000
261,400 273,100 298,300 317,700 364,800 401,900 430,900 467,800
262,600 274,400 298,900 320,000 366,400 403,400 432,000 469,300
263,800 275,600 299,600 321,700 368,000 405,400 433,400 470,700
264,900 276,700 300,300 323,400 369,600 407,400 434,900 472,200
266,200 278,200 301,000 325,100 371,200 409,400 436,400 473,500
267,400 279,500 301,700 326,600 372,800 410,900 437,700 474,700
268,700 280,800 302,400 328,000 374,400 412,600 439,400 475,400
270,000 282,100 303,100 329,300 376,000 414,200 441,000 476,100
271,400 283,300 303,700 330,600 377,600 415,900 442,600 476,700
272,800 284,500 304,400 331,900 379,200 417,500 444,000 477,200
274,100 285,100 305,200 333,400 380,800 419,000 445,700 477,900
275,400 285,700 305,900 334,900 382,400 420,500 447,400 478,500
276,400 286,300 306,700 336,400 384,000 421,900 449,000 479,100
277,700 286,800 307,400 337,900 385,600 423,100 450,400 479,400
279,000 287,400 308,200 339,300 387,200 424,600 451,100 480,000
280,200 288,000 309,200 340,600 388,900 426,100 451,800 480,500
281,400 288,500 310,100 341,900 390,600 427,500 452,500 481,000
282,000 289,000 311,000 343,200 392,300 429,000 452,900 481,500
282,600 289,600 312,300 344,800 394,300 430,300 453,400 481,900
283,200 290,100 313,600 346,400 396,200 431,500 454,000 482,300
283,700 290,600 314,900 348,000 398,100 432,700 454,600 482,700
284,300 291,100 316,200 349,500 399,800 433,700 455,200 483,000
284,900 291,700 317,700 351,100 401,200 434,400 455,900
285,500 292,200 319,000 352,700 402,400 435,200 456,400
286,000 292,700 320,100 354,200 403,700 435,900 456,900
286,600 293,200 321,100 355,700 404,700 436,400 457,400
287,200 293,800 322,300 357,300 405,800 436,800 457,700
287,700 294,400 323,500 358,900 406,800 437,200 458,000
288,200 295,000 324,600 360,400 407,800 437,500 458,400
288,700 295,700 325,700 361,900 408,900 437,800 458,800
289,200 296,400 326,900 363,500 410,100 438,100 459,000
289,700 297,100 328,100 365,100 411,200 438,400 459,300
290,300 297,800 329,200 366,700 412,300 438,700 459,500
290,800 298,400 330,300 368,100 413,500 438,900 459,900
291,400 299,300 331,500 369,800 414,300 439,200 460,100
292,000 300,100 332,700 371,500 415,100 439,500 460,300
292,600 300,900 333,900 373,100 415,700 439,800 460,500
293,300 301,700 335,100 374,700 416,200 440,100 460,900
294,000 302,800 336,300 376,300 416,900 440,400 461,100
294,700 303,900 337,500 377,900 417,600 440,700 461,300
295,300 304,900 338,700 379,600 418,200 441,000 461,600
296,200 305,900 339,900 381,300 418,900 441,200 461,900
297,000 307,000 341,200 383,300 419,300 441,500
297,800 308,000 342,400 385,300 419,900 441,800
298,600 309,100 343,600 387,300 420,500 442,100
299,500 310,100 344,800 389,000 420,900 442,300
300,400 311,200 346,200 390,700 421,300 442,600
301,300 312,300 347,500 392,200 421,800 442,900
302,100 313,400 348,800 393,700 422,300 443,100
303,000 314,400 349,700 394,900 422,800 443,300
303,800 315,500 351,000 395,900 423,400 443,600
304,600 316,600 352,200 396,900 423,800 443,900
305,500 317,700 353,400 397,900 424,200 444,200
306,400 318,700 354,600 399,000 424,600 444,400
307,300 319,800 356,000 400,100 424,900 444,700
308,200 320,900 357,400 401,200 425,200 445,000
309,000 322,000 358,800 402,300 425,500 445,300
309,900 323,000 360,100 403,600 425,800 445,500
310,800 324,200 361,600 404,400 426,100 445,800
311,600 325,400 363,100 405,200 426,400 446,100
312,300 326,600 364,500 405,800 426,600 446,400
313,200 327,300 365,700 406,300 426,800 446,60085

79
80
81
82
83
84

73
74
75
76
77
78

67
68
69
70
71
72

61
62
63
64
65
66

55
56
57
58
59
60

49
50
51
52
53
54

43
44
45
46
47
48

37
38
39
40
41
42

31
32
33
34
35
36

25
26
27
28
29
30

22
23
24
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別表第３（備考を除く。）を次のように改める。 

別表第３（第８条関係） 

 技能職給料表 

 

 

 

313,200 327,300 365,700 406,300 426,800 446,600
314,100 328,600 367,100 407,000 427,100
315,100 329,900 368,400 407,700 427,400
316,000 331,200 369,800 408,400 427,600
317,100 332,500 370,900 408,700 427,800
318,100 333,900 372,100 409,400 428,100
319,100 335,300 373,300 410,100 428,400
320,000 336,700 374,500 410,600 428,600

338,000 375,800 411,000 428,800
339,600 377,000 411,400 429,100
341,100 378,200 411,900 429,400
342,600 379,300 412,400 429,600
344,000 380,400 412,900 429,800

413,300 430,100
413,800 430,400
414,300 430,600
414,800 430,800
415,300
415,900
416,400
416,800
417,400
417,900
418,100
418,400
418,900
419,200
419,500
419,800
420,200
420,600
421,000
421,300
421,700
422,100
422,400
422,800
423,200
423,600
423,900
424,200

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

246,200 262,200 270,500 310,600 324,900 348,600 384,200 416,200

85
86
87
88
89
90

97
98
99
100
101
102

91
92
93
94
95
96

109
110
111
112
113
114

103
104
105
106
107
108

121
122
123
124
125

115
116
117
118
119
120

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
166,500 227,700 244,600 276,800 298,300
167,700 228,500 245,400 277,800 300,100

職員の区分

号給

定年前再任用短
時間勤務職員以
外の職員

1
2
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166,500 227,700 244,600 276,800 298,300
167,700 228,500 245,400 277,800 300,100
168,800 229,300 246,200 278,800 301,700
169,900 230,100 246,900 279,700 303,300
171,200 230,800 247,600 280,400 304,500
172,400 231,600 248,700 281,100 305,500
173,600 232,400 249,700 281,800 306,400
174,800 233,200 250,700 282,500 307,200
175,800 234,000 251,700 283,100 308,100
177,000 234,700 252,900 283,700 309,500
178,300 235,400 254,000 284,300 310,800
179,500 236,100 255,000 284,900 312,000
180,600 236,800 256,100 285,500 313,000
181,800 237,400 257,100 286,100 314,200
183,100 238,000 258,000 286,700 315,400
184,400 238,600 258,500 287,200 316,500
185,700 239,200 259,100 287,700 317,600
187,400 239,800 259,500 288,200 318,700
189,100 240,400 259,900 288,700 319,800
190,800 240,900 260,400 289,100 320,900
192,500 241,400 260,900 289,500 321,900
194,200 241,900 261,400 289,900 323,000
195,800 242,400 261,900 290,300 324,100
197,400 242,900 262,500 290,700 325,200
199,000 243,400 263,300 291,100 326,200
200,500 243,900 263,900 291,500 327,300
202,000 244,300 264,500 291,900 328,400
203,500 244,800 265,300 292,300 329,400
205,000 245,400 266,100 292,700 330,400
206,500 245,900 266,800 293,100 331,400
208,000 246,400 267,400 293,500 332,400
209,500 246,800 268,200 293,900 333,400
211,000 247,200 269,000 294,300 334,400
212,400 247,700 269,700 294,800 335,300
213,800 248,200 270,400 295,300 336,400
215,200 248,600 271,100 295,800 337,400
216,600 249,000 271,800 296,300 338,400
217,700 249,500 272,500 296,800 339,400
218,800 250,000 273,200 297,300 340,400
219,900 250,400 273,900 297,800 341,300
220,900 250,800 274,600 298,300 342,200
221,800 251,300 275,300 299,000 343,100
222,700 251,800 275,900 299,600 344,000
223,600 252,200 276,500 300,300 344,900
224,500 252,600 277,000 300,900 345,800
225,300 253,000 277,500 301,500 346,800
226,100 253,400 278,000 302,100 347,800
226,900 253,800 278,500 302,600 348,700
227,700 254,200 279,000 303,100 349,600
228,400 254,600 279,500 303,700 350,500
229,100 255,000 280,000 304,300 351,400

時間勤務職員以
外の職員

1

4

2
3

6
5

8
7

10
9

12
11

14
13

16
15

18
17

20
19

22
21

24
23

26
25

28
27

30
29

32
31

34
33

36
35

38
37

40
39

42
41

44
43

46
45

48
47

50
49

51
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229,100 255,000 280,000 304,300 351,400
229,800 255,400 280,400 304,900 352,200
230,500 255,800 280,800 305,500 353,000
231,100 256,200 281,300 306,200 353,800
231,700 256,600 281,700 306,900 354,600
232,300 257,000 282,200 307,600 355,300
233,000 257,300 282,600 308,200 356,000
233,500 257,700 283,100 308,900 356,800
234,000 258,100 283,600 309,600 357,600
234,500 258,400 284,100 310,200 358,200
235,000 258,700 284,600 310,800 358,900
235,400 259,100 285,200 311,500 359,500
235,800 259,500 285,800 312,200 360,200
236,200 259,800 286,400 312,800 360,900
236,600 260,100 287,000 313,300 361,500
236,900 260,400 287,600 313,800 362,000
237,200 260,700 288,200 314,400 362,500
237,500 260,900 288,800 315,000 363,000
237,800 261,100 289,300 315,600 363,400
238,100 261,400 289,800 316,000
238,400 261,700 290,300 316,500
238,700 261,900 290,800 317,000
238,900 262,100 291,300 317,300
239,200 262,400 291,800 317,800
239,500 262,700 292,200 318,300
239,700 262,900 292,600 318,700
239,900 263,100 293,000 318,900
240,200 263,400 293,400 319,200
240,500 263,700 293,800 319,400
240,700 263,900 294,200 319,700
240,900 264,100 294,600 320,000
241,200 264,400 295,000 320,300
241,500 264,700 295,400 320,600
241,700 264,900 295,900 320,800
241,900 265,100 296,200 321,000
242,200 265,300 296,700 321,300
242,500 265,600 297,200 321,600
242,700 265,900 297,700 321,800
242,900 266,100 298,000 322,000
243,200 266,300 298,500 322,300
243,500 266,600 299,000 322,600
243,700 266,800 299,300 322,900
243,900 267,100 299,700 323,100
244,200 267,400 300,200 323,400
244,500 267,700 300,700 323,700
244,700 267,900 301,200 323,900
244,900 268,100 301,500 324,100
245,200 268,400 301,900 324,400
245,400 268,600 302,400 324,700

52
51

54
53

56
55

58
57

62

59
60
61

64
63

66
65

68
67

70
69

72
71

74
73

76
75

78
77

80
79

82
81

84
83

86
85

88
87

90
89

92
91

94
93

96
95

98
97

99
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 別表第４を次のように改める。 

別表第４（第８条の３関係） 

 任期付職員給料表 

 

 

245,700 268,900 302,900 324,900
245,900 269,100 303,300 325,100
246,100 269,300 303,700 325,400
246,400 269,600 304,000 325,700
246,700 269,900 304,300 325,900
246,900 270,100 304,600 326,100
247,200 270,300 305,000 326,400
247,500 270,600 305,300 326,700
247,700 270,800 305,700 326,900
247,900 271,100 306,000 327,100
248,200 271,400 306,400 327,400
248,500 271,700 306,800 327,700
248,700 271,900 307,100 327,900
248,900 272,100 307,300 328,100
249,200 272,400 307,600 328,400
249,500 272,600 307,900 328,700
249,700 272,800 308,100 328,900
249,900 273,100 308,300 329,100
250,200 273,400 308,600 329,400
250,500 273,700 308,900 329,700
250,700 273,900 309,100 329,900
250,900 274,100 309,300 330,100

274,300 309,600 330,400
274,600 309,900 330,700
274,900 310,100 330,900
275,100 310,300 331,100
275,300 310,600 331,400
275,600 310,900 331,700
275,900 311,100 331,900
276,100 311,300 332,100
276,300 311,600 332,400
276,600 311,900 332,700
276,900 312,100
277,100 312,300
277,300
277,600
277,900
278,100

197,900 209,000 227,500 248,600 279,800

100

102
101

104
103

106
105

108
107

110
109

112
111

114
113

116
115

118
117

120
119

122
121

124
123

126
125

128
127

130
129

132
131

134
133

136
135

定年前再任用短
時間勤務職員○

137

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

号給
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第３条 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第３３条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中

「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の７１．

２５」を「１００分の７０」に、「１００分の１０７．５」を「１００分の

１０５」に、「１００分の６１．２５」を「１００分の６０」に改め、同条

第４項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分

の２３２．５」を「１００分の１２３．７５」に改める。 

第３４条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」

207,400 220,000 230,000 239,600 265,300
209,000 221,700 231,500 241,500 266,300
210,600 223,000 233,000 243,400 267,300
212,100 224,300 234,500 245,300 268,300
213,600 225,600 236,000 247,100 269,300
215,200 226,700 237,500 249,000 270,300
216,800 227,800 239,000 250,900 271,300
218,400 228,900 240,500 252,800 272,300
220,000 230,000 242,000 254,500 273,300
221,700 231,100 243,400 256,400 274,300
223,000 232,200 244,800 258,000 275,300
224,300 233,300 246,200 259,600 276,400
225,600 234,400 247,400 261,300 277,400
226,700 235,400 248,600 262,300 278,700
227,800 236,400 249,800 263,300 280,000
228,900 237,300 251,000 264,300 281,200
230,000 238,200 252,100 265,300 282,500
231,100 239,100 253,200 266,300 283,800
232,200 239,900 254,300 267,300 285,000
233,300 240,700 255,400 268,300 286,200
234,400 241,400 256,400 269,300 287,300
235,400 242,000 257,400 270,300
236,400 242,600 258,400 271,300
237,300 243,200 259,400 272,300
238,200 243,800 260,400 273,300

274,300
275,300
276,400
277,400
278,700
280,000
281,200
282,500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

32
33

29
30
31
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に、「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同項第２号

中「１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に、「１００分の６１．

２５」を「１００分の６０」に改める。 

（池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正） 

第４条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和

２年池田市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１５条第２項中「及び次条」を削り、第１号を削り、第２号を第１号と

し、第３号から第６号までを１号ずつ繰り上げ、同条第３項中「及び第３号

から第６号」を「に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）

については１人につき１３，０００円とし、同項第２号から第５号」に改め、

「とし、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）

については１人につき１０，０００円」を削り、同条に次の１項を加える。 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定

その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

第１６条を次のように改める。 

 第１６条 削除 

第１７条第２項中「１００分の１５」を「１００分の１２」に改める。 

第１９条第２項第１号ただし書中「５５，０００円」を「１５０，０００

円」に改め、同項第２号を次のように改める。 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期

間につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員及び育

児短時間勤務職員等（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して教育委

員会規則で定める職員に限る。）にあっては、その額からその額に教育

委員会規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）

が片道５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

- 22 -



イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職

員 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である

職員 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である

職員 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である

職員 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である

職員 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である

職員 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である

職員 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である

職員 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である

職員 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である

職員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である

職員 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３１，６００円 

第１９条第２項第３号中「１か月」を「支給単位期間につき、１か月」に、

「５５，０００円」を「１５０，０００円」に改め、「その者の」を削る。 

第２１条第２項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」

に、「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．５」に改め、同条第
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３項中「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に、「１００

分の６８．７５」を「１００分の７１．２５」に、「１００分の１０２．５」

を「１００分の１０７．５」に、「１００分の５８．７５」を「１００分の

６１．２５」に改める。 

第２４条第２項第１号中「１００分の１０２．５」を「１００分の１０７．

５」に、「１００分の１２２．５」を「１００分の１２７．５」に改め、同

項第２号中「１００分の４８．７５」を「１００分の５１．２５」に、「１

００分の５８．７５」を「１００分の６１．２５」に改める。 

第３６条中「、第１５条、第１６条及び第１８条」を「及び第１５条」に

改める。 

別表第１（備考を除く。）を次のように改める。 

別表第１（第６条、第１２条、附則第１９項関係） 

教育職給料表 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円
188,000 220,000 239,600 292,100 335,000 373,400
189,700 221,700 241,500 294,300 336,900 376,000
191,300 223,000 243,400 296,500 338,700 378,300
192,900 224,300 245,300 298,700 340,500 380,500
194,500 225,600 247,100 300,800 342,200 382,400
196,200 226,700 249,000 303,000 343,900 384,700
197,800 227,800 250,900 305,300 345,500 386,800
199,400 228,900 252,800 307,500 347,200 388,800
201,000 230,000 254,500 309,800 348,800 390,800
202,700 231,500 256,400 311,500 350,500 393,100
204,400 233,000 258,000 313,200 352,100 395,300
206,100 234,500 259,600 314,700 353,700 397,500
207,400 236,000 261,300 316,100 355,200 399,700
209,000 237,500 262,300 317,400 356,900 402,000
210,600 239,000 263,300 318,700 358,500 404,200
212,100 240,500 264,300 320,000 360,100 406,500
213,600 242,000 265,300 321,300 361,700 408,300
215,200 243,400 266,300 323,100 363,500 410,200
216,800 244,800 267,300 324,900 365,000 412,100
218,400 246,200 268,300 326,600 366,600 413,900
220,000 247,400 269,300 328,300 368,000 415,700
221,700 248,600 270,300 330,000 369,600 417,500
223,000 249,800 271,300 331,700 371,200 419,300
224,300 251,000 272,300 333,400 372,700 421,100

7
8
9
10
11
12

職員
の区
分 号給

1
2
3
4
5
6

19
20
21
22
23
24

13
14
15
16
17
18

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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223,000 249,800 271,300 331,700 371,200 419,300
224,300 251,000 272,300 333,400 372,700 421,100
225,600 252,100 273,300 335,000 374,600 422,700
226,700 253,200 274,300 336,700 376,500 424,200
227,800 254,300 275,300 338,400 378,400 425,700
228,900 255,400 276,400 340,000 380,200 427,200
230,000 256,400 277,400 341,500 381,700 428,700
231,100 257,400 278,700 343,100 383,500 430,000
232,200 258,400 280,000 344,700 385,200 431,300
233,300 259,400 281,200 346,200 386,800 432,500
234,400 260,400 282,500 347,600 388,500 433,700
235,400 261,300 283,800 349,300 389,900 435,000
236,400 262,200 285,000 350,900 391,300 436,300
237,300 263,100 286,200 352,500 392,700 437,500
238,200 263,900 287,300 353,700 394,100 438,700
239,100 264,700 288,500 355,200 395,300 439,500
239,900 265,500 289,800 356,700 396,500 440,300
240,700 266,300 291,100 358,200 397,500 441,100
241,400 267,000 292,400 359,900 398,600 441,700
242,000 267,800 293,400 361,700 399,800 442,300
242,600 268,600 294,400 363,400 400,900 442,900
243,200 269,300 295,500 365,100 402,000 443,500
243,800 270,000 296,600 366,500 402,700 444,200
244,400 270,800 297,800 367,800 403,400 445,000
245,000 271,600 298,900 369,000 404,100 445,400
245,500 272,300 300,100 370,400 404,800 446,100
246,000 273,000 301,300 371,500 405,400 446,600
246,400 273,800 302,600 372,400 406,000 447,000
246,700 274,600 303,900 373,400 406,500 447,400
247,000 275,300 305,200 374,500 406,900 447,800
247,300 276,000 306,500 375,300 407,300 448,200
247,600 276,700 307,800 376,200 407,500 448,600
247,900 277,400 309,100 377,100 407,800 449,000
248,200 278,100 310,400 377,900 408,100 449,300
248,500 278,800 311,700 378,700 408,400 449,600
248,800 279,500 313,000 379,500 408,700 450,000
249,100 280,200 314,300 380,300 409,000 450,300
249,400 280,900 315,400 381,000 409,300 450,600
249,700 281,500 316,300 381,700 409,500 450,900
250,000 282,200 317,600 382,400 409,800 451,200
250,300 282,800 318,900 383,100 410,100 451,500
250,600 283,500 320,200 383,800 410,400 451,800
250,900 284,100 321,400 384,300 410,600 452,100
251,200 284,800 322,700 384,900 410,900
251,500 285,400 323,900 385,500 411,200
251,800 286,100 325,100 385,800 411,500
252,100 286,700 326,400 386,100 411,700
252,400 287,400 327,500 412,000
252,700 288,000 328,600 412,300
253,000 288,500 329,700 412,500
253,300 289,000 330,400 412,700
253,600 289,600 331,300 413,000
253,900 290,100 332,000 413,300
254,200 290,700 332,800 413,500
254,500 291,200 333,600 413,700
254,800 291,700 334,000 414,000

23
24
25
26
27
28
29
30

45
46

31
32
33
34
35

48

37
38
39
40
41
42

64

36

65
66
67
68
69

55
56
57
58
59
60
61
62
63

49
50
51
52
53
54

43
44

47

76
77
78

70
71
72
73
74
75
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254,800 291,700 334,000 414,000
255,100 292,300 334,600 414,300
255,400 292,900 335,300 414,500
255,700 293,400 336,100 414,700
256,000 293,900 336,800 415,000
256,300 294,300 337,500 415,300
256,600 294,600 338,100 415,500
256,900 294,800 338,600 415,700
257,200 295,100 339,200
257,500 295,300 339,700
257,800 295,600 340,300
258,100 295,800 340,600

341,100
341,500
341,900
342,300
342,800
343,300
343,800
344,100
344,500
344,900
345,300
345,600
346,000
346,400
346,800
347,000
347,400
347,800
348,200
348,400
348,800
349,200
349,500
349,800
350,200
350,600
351,000
351,500
351,900
352,300
352,700
353,200
353,600
353,900
354,200
354,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

192,000 219,500 249,600 294,900 320,600 362,700

78
79
80
81

88
89
90
91
92
93

82
83
84
85
86
87

100
101
102
103
104
105

94
95
96
97
98
99

112
113
114
115
116
117

106
107
108
109
110
111

124
125

118
119
120
121
122
123
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第５条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部

を次のように改正する。 

  第２１条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」に改め、同条第３項中

「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に、「１００分の７１．

２５」を「１００分の７０」に、「１００分の１０７．５」を「１００分の

１０５」に、「１００分の６１．２５」を「１００分の６０」に改める。 

第２４条第２項第１号中「１００分の１０７．５」を「１００分の１０５」

に、「１００分の１２７．５」を「１００分の１２５」に改め、同項第２号

中「１００分の５１．２５」を「１００分の５０」に、「１００分の６１．

２５」を「１００分の６０」に改める。 

 （企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第６条 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例

第２３号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３項中「、特定任期付職員業績手当」を削る。 

第６条第２項中「の各号」を削り、第１号を削り、同項第２号中「及び孫」

を削り、同号を同項第１号とし、同号の次に次の１号を加える。 

  (2) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

第６条第２項第５号中「者」の次に「（前各号に該当する者を除く。）」

を加える。 

第１４条の３を削る。 

第１９条中「、第６条の３」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、

「又は任期付職員採用法第５条又は育児休業法第１８条第１項」を削り、同

条に次の１項を加える。 

２ 第５条、第６条、第６条の３及び第１５条の規定は、地方公共団体の一

般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号。以下
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「任期付職員採用法」という。）第５条又は育児休業法第１８条第１項の

規定により採用された職員には適用しない。 

第１９条の２中「、第１２条及び第１４条の２」を「及び第１２条」に改め、

「規定は、」の次に「任期付職員採用法第７条第１項に規定する」を加える。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定（池

田市一般職の職員の給与に関する条例第７条第１項並びに第２０条第２項及

び第３項の改正規定、同条に１項を加える改正規定、同条例第２１条、第２

２条第２項、第２９条の２第２項、第２９条の３第１項、第３１条第２項並

びに第３１条の２第１項及び第３項の改正規定、同条例第３４条第２項に１

号を加える改正規定並びに同条例第３４条の２を削る改正規定を除く。次項

及び附則第３項において同じ。）及び第４条の規定（池田市立幼稚園型認定

こども園の教育職員の給与に関する条例第１５条第２項及び第３項の改正規

定、同条に１項を加える改正規定並びに同条例第１６条、第１７条第２項、

第１９条第２項及び第３６条の改正規定を除く。次項及び附則第３項におい

て同じ。）並びに次項並びに附則第３項及び第９項の規定は、公布の日から

施行する。 

２ 第２条の規定による改正後の池田市一般職の職員の給与に関する条例（以

下この項及び次項において「改正一般職給与条例」という。）第８条の２第

１項、附則別表第７及び別表第１から別表第４までの規定並びに第４条の規

定による改正後の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する

条例（以下この項及び次項において「改正教育職員給与条例」という。）別

表第１の規定は令和６年４月１日からの給与について、改正一般職給与条例

第３３条第２項から第４項まで及び第３４条第２項の規定並びに改正教育職

員給与条例第２１条第２項及び第３項並びに第２４条第２項の規定は令和６
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年１２月１日からの給与について適用する。 

（給与の内払） 

３ 前項の場合において、第２条の規定による改正前の池田市一般職の職員の

給与に関する条例の規定及び第４条の規定による改正前の池田市立幼稚園型

認定こども園の教育職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給

与は、それぞれ改正一般職給与条例の規定及び改正教育職員給与条例の規定

による給与の内払とみなす。 

（地域手当に関する特例） 

４ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間、第１条の規定による

改正後の池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（以下「改

正会計年度任用職員給与条例」という。）第７条第２項、第２条の規定による

改正後の池田市一般職の職員の給与に関する条例（以下「第２条改正一般職給

与条例」という。）第２２条第２項及び第４条の規定による改正後の池田市立

幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（以下「第４条改正教育

職員給与条例」という。）第１７条第２項の規定の適用については、これらの

規定中「１００分の１２」とあるのは、「１００分の１４」とする。 

５ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間、改正会計年度任用職

員給与条例第７条第２項、第２条改正一般職給与条例第２２条第２項及び第

４条改正教育職員給与条例第１７条第２項の規定の適用については、これら

の規定中「１００分の１２」とあるのは、「１００分の１３」とする。 

（パートタイム会計年度任用職員報酬基準月額表に関する特例） 

６ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間、改正会計年度任用職

員給与条例第１９条第１項の規定の適用については、同項中「パートタイム

会計年度任用職員報酬基準月額表（別表第３）」とあるのは、「パートタイ

ム会計年度任用職員報酬基準月額表（人事院勧告に伴う関係条例の整備に関

する条例（令和７年池田市条例第  号）附則別表第１）」とする。 
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７ 令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの間、改正会計年度任用職

員給与条例第１９条第１項の規定の適用については、同項中「パートタイム

会計年度任用職員報酬基準月額表（別表第３）」とあるのは、「パートタイ

ム会計年度任用職員報酬基準月額表（人事院勧告に伴う関係条例の整備に関

する条例（令和７年池田市条例第  号）附則別表第２）」とする。 

（扶養手当に関する特例） 

８ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの間、第２条改正一般職給

与条例第２０条第２項の規定の適用については、同項中「次」とあるのは

「次の各号（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級である

もの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるもの

にあっては、第５号を除く。）」とし、同項、第４条改正教育職員給与条例

第１５条第２項及び第６条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び

基準に関する条例第６条第２項の規定の適用については、これらの規定中

「(5) 身体又は精神に障害を有する者（前各号に該当する者を除く。）  」 

 

とあるのは 

 
 

       とし、第２条改正一般職給与条例第２０条第３項及び第４条改 

 

正教育職員給与条例第１５条第３項の規定の適用については、これらの規定

中「１３，０００円とし、同項第２号から第５号まで」とあるのは「１１，

５００円とし、同項第２号から第４号まで及び第６号」と、「とする」とあ

るのは「とし、同項第５号に該当する扶養親族については３，０００円とす

る」とする。 

（委任） 

９ この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命

権者が定める。 

「(5) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者 

 (6) 身体又は精神に障害を有する者（前各号に該当する者を除 

を含む。） 

く。）  」 
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附則別表第１（附則第６項関係） 

パートタイム会計年度任用職員報酬基準月額表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 基準月額 基準月額 基準月額 基準月額

円 円 円 円
1 172,368 195,168 227,430 236,322
2 173,508 196,422 229,482 239,172
3 174,648 197,790 231,648 242,364
4 175,788 199,044 233,700 245,442
5 177,156 200,184 235,638 248,748
6 178,410 201,894 237,690 251,940
7 179,664 203,376 239,742 255,246
8 180,918 204,858 241,794 258,552
9 181,944 206,340 243,618 261,858
10 183,198 208,050 245,670 264,708
11 184,452 209,760 247,608 267,786
12 185,820 211,698 249,432 270,522
13 186,846 212,952 251,142 273,030
14 188,100 214,662 253,308 274,968
15 189,582 216,258 255,246 276,906
16 190,836 217,854 257,298 278,730
17 192,090 219,450 259,008 280,668
18 193,800 222,072 260,718 282,150
19 195,282 224,694 262,542 283,632
20 196,650 227,316 264,252 285,000
21 198,018 229,824 265,734 287,052
22 199,386 231,876 267,330 289,104
23 200,754 233,586 268,926 291,270
24 202,236 235,296 270,636 293,208
25 203,490 237,120 272,232 295,146
26 205,200 238,716 274,170 297,198
27 207,024 240,426 275,880 299,478
28 208,734 242,022 277,476 301,530
29 210,444 243,618 278,958 303,354
30 212,040 280,782 305,292
31 213,750 282,606 307,116
32 215,574 284,202 309,054
33 217,170 285,342 310,878
34 219,222 287,166 312,816
35 221,160 288,648 314,526
36 223,212 290,016 316,008
37 225,150 291,384 317,262
38 226,404 292,524 318,858
39 228,114 293,550 320,568
40 229,368 294,576 322,164
41 230,508 295,716 323,646
42 232,218 296,742 325,014
43 233,586 297,654 326,040
44 234,954 298,566 326,952
45 236,778 299,478 327,978
46 237,918 300,732 329,004
47 238,944 302,100 329,688
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47 238,944 302,100 329,688
48 240,312 303,354 330,486
49 241,566 304,836 331,284
50 242,706 306,204 331,854
51 307,458 332,310
52 308,826 332,880
53 310,080 333,564
54 311,334 334,134
55 312,702 334,704
56 313,842 335,274
57 314,982 335,844
58 316,122 336,870
59 317,376 338,010
60 318,402 339,150
61 319,428 340,176
62 320,568 341,544
63 321,594 342,798
64 322,620 343,938
65 323,646 344,964
66 324,786 346,104
67 325,812 347,130
68 326,838 348,270
69 327,978 349,068
70 329,232 349,866
71 330,258 350,778
72 331,284 351,576
73 331,854 352,374
74 332,652 353,400
75 333,564 354,540
76 334,590 355,452
77 335,730 356,250
78 336,642 357,162
79 337,668 358,074
80 338,580 359,100
81 339,378 359,898
82 339,948 360,810
83 340,404 361,722
84 340,860 362,634
85 341,088 363,204
86 341,430 364,002
87 341,772 364,800
88 342,114 365,826
89 342,342 366,852
90 367,878
91 368,676
92 369,474
93 370,158
94 370,956
95 371,754
96 372,438
97 372,894
98 373,350
99 373,806
100 374,148
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附則別表第２（附則第７項関係） 

パートタイム会計年度任用職員報酬基準月額表 

 

 

 

 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 基準月額 基準月額 基準月額 基準月額

円 円 円 円
1 170,856 193,456 225,435 234,249
2 171,986 194,699 227,469 237,074
3 173,116 196,055 229,616 240,238
4 174,246 197,298 231,650 243,289
5 175,602 198,428 233,571 246,566

100 374,148
101 374,490
102 374,832
103 375,174
104 375,516
105 376,086
106 376,656
107 377,226
108 377,682
109 378,138
110 378,708
111 379,164
112 379,734
113 380,190
114 380,760
115 381,216
116 381,672
117 382,014
118 382,470
119 383,040
120 383,610
121 383,838
122 384,408
123 384,978
124 385,320
125 385,548
126 385,890
127 386,460
128 386,916
129 387,144
130 387,600
131 388,170
132 388,740
133 388,968
134 389,424
135 389,994
136 390,336
137 390,678
138 391,134
139 391,590
140 392,046
141 392,502
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5 175,602 198,428 233,571 246,566
6 176,845 200,123 235,605 249,730
7 178,088 201,592 237,639 253,007
8 179,331 203,061 239,673 256,284
9 180,348 204,530 241,481 259,561
10 181,591 206,225 243,515 262,386
11 182,834 207,920 245,436 265,437
12 184,190 209,841 247,244 268,149
13 185,207 211,084 248,939 270,635
14 186,450 212,779 251,086 272,556
15 187,919 214,361 253,007 274,477
16 189,162 215,943 255,041 276,285
17 190,405 217,525 256,736 278,206
18 192,100 220,124 258,431 279,675
19 193,569 222,723 260,239 281,144
20 194,925 225,322 261,934 282,500
21 196,281 227,808 263,403 284,534
22 197,637 229,842 264,985 286,568
23 198,993 231,537 266,567 288,715
24 200,462 233,232 268,262 290,636
25 201,705 235,040 269,844 292,557
26 203,400 236,622 271,765 294,591
27 205,208 238,317 273,460 296,851
28 206,903 239,899 275,042 298,885
29 208,598 241,481 276,511 300,693
30 210,180 278,319 302,614
31 211,875 280,127 304,422
32 213,683 281,709 306,343
33 215,265 282,839 308,151
34 217,299 284,647 310,072
35 219,220 286,116 311,767
36 221,254 287,472 313,236
37 223,175 288,828 314,479
38 224,418 289,958 316,061
39 226,113 290,975 317,756
40 227,356 291,992 319,338
41 228,486 293,122 320,807
42 230,181 294,139 322,163
43 231,537 295,043 323,180
44 232,893 295,947 324,084
45 234,701 296,851 325,101
46 235,831 298,094 326,118
47 236,848 299,450 326,796
48 238,204 300,693 327,587
49 239,447 302,162 328,378
50 240,577 303,518 328,943
51 304,761 329,395
52 306,117 329,960
53 307,360 330,638
54 308,603 331,203
55 309,959 331,768
56 311,089 332,333
57 312,219 332,898
58 313,349 333,915
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58 313,349 333,915
59 314,592 335,045
60 315,609 336,175
61 316,626 337,192
62 317,756 338,548
63 318,773 339,791
64 319,790 340,921
65 320,807 341,938
66 321,937 343,068
67 322,954 344,085
68 323,971 345,215
69 325,101 346,006
70 326,344 346,797
71 327,361 347,701
72 328,378 348,492
73 328,943 349,283
74 329,734 350,300
75 330,638 351,430
76 331,655 352,334
77 332,785 353,125
78 333,689 354,029
79 334,706 354,933
80 335,610 355,950
81 336,401 356,741
82 336,966 357,645
83 337,418 358,549
84 337,870 359,453
85 338,096 360,018
86 338,435 360,809
87 338,774 361,600
88 339,113 362,617
89 339,339 363,634
90 364,651
91 365,442
92 366,233
93 366,911
94 367,702
95 368,493
96 369,171
97 369,623
98 370,075
99 370,527
100 370,866
101 371,205
102 371,544
103 371,883
104 372,222
105 372,787
106 373,352
107 373,917
108 374,369
109 374,821
110 375,386
111 375,838
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111 375,838
112 376,403
113 376,855
114 377,420
115 377,872
116 378,324
117 378,663
118 379,115
119 379,680
120 380,245
121 380,471
122 381,036
123 381,601
124 381,940
125 382,166
126 382,505
127 383,070
128 383,522
129 383,748
130 384,200
131 384,765
132 385,330
133 385,556
134 386,008
135 386,573
136 386,912
137 387,251
138 387,703
139 388,155
140 388,607
141 389,059
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議案第３８号  説  明 

 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

１ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年池田

市条例第１４号）の一部改正〔第１条関係〕 

(1) フルタイム会計年度任用職員の地域手当の支給割合を１００分の１２に

改定するものであること。 

（第７条関係） 

(2) フルタイム会計年度任用職員の通勤手当において、１か月当たりの上限

額を１５０，０００円に改定するほか、自動車等を使用して通勤する場合

の通勤手当の額について規則への委任を廃止し条例に明記するものである

こと。 

（第８条関係） 

(3) 会計年度任用職員の令和７年度以降における期末手当について、６月期

及び１２月期の支給割合を１００分の１２５に改定するものであること。 

（第１４条及び第２６条関係） 

 (4) 会計年度任用職員の令和７年度以降における勤勉手当の支給総額の上限

に係る割合を１００分の１０５に改定するものであること。 

（第３２条関係） 

(5) フルタイム会計年度任用職員の給料月額及びパートタイム会計年度任用

職員の報酬基準月額を改定するものであること。 

（別表第１及び別表第３関係） 

２ 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１９号）

の一部改正〔第２条関係〕 

(1) 一般職の職員のうち特定任期付職員に対する業績手当を廃止するもので
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あること。 

（第７条及び旧第３４の２関係） 

(2) 行政職員、消防職員、技能職員、特定任期付職員及び任期付職員の給料

月額を改定するものであること。 

（第８条の２、附則別表第７及び別表第１から別表第４まで関係） 

 (3) 一般職の職員の扶養手当において、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子

に係る扶養手当の額を１３，０００円に改定し、及び扶養手当の支給に関

し必要な事項について規則に委任するほか、これらに伴う規定の整理を行

うものであること。 

（第２０条、第２１条及び第２９条の３関係） 

 (4) 一般職の職員の地域手当の支給割合を１００分の１２に改定するもので

あること。 

（第２２条関係） 

(5) 一般職の職員の通勤手当において、１か月当たりの上限額を１５０，０

００円に改定するほか、自動車等を使用して通勤する場合の通勤手当の額

について規則への委任を廃止し条例に明記するものであること。 

（第２９条の２関係） 

(6) 一般職の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員において、住居手当の

支給については適用除外としていたところ、これを廃止し、住居手当を支

給することとするものであること。 

（第３１条関係） 

(7) 一般職の職員のうち特定任期付職員において、勤勉手当の支給について

は適用除外としていたところ、これを廃止し、勤勉手当を支給することと

するものであること。 

（第３１条の２関係） 

(8) 令和６年度１２月期の期末手当の支給割合について、一般職の職員のう
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ち、特定任期付職員及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあって

は１００分の１２７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１０７．

５に、定年前再任用短時間勤務職員にあっては１００分の７１．２５（特

定管理職員にあっては、１００分の６１．２５）に、特定任期付職員にあ

っては１００分の２３２．５に改定するものであること。 

（第３３条関係） 

(9) 一般職の職員の勤勉手当について、次の整備を行うものであること。 

ア 令和６年度１２月期の勤勉手当の支給割合について、特定任期付職員

及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては１００分の１０

７．５（特定管理職員にあっては、１００分の１２７．５）に、定年前

再任用短時間勤務職員にあっては１００分の５１．２５（特定管理職員

にあっては、１００分の６１．２５）に改定するものであること。 

イ 令和７年度以降において支給する特定任期付職員の勤勉手当について、

支給割合を１００分の１０３．７５と定めるものであること。 

（第３４条関係） 

３ 池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正〔第３条関係〕 

(1) 令和７年度以降における６月期及び１２月期の期末手当の支給割合につ

いて、一般職の職員のうち、特定任期付職員及び定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員にあっては１００分の１２５（特定管理職員にあっては、

１００分の１０５）に、定年前再任用短時間勤務職員にあっては１００分

の７０（特定管理職員にあっては、１００分の６０）に、特定任期付職員

にあっては１００分の１２３．７５に改定するものであること。 

（第３３条関係） 

(2) 令和７年度以降における６月期及び１２月期の勤勉手当の支給割合につ

いて、一般職の職員のうち、特定任期付職員及び定年前再任用短時間勤務

職員以外の職員にあっては１００分の１０５（特定管理職員にあっては、
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１００分の１２５）に、定年前再任用短時間勤務職員にあっては１００分

の５０（特定管理職員にあっては、１００分の６０）に改定するものであ

ること。 

（第３４条関係） 

４ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和２年

池田市条例第３０号）の一部改正〔第４条関係〕 

(1) 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員（以下「教育職員」という。）

の扶養手当において、配偶者に係る扶養手当を廃止し、子に係る扶養手当

の額を１３，０００円に改定するほか、扶養手当の支給に関し必要な事項

について教育委員会規則に委任することとし、及びこれに伴う規定の整理

を行うものであること。 

（第１５条及び第１６条関係） 

(2) 教育職員の地域手当の支給割合を１００分の１２に改定するものである

こと。 

（第１７条関係） 

 (3) 教育職員の通勤手当において、１か月当たりの上限額を１５０，０００

円に改定するほか、自動車等を使用して通勤する場合の通勤手当の額につ

いて教育委員会規則への委任を廃止し条例に明記するものであること。 

（第１９条関係） 

(4) 令和６年度１２月期の期末手当の支給割合について、教育職員のうち、

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては１００分の１２７．５

（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の１０７．５）に、定年前

再任用短時間勤務職員にあっては支給割合を１００分の７１．２５（職務

の級が６級の職員にあっては、１００分の６１．２５）に改定するもので

あること。 

（第２１条関係） 
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(5) 令和６年度１２月期の勤勉手当の支給割合について、教育職員のうち、

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあっては１００分の１０７．５

（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の１２７．５）に、定年前

再任用短時間勤務職員にあっては１００分の５１．２５（職務の級が６級

の職員にあっては、１００分の６１．２５）に改定するものであること。 

（第２４条関係） 

(6) 教育職員のうち定年前再任用短時間勤務職員において、住居手当の支給

については適用除外としていたところ、これを廃止し、住居手当を支給す

ることとするものであること。 

（第３６条関係） 

(7) 教育職員の給料月額を改定するものであること。 

（別表第１関係） 

５ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正

〔第５条関係〕 

(1) 令和７年度以降における６月期及び１２月期の期末手当の支給割合につ

いて、教育職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあって

は１００分の１２５（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の１０

５）に、定年前再任用短時間勤務職員にあっては１００分の７０（職務の

級が６級の職員にあっては、１００分の６０）に改定するものであること。 

（第２１条関係） 

(2) 令和７年度以降における６月期及び１２月期の勤勉手当の支給割合につ

いて、教育職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員にあって

は１００分の１０５（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の１２

５）に、定年前再任用短時間勤務職員にあっては１００分の５０（職務の

級が６級の職員にあっては、１００分の６０）に改定するものであること。 

（第２４条関係） 
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６ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年池田市条例第２

３号）の一部改正〔第６条関係〕 

 (1) 企業職員のうち特定任期付職員に対する業績手当を廃止するものである

こと。 

（第２条及び旧第１４条の３関係） 

 (2) 企業職員において、配偶者に係る扶養手当を廃止するものであること。 

（第６条関係） 

 (3) 企業職員のうち定年前再任用短時間勤務職員において、住居手当の支給

については適用除外としていたところ、これを廃止し、住居手当を支給す

ることとするものであること。 

  （第１９条関係） 

(4) 企業職員のうち特定任期付職員において、勤勉手当の支給については適

用除外としていたところ、これを廃止し、勤勉手当を支給することとする

ものであること。 

（第１９条の２関係） 

７ 施行期日等 

(1) この条例中、２の(2)、(8)及び(9)ア並びに４の(4)、(5)及び(7)につい

ては公布の日から、その他は令和７年４月１日から施行するものであるこ

と。 

（附則第１項関係） 

(2) ２の(2)及び４の(7)については令和６年４月１日から、２の(8)及び(9)

ア並びに４の(4)及び(5)については令和６年１２月１日から適用するもの

であること。 

（附則第２項関係） 

(3) 第２条の規定による改正前の池田市一般職の職員の給与に関する条例及

び第４条の規定による改正前の池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員
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の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後のそれぞ

れの条例の規定による給与の内払とみなすとするものであること。 

（附則第３項関係） 

 (4) 地域手当の支給割合の改定（パートタイム会計年度任用職員にあっては、

地域手当に準ずる額を含む報酬基準月額の改定）について、激変緩和の観

点から、令和９年３月３１日までの間において、当該改定を段階的に行う

ための特例措置を設けるものであること。 

（附則第４項から第７項まで並びに附則別表第１及び別表第２関係） 

(5) 配偶者に係る扶養手当の廃止について、激変緩和の観点から、令和８年

３月３１日までの間において、当該廃止を段階的に行うための特例措置を

設けるものであること。 

（附則第８項関係） 

(6) (2)から(5)までのほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者

が定めるとするものであること。 

（附則第９項関係） 
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議案第３８号  参  考 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

１ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

第１条～第６条 （略） 

 （フルタイム会計年度任用職員の地域手当） 

第７条 （略） 

２ 前項の地域手当の月額は、給料月額に１００分の１５を乗じて得た額とす

る。 

３ （略） 

（フルタイム会計年度任用職員の通勤手当） 

第８条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 支給単位期間（通勤

手当の支給の単位となる期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単

位として規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっては、１か

月）をいう。以下同じ。）につき、規則で定めるところにより算出したそ

の者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃

等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除

１ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

第１条～第６条 （略） 

 （フルタイム会計年度任用職員の地域手当） 

第７条 （略） 

２ 前項の地域手当の月額は、給料月額に１００分の１２を乗じて得た額とす

る。 

３ （略） 

 （フルタイム会計年度任用職員の通勤手当） 

第８条 （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

 (1) 前項第１号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 支給単位期間（通勤

手当の支給の単位となる期間として６か月を超えない範囲内で１か月を単

位として規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっては、１か

月）をいう。以下同じ。）につき、規則で定めるところにより算出したそ

の者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃

等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除

-
 
4
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

して得た額（以下「１か月当たりの運賃等相当額」という。）が５５，０

００円を超えるときは、支給単位期間につき、５５，０００円に支給単位

期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通機関等を利用するもの

として当該運賃等の額を算出する場合において、１か月当たりの運賃等相

当額の合計額が５５，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該

支給単位期間の月数を乗じて得た額）とする。 

(2) 前項第２号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 自動車等の使用距離

（以下「使用距離」という。）が片道５キロメートル未満であるフルタイ

ム会計年度任用職員にあっては２，０００円、使用距離が片道５キロメー

トル以上１０キロメートル未満であるフルタイム会計年度任用職員にあっ

ては４，２００円、使用距離が片道１０キロメートル以上であるフルタイ

ム会計年度任用職員にあっては３１，６００円を超えない範囲内で規則で

定める額 

 

 

 

 

 

して得た額（以下「１か月当たりの運賃等相当額」という。）が１５０，

０００円を超えるときは、支給単位期間につき、１５０，０００円に支給

単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通機関等を利用する

ものとして当該運賃等の額を算出する場合において、１か月当たりの運賃

等相当額の合計額が１５０，０００円を超えるときは、その者の通勤手当

に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１５０，０００

円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）とする。 

(2) 前項第２号に掲げるフルタイム会計年度任用職員  次に掲げる者の区分

に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が

片道５キロメートル未満である者 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である者 

４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である者

 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である者

 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である者

 １２，９００円 

-
 
4
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 前項第３号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 １か月当たりの運賃

等相当額及び前号に定める額の合計額（当該合計額が５５，０００円を超

えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単

位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である者

 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である者

 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である者

 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である者

 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である者

 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である者

 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である者

 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である者 ３１，６００円 

(3) 前項第３号に掲げるフルタイム会計年度任用職員 その者の通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、１か月当たりの運

賃等相当額及び前号に定める額の合計額（当該合計額が１５０，０００円

を超えるときは、１５０，０００円）に当該支給単位期間の月数を乗じて

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

額） 

３～５ （略） 

第９条～第１３条 （略） 

 （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１４条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（基準日（前項後段のフルタイム会計年

度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日。次項及び第４項において

同じ。）においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手

当の月額の合計額をいう。）に１００分の１２２．５を乗じて得た額に、基

準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間（会計年度任用職員

（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する

企業職員である会計年度任用職員を含む。次項及び第４項並びに第２６条第

３項及び第４項において同じ。）として在職した期間をいう。以下同じ。）

の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

 (1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

第１５条～第２５条 （略） 

 （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

得た額 

３～５ （略） 

第９条～第１３条 （略） 

 （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１４条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（基準日（前項後段のフルタイム会計年

度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日。次項及び第４項において

同じ。）においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手

当の月額の合計額をいう。）に１００分の１２５を乗じて得た額に、基準日

以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間（会計年度任用職員（地方

公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１５条第１項に規定する企業職

員である会計年度任用職員を含む。次項及び第４項並びに第２６条第３項及

び第４項において同じ。）として在職した期間をいう。以下同じ。）の次の

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 

(1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

第１５条～第２５条 （略） 

 （パートタイム会計年度任用職員の期末手当） 

-
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        改        正        前         改        正        後 

第２６条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（基準日（前項後段のパートタイム会計

年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日。次項及び第４項におい

て同じ。）においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額

（日額又は時間額により報酬を定められた者にあっては、１週間当たりの報

酬額（日額により報酬を定められた者にあってはその日額に１週間当たりの

勤務日数を、時間額により報酬を定められた者にあってはその時間額に１週

間当たりの勤務時間を乗じて得た額をいう。）に４を乗じて得た額）をい

う。）に１００分の１２２．５を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の

期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める割合を乗じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

第２７条～第３１条 （略） 

 （勤勉手当の支給総額の限度） 

第３２条 会計年度任用職員に支給する勤勉手当の総額は、次に掲げる額の合

計額を超えてはならない。 

 (1) 第１７条第２項に規定する勤勉手当基礎額に１００分の１０２．５を乗

じて得た額の総額 

第２６条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（基準日（前項後段のパートタイム会計

年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日。次項及び第４項におい

て同じ。）においてパートタイム会計年度任用職員が受けるべき報酬の月額

（日額又は時間額により報酬を定められた者にあっては、１週間当たりの報

酬額（日額により報酬を定められた者にあってはその日額に１週間当たりの

勤務日数を、時間額により報酬を定められた者にあってはその時間額に１週

間当たりの勤務時間を乗じて得た額をいう。）に４を乗じて得た額）をい

う。）に１００分の１２５を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間

におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

第２７条～第３１条 （略） 

 （勤勉手当の支給総額の限度） 

第３２条 会計年度任用職員に支給する勤勉手当の総額は、次に掲げる額の合

計額を超えてはならない。 

 (1) 第１７条第２項に規定する勤勉手当基礎額に１００分の１０５を乗じて

得た額の総額 

-
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        改        正        前         改        正        後 

 (2) 第２８条第２項に規定する勤勉手当基礎額に１００分の１０２．５を乗

じて得た額の総額 

第３３条～第３７条 （略） 

別表第１（第５条関係） 

フルタイム会計年度任用職員給料表 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 第２８条第２項に規定する勤勉手当基礎額に１００分の１０５を乗じて

得た額の総額 

第３３条～第３７条 （略） 

別表第１（第５条関係） 

フルタイム会計年度任用職員給料表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
1 147,100 166,600 194,100 201,700
2 148,100 167,700 195,900 204,200
3 149,100 168,800 197,700 206,900
4 150,100 169,900 199,500 209,500
5 151,200 170,900 201,100 212,300
6 152,300 172,300 202,900 215,100
7 153,400 173,600 204,700 217,900
8 154,400 174,900 206,400 220,700
9 155,300 176,100 208,000 223,500
10 156,400 177,600 209,700 226,000
11 157,500 179,100 211,400 228,600
12 158,600 180,700 212,900 230,900
13 159,500 181,800 214,400 233,100
14 160,600 183,200 216,200 234,700
15 161,800 184,600 217,900 236,400
16 162,900 186,000 219,600 237,900
17 164,000 187,300 221,100 239,600
18 165,400 189,600 222,600 240,900
19 166,700 191,800 224,100 242,100
20 167,900 194,000 225,600 243,300
21 169,000 196,200 226,800 245,000
22 170,200 197,900 228,200 246,800
23 171,400 199,400 229,600 248,600
24 172,600 200,900 231,000 250,300
25 173,700 202,400 232,400 251,900
26 175,200 203,800 234,000 253,700

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円
1 151,200 171,200 199,500 207,300
2 152,200 172,300 201,300 209,800
3 153,200 173,500 203,200 212,600
4 154,200 174,600 205,000 215,300
5 155,400 175,600 206,700 218,200
6 156,500 177,100 208,500 221,000
7 157,600 178,400 210,300 223,900
8 158,700 179,700 212,100 226,800
9 159,600 181,000 213,700 229,700
10 160,700 182,500 215,500 232,200
11 161,800 184,000 217,200 234,900
12 163,000 185,700 218,800 237,300
13 163,900 186,800 220,300 239,500
14 165,000 188,300 222,200 241,200
15 166,300 189,700 223,900 242,900
16 167,400 191,100 225,700 244,500
17 168,500 192,500 227,200 246,200
18 170,000 194,800 228,700 247,500
19 171,300 197,100 230,300 248,800
20 172,500 199,400 231,800 250,000
21 173,700 201,600 233,100 251,800
22 174,900 203,400 234,500 253,600
23 176,100 204,900 235,900 255,500
24 177,400 206,400 237,400 257,200
25 178,500 208,000 238,800 258,900
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26 175,200 203,800 234,000 253,700
27 176,700 205,200 235,500 255,600
28 178,200 206,600 236,900 257,400
29 179,600 208,000 238,100 259,000
30 181,000 239,700 260,600
31 182,500 241,200 262,200
32 184,000 242,600 263,800
33 185,400 243,600 265,400
34 187,100 245,100 267,000
35 188,800 246,400 268,500
36 190,500 247,600 269,800
37 192,200 248,700 270,800
38 193,300 249,700 272,200
39 194,700 250,600 273,600
40 195,800 251,500 275,000
41 196,800 252,400 276,300
42 198,200 253,300 277,400
43 199,400 254,100 278,300
44 200,600 254,900 279,100
45 202,100 255,600 280,000
46 203,100 256,700 280,800
47 204,000 257,900 281,400
48 205,100 259,000 282,100
49 206,200 260,200 282,800
50 207,200 261,400 283,300
51 262,500 283,700
52 263,600 284,200
53 264,700 284,700
54 265,800 285,200
55 266,900 285,700
56 267,900 286,200
57 268,900 286,700
58 269,900 287,600
59 270,900 288,500
60 271,800 289,500
61 272,700 290,400
62 273,600 291,600
63 274,500 292,600
64 275,400 293,600
65 276,300 294,500
66 277,200 295,400

26 180,000 209,400 240,500 260,700
27 181,600 210,900 242,000 262,700
28 183,100 212,300 243,400 264,500
29 184,600 213,700 244,700 266,100
30 186,000 246,300 267,800
31 187,500 247,900 269,400
32 189,100 249,300 271,100
33 190,500 250,300 272,700
34 192,300 251,900 274,400
35 194,000 253,200 275,900
36 195,800 254,400 277,200
37 197,500 255,600 278,300
38 198,600 256,600 279,700
39 200,100 257,500 281,200
40 201,200 258,400 282,600
41 202,200 259,400 283,900
42 203,700 260,300 285,100
43 204,900 261,100 286,000
44 206,100 261,900 286,800
45 207,700 262,700 287,700
46 208,700 263,800 288,600
47 209,600 265,000 289,200
48 210,800 266,100 289,900
49 211,900 267,400 290,600
50 212,900 268,600 291,100
51 269,700 291,500
52 270,900 292,000
53 272,000 292,600
54 273,100 293,100
55 274,300 293,600
56 275,300 294,100
57 276,300 294,600
58 277,300 295,500
59 278,400 296,500
60 279,300 297,500
61 280,200 298,400
62 281,200 299,600
63 282,100 300,700
64 283,000 301,700
65 283,900 302,600
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66 277,200 295,400
67 278,100 296,300
68 279,000 297,300
69 280,000 298,000
70 281,000 298,700
71 281,900 299,400
72 282,800 300,100
73 283,300 300,800
74 284,000 301,700
75 284,700 302,600
76 285,600 303,400
77 286,600 304,100
78 287,400 304,900
79 288,200 305,700
80 289,000 306,500
81 289,700 307,200
82 290,200 308,000
83 290,600 308,800
84 291,000 309,600
85 291,200 310,000
86 291,500 310,700
87 291,700 311,400
88 292,000 312,300
89 292,200 313,200
90 314,000
91 314,700
92 315,400
93 316,000
94 316,700
95 317,300
96 317,900
97 318,300
98 318,700
99 319,100
100 319,400
101 319,700
102 320,000
103 320,300
104 320,600
105 321,000

66 284,900 303,600
67 285,800 304,500
68 286,700 305,500
69 287,700 306,200
70 288,800 306,900
71 289,700 307,700
72 290,600 308,400
73 291,100 309,100
74 291,800 310,000
75 292,600 311,000
76 293,500 311,800
77 294,500 312,500
78 295,300 313,300
79 296,200 314,100
80 297,000 315,000
81 297,700 315,700
82 298,200 316,500
83 298,600 317,300
84 299,000 318,100
85 299,200 318,600
86 299,500 319,300
87 299,800 320,000
88 300,100 320,900
89 300,300 321,800
90 322,700
91 323,400
92 324,100
93 324,700
94 325,400
95 326,100
96 326,700
97 327,100
98 327,500
99 327,900
100 328,200
101 328,500
102 328,800
103 329,100
104 329,400
105 329,900
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別表第２ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２ （略） 

106 321,500
107 322,000
108 322,400
109 322,800
110 323,300
111 323,700
112 324,200
113 324,500
114 325,000
115 325,400
116 325,800
117 326,100
118 326,500
119 327,000
120 327,500
121 327,700
122 328,100
123 328,600
124 328,900
125 329,100
126 329,400
127 329,900
128 330,300
129 330,500
130 330,900
131 331,400
132 331,800
133 332,000
134 332,400
135 332,900
136 333,200
137 333,500
138 333,900
139 334,300
140 334,700
141 335,100

106 330,400
107 330,900
108 331,300
109 331,700
110 332,200
111 332,600
112 333,100
113 333,500
114 334,000
115 334,400
116 334,800
117 335,100
118 335,500
119 336,000
120 336,500
121 336,700
122 337,200
123 337,700
124 338,000
125 338,200
126 338,500
127 339,000
128 339,400
129 339,600
130 340,000
131 340,500
132 341,000
133 341,200
134 341,600
135 342,100
136 342,400
137 342,700
138 343,100
139 343,500
140 343,900
141 344,300
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別表第３（第１９条、第２４条関係） 

 パートタイム会計年度任用職員報酬基準月額表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第１９条、第２４条関係） 

 パートタイム会計年度任用職員報酬基準月額表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 基準月額 基準月額 基準月額 基準月額

円 円 円 円
1 169,165 191,590 223,215 231,955
2 170,315 192,855 225,285 234,830
3 171,465 194,120 227,355 237,935
4 172,615 195,385 229,425 240,925
5 173,880 196,535 231,265 244,145
6 175,145 198,145 233,335 247,365
7 176,410 199,640 235,405 250,585
8 177,560 201,135 237,360 253,805
9 178,595 202,515 239,200 257,025
10 179,860 204,240 241,155 259,900
11 181,125 205,965 243,110 262,890
12 182,390 207,805 244,835 265,535
13 183,425 209,070 246,560 268,065
14 184,690 210,680 248,630 269,905
15 186,070 212,290 250,585 271,860
16 187,335 213,900 252,540 273,585
17 188,600 215,395 254,265 275,540
18 190,210 218,040 255,990 277,035
19 191,705 220,570 257,715 278,415
20 193,085 223,100 259,440 279,795
21 194,350 225,630 260,820 281,750
22 195,730 227,585 262,430 283,820
23 197,110 229,310 264,040 285,890
24 198,490 231,035 265,650 287,845
25 199,755 232,760 267,260 289,685
26 201,480 234,370 269,100 291,755
27 203,205 235,980 270,825 293,940
28 204,930 237,590 272,435 296,010
29 206,540 239,200 273,815 297,850
30 208,150 275,655 299,690
31 209,875 277,380 301,530
32 211,600 278,990 303,370
33 213,210 280,140 305,210
34 215,165 281,865 307,050

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級
号給 基準月額 基準月額 基準月額 基準月額

円 円 円 円
1 169,344 191,744 223,440 232,176
2 170,464 192,976 225,456 234,976
3 171,584 194,320 227,584 238,112
4 172,704 195,552 229,600 241,136
5 174,048 196,672 231,504 244,384
6 175,280 198,352 233,520 247,520
7 176,512 199,808 235,536 250,768
8 177,744 201,264 237,552 254,016
9 178,752 202,720 239,344 257,264
10 179,984 204,400 241,360 260,064
11 181,216 206,080 243,264 263,088
12 182,560 207,984 245,056 265,776
13 183,568 209,216 246,736 268,240
14 184,800 210,896 248,864 270,144
15 186,256 212,464 250,768 272,048
16 187,488 214,032 252,784 273,840
17 188,720 215,600 254,464 275,744
18 190,400 218,176 256,144 277,200
19 191,856 220,752 257,936 278,656
20 193,200 223,328 259,616 280,000
21 194,544 225,792 261,072 282,016
22 195,888 227,808 262,640 284,032
23 197,232 229,488 264,208 286,160
24 198,688 231,168 265,888 288,064
25 199,920 232,960 267,456 289,968
26 201,600 234,528 269,360 291,984
27 203,392 236,208 271,040 294,224
28 205,072 237,776 272,608 296,240
29 206,752 239,344 274,064 298,032
30 208,320 275,856 299,936
31 210,000 277,648 301,728
32 211,792 279,216 303,632
33 213,360 280,336 305,424
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33 213,210 280,140 305,210
34 215,165 281,865 307,050
35 217,120 283,360 308,775
36 219,075 284,740 310,270
37 221,030 286,005 311,420
38 222,295 287,155 313,030
39 223,905 288,190 314,640
40 225,170 289,225 316,250
41 226,320 290,260 317,745
42 227,930 291,295 319,010
43 229,310 292,215 320,045
44 230,690 293,135 320,965
45 232,415 293,940 322,000
46 233,565 295,205 322,920
47 234,600 296,585 323,610
48 235,865 297,850 324,415
49 237,130 299,230 325,220
50 238,280 300,610 325,795
51 301,875 326,255
52 303,140 326,830
53 304,405 327,405
54 305,670 327,980
55 306,935 328,555
56 308,085 329,130
57 309,235 329,705
58 310,385 330,740
59 311,535 331,775
60 312,570 332,925
61 313,605 333,960
62 314,640 335,340
63 315,675 336,490
64 316,710 337,640
65 317,745 338,675
66 318,780 339,710
67 319,815 340,745
68 320,850 341,895
69 322,000 342,700
70 323,150 343,505
71 324,185 344,310
72 325,220 345,115
73 325,795 345,920

34 215,376 282,128 307,328
35 217,280 283,584 309,008
36 219,296 284,928 310,464
37 221,200 286,272 311,696
38 222,432 287,392 313,264
39 224,112 288,400 314,944
40 225,344 289,408 316,512
41 226,464 290,528 317,968
42 228,144 291,536 319,312
43 229,488 292,432 320,320
44 230,832 293,328 321,216
45 232,624 294,224 322,224
46 233,744 295,456 323,232
47 234,752 296,800 323,904
48 236,096 298,032 324,688
49 237,328 299,488 325,472
50 238,448 300,832 326,032
51 302,064 326,480
52 303,408 327,040
53 304,640 327,712
54 305,872 328,272
55 307,216 328,832
56 308,336 329,392
57 309,456 329,952
58 310,576 330,960
59 311,808 332,080
60 312,816 333,200
61 313,824 334,208
62 314,944 335,552
63 315,952 336,784
64 316,960 337,904
65 317,968 338,912
66 319,088 340,032
67 320,096 341,040
68 321,104 342,160
69 322,224 342,944
70 323,456 343,728
71 324,464 344,624
72 325,472 345,408
73 326,032 346,192
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 326,600 346,955
75 327,405 347,990
76 328,440 348,910
77 329,590 349,715
78 330,510 350,635
79 331,430 351,555
80 332,350 352,475
81 333,155 353,280
82 333,730 354,200
83 334,190 355,120
84 334,650 356,040
85 334,880 356,500
86 335,225 357,305
87 335,455 358,110
88 335,800 359,145
89 336,030 360,180
90 361,100
91 361,905
92 362,710
93 363,400
94 364,205
95 364,895
96 365,585
97 366,045
98 366,505
99 366,965
100 367,310
101 367,655
102 368,000
103 368,345
104 368,690
105 369,150
106 369,725
107 370,300
108 370,760
109 371,220
110 371,795
111 372,255
112 372,830
113 373,175
114 373,750

74 326,816 347,200
75 327,712 348,320
76 328,720 349,216
77 329,840 350,000
78 330,736 350,896
79 331,744 351,792
80 332,640 352,800
81 333,424 353,584
82 333,984 354,480
83 334,432 355,376
84 334,880 356,272
85 335,104 356,832
86 335,440 357,616
87 335,776 358,400
88 336,112 359,408
89 336,336 360,416
90 361,424
91 362,208
92 362,992
93 363,664
94 364,448
95 365,232
96 365,904
97 366,352
98 366,800
99 367,248
100 367,584
101 367,920
102 368,256
103 368,592
104 368,928
105 369,488
106 370,048
107 370,608
108 371,056
109 371,504
110 372,064
111 372,512
112 373,072
113 373,520

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

第１条～第６条 （略） 

 （給料） 

第７条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

第１条～第６条 （略） 

（給料） 

第７条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手

114 373,750
115 374,210
116 374,670
117 375,015
118 375,475
119 376,050
120 376,625
121 376,855
122 377,315
123 377,890
124 378,235
125 378,465
126 378,810
127 379,385
128 379,845
129 380,075
130 380,535
131 381,110
132 381,570
133 381,800
134 382,260
135 382,835
136 383,180
137 383,525
138 383,985
139 384,445
140 384,905
141 385,365

114 374,080
115 374,528
116 374,976
117 375,312
118 375,760
119 376,320
120 376,880
121 377,104
122 377,664
123 378,224
124 378,560
125 378,784
126 379,120
127 379,680
128 380,128
129 380,352
130 380,800
131 381,360
132 381,920
133 382,144
134 382,592
135 383,152
136 383,488
137 383,824
138 384,272
139 384,720
140 385,168
141 385,616

-
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        改        正        前         改        正        後 

当、地域手当、住居手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手

当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職手当を除いたものとする。 

２ （略） 

第８条 （略） 

（特定任期付職員の給与の特例） 

第８条の２ 一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１６年池田市条例

第４号。以下「任期付職員条例」という。）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）には、次の給

料表を適用する。 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

第８条の３～第１９条 （略） 

 （扶養手当） 

第２０条 （略） 

当、地域手当、住居手当、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手

当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。 

２ （略） 

第８条 （略） 

（特定任期付職員の給与の特例） 

第８条の２ 一般職の任期付職員の採用に関する条例（平成１６年池田市条例

第４号。以下「任期付職員条例」という。）第２条第１項の規定により任期

を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」という。）には、次の給

料表を適用する。 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

第８条の３～第１９条 （略） 

（扶養手当） 

第２０条 （略） 

号給 給料月額 

１ ３８０，０００円 

２ ４２７，０００円 

３ ４７７，０００円 

４ ５３９，０００円 

号給 給料月額 

１ ３９２，０００円 

２ ４４０，０００円 

３ ４９２，０００円 

４ ５５５，０００円 

-
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        改        正        前         改        正        後 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 

 (1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。以

下同じ。） 

 (2)～(5) （略） 

 (6) 身体又は精神に障害を有する者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該

当する扶養親族（以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。）について

は１人につき６，５００円（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の

級が７級であるもの及び消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が

８級であるもの（以下「行政職７級職員等」という。）にあっては、３，５

００円）、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。）については１人につき１０，０００円とする。 

４ （略） 

 

 

 （扶養手当の支給方法） 

第２１条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の

いずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその

職員の扶養を受けているものをいう。 

  

 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 身体又は精神に障害を有する者（前各号に該当する者を除く。） 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる

子」という。）については１人につき１３，０００円とし、同項第２号から

第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき６，５００

円（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が７級であるもの及び

消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が８級であるものにあって

は、３，５００円）とする。 

 

４ （略） 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定そ

の他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

  

第２１条 削除 

  

-
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        改        正        前         改        正        後 

を任命権者に届け出なければならない。 

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

 (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前

条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した

日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至っ

た場合を除く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合において

は、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係

るものがない場合においてその職員に同項第１号に掲げる事実が生じたとき

は、その事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日の月の初日であると

きは、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職

し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した

日の属する月、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届

出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、そ

の事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日

の属する月の前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい

ては、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日を経

過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日

が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 
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        改        正        前         改        正        後 

３ 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第１項第１号に掲げる事実が

生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届

出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合、扶養親族たる

配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が新たに行政

職７級職員等となった場合、扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定によ

る届出に係るものがある行政職７級職員等が行政職７級職員等以外の職員と

なった場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものの

うち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合におい

ては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項ただし書

の規定は、扶養手当を受けている職員にさらに第１項第１号に掲げる事実が

生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。 

４ 扶養手当は、給料の支給方法に準じてこれを支給する。 

 （地域手当） 

第２２条 （略） 

２ 前項により支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の

月額の合計額に１００分の１５を乗じて得た額とする。 

第２２条の２～第２９条 （略） 

 （通勤手当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （地域手当） 

第２２条 （略） 

２ 前項により支給する地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の

月額の合計額に１００分の１２を乗じて得た額とする。 

第２２条の２～第２９条 （略） 

 （通勤手当） 

-
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        改        正        前         改        正        後 

第２９条の２ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところに

より算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する

額（以下「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位

期間の月数で除して得た額（以下「１か月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が５５，０００円を超えるときは、支給単位期間につき、５５，０

００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交通機関

等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、１か月

当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超えるときは、その者

の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５

５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 自動車等の使用距離（以下「使用距離」とい

う。）が片道５キロメートル未満である職員にあっては２，０００円、使

用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員にあっ

ては４，２００円、使用距離が１０キロメートル以上である職員にあって

は３１，６００円を超えない範囲内で規則で定める額 

 

第２９条の２ （略） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところに

より算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する

額（以下「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位

期間の月数で除して得た額（以下「１か月当たりの運賃等相当額」とい

う。）が１５０，０００円を超えるときは、支給単位期間につき、１５

０，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者が２以上の交

通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、

１か月当たりの運賃等相当額の合計額が１５０，０００円を超えるとき

は、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に

つき、１５０，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額） 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間

につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員、任期付短

時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等（支給単位期間当たりの通勤回数

を考慮して規則で定める職員に限る。）にあっては、その額からその額に

規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

片道５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員

 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職

員 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職

員 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職

員 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職

員 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職

員 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職

員 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職

員 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職

員 ２６，２００円 

-
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

(3) 前項第３号に掲げる職員 運賃等相当額および前号に掲げる額の合計額

が、５５，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期

間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期

間の月数を乗じて得た額 

３～６ （略） 

 （単身赴任手当） 

第２９条の３ 勤務公署を異にする異動又は在勤する勤務公署の移転に伴い、

住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、

同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務公署

の移転の直前の住居から当該異動又は勤務公署の移転の直後に在勤する勤務

公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困

難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に

は、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務公署

に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職

員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職

員 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３１，６００円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち

最も長い支給単位期間につき、１か月当たりの運賃等相当額及び前号に定

める額の合計額（当該合計額が１５０，０００円を超えるときは、１５

０，０００円）に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額 

３～６ （略） 

 （単身赴任手当） 

第２９条の３ 勤務公署を異にする異動又は在勤する勤務公署の移転に伴い、

住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、

同居していた配偶者（届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含

む。以下この条において同じ。）と別居することとなった職員で、当該異動

又は勤務公署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務公署の移転の直後に

在勤する勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準

に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況

とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤
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-



        改        正        前         改        正        後 

であると認められない場合は、この限りでない。 

 

２・３ （略） 

第３０条 （略） 

 （特定職員についての適用除外） 

第３１条 （略） 

２ 第９条、第１２条、第１３条、第２０条、第２１条、第２２条の２及び第

２９条の３の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

（特定任期付職員等の適用除外） 

第３１条の２ 第８条、第９条から第１３条まで、第２０条、第２１条、第２

２条の２、第２３条、第２５条から第２７条まで及び第３４条の規定は、特

定任期付職員には、適用しない。 

２ （略） 

３ 前項に規定するもののほか、第２０条、第２１条及び第２２条の２の規定

は、任期付短時間勤務職員には適用しない。 

第３２条 （略） 

（期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．５を乗じて得た額

する勤務公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に

照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。 

２・３ （略） 

第３０条 （略） 

（特定職員についての適用除外） 

第３１条 （略） 

２ 第９条、第１２条、第１３条、第２０条及び第２９条の３の規定は、定年

前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

（特定任期付職員等の適用除外） 

第３１条の２ 第８条、第９条から第１３条まで、第２０条、第２２条の２、

第２３条及び第２５条から第２７条までの規定は、特定任期付職員には、適

用しない。 

２ （略） 

３ 前項に規定するもののほか、第２０条及び第２２条の２の規定は、任期付

短時間勤務職員には適用しない。 

第３２条 （略） 

（期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額
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        改        正        前         改        正        後 

（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並

びに同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を除

く。第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分の

１０２．５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の６８．７５」と、「１

００分の１０２．５」とあるのは「１００分の５８．７５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２２．５」とあるのは、「１００分の２２２．５」とする。 

５・６ （略） 

第３３条の２・第３３条の３ （略） 

 （勤勉手当） 

第３４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額と

する。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所属する次 

（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並

びに同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を除

く。第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分の

１０７．５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、「１

００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２７．５」とあるのは、「１００分の２３２．５」とする。 

５・６ （略） 

第３３条の２・第３３条の３ （略） 

 （勤勉手当） 

第３４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額と

する。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所属する次 
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        改        正        前         改        正        後 

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０２．５（特定管理職員にあっては、１０

０分の１２２．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４８．７５（特定管理職員にあ

っては、１００分の５８．７５）を乗じて得た額の総額 

 

 

３・４ （略） 

（特定任期付職員業績手当） 

第３４条の２ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げた

と認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当す

る額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。 

第３５条～第３８条 （略） 

   附 則 

１～２６ （略） 

附則別表第１～附則別表第６ （略） 

附則別表第７（附則第１６項関係） 

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１０

０分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（特定管理職員にあ

っては、１００分の６１．２５）を乗じて得た額の総額 

(3) 前項の職員のうち特定任期付職員 当該特定任期付職員の勤勉手当基礎

額に１００分の１０３．７５を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） 

 

 

 

 

第３５条～第３８条 （略） 

   附 則 

１～２６ （略） 

附則別表第１～附則別表第６ （略） 

附則別表第７（附則第１６項関係） 
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附則別表第８ （略） 

別表第１（第８条、第１３条、第２０条、第３３条関係） 

行政職給料表 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第８ （略） 

別表第１（第８条、第１３条、第２０条、第３３条関係） 

行政職給料表 

  

 

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

職員
の区
分 号給

定年

給料月額

円 302,000 356,500 376,900
247,600 303,800 357,500 377,500
249,600 305,500 358,500 378,000
251,600 307,400 359,400 378,300
253,600 309,300 360,500 378,700
255,500 311,100 361,400 379,200
257,400 312,800 362,400 379,600
259,500 314,800 363,300 380,000
261,500 316,800 364,000 380,400
263,400 318,700 364,700 380,900
265,500 320,400 365,300 381,300
267,500 322,400 365,700 381,700
269,500 324,400 366,300 382,000
271,600 326,400 367,000 382,400
273,200 327,600 367,700 382,800
274,700 329,600 368,000 383,200
276,300 331,500 368,700 383,600
277,800 333,500 369,400 384,000
279,500 335,400 370,000 384,500
281,300 337,300 370,300 384,900
283,100 339,200 370,900 385,300
284,800 341,100 371,600 385,700
286,700 342,900 372,200 386,200
288,500 344,800 372,500 386,600
290,300 346,600 373,100 387,000
292,100 348,400 373,800 387,400
293,700 349,900 374,400 387,900
295,100 351,300 374,800 388,300
296,500 352,700 375,300 388,700
298,000 354,200 375,900
300,000 355,700 376,400

号給

1 32 63 94
31 62 93

3 34 65 96
2 33 64 95

5 36 67 98
4 35 66 97

7 38 69 100
6 37 68 99

9 40 71 102
8 39 70 101

11 42 73 104
10 41 72 103

13 44 75 106
12 43 74 105

15 46 77 108
14 45 76 107

17 48 79 110
16 47 78 109

19 50 81 112
18 49 80 111

21 52 83 114
20 51 82 113

23 54 85 116
22 53 84 115

25 56 87 118
24 55 86 117

27 58 89 120
26 57 88 119

30 61 92
29 60 91
28 59 90 121

給料月額

円 312,300 360,800 381,000
263,300 313,900 361,800 381,600
265,300 315,400 362,800 382,100
267,300 317,000 363,700 382,400
269,300 318,600 364,800 382,800
271,200 320,200 365,700 383,300
273,100 321,700 366,700 383,700
275,200 323,400 367,600 384,100
277,200 325,000 368,300 384,500
279,100 326,600 369,000 385,000
281,200 328,000 369,600 385,400
283,200 329,700 370,000 385,800
285,200 331,400 370,600 386,100
287,300 333,000 371,300 386,500
288,900 334,200 372,000 386,900
290,400 336,100 372,300 387,300
291,900 337,800 373,000 387,700
293,400 339,400 373,700 388,100
294,900 340,900 374,300 388,600
296,300 342,500 374,600 389,000
297,600 344,100 375,100 389,400
298,800 345,700 375,700 389,800
300,300 347,400 376,300 390,300
301,800 349,200 376,600 390,700
303,200 351,000 377,200 391,100
304,600 352,800 377,900 391,500
305,700 354,300 378,500 392,000
306,700 355,700 378,900 392,400
307,900 357,100 379,400 392,800
309,100 358,500 380,000
310,700 360,000 380,500

号給

62 93
1 32 63 94

31

64 95
3 34 65 96
2 33

66 97
5 36 67 98
4 35

68 99
7 38 69 100
6 37

70 101
9 40 71 102
8 39

72 103
11 42 73 104
10 41

74 105
13 44 75 106
12 43

76 107
15 46 77 108
14 45

78 109
17 48 79 110
16 47

80 111
19 50 81 112
18 49

82 113
21 52 83 114
20 51

84 115
23 54 85 116
22 53

86 117
25 56 87 118
24 55

88 119
27 58 89 120
26 57

30 61

90 121
29 60 91
28 59

92

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円

職員
の区
分 号給

定年
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        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 円 円 円 円 円 円
166,600 194,100 219,200 277,700 323,100 365,500 410,300
167,700 195,900 221,100 279,900 325,300 368,100 412,700
168,800 197,700 223,000 282,100 327,500 370,500 415,200
169,900 199,500 224,900 284,300 329,500 372,900 417,600
170,900 201,100 226,700 286,400 331,500 374,800 419,500
172,300 202,900 228,600 288,600 333,500 377,300 421,600
173,600 204,700 230,500 290,900 335,400 379,600 423,700
174,900 206,400 232,400 293,100 337,300 382,100 425,900
176,100 208,000 234,100 295,400 339,200 384,500 427,800
177,600 209,700 236,000 297,500 341,200 387,100 429,900
179,100 211,400 237,600 299,500 343,200 389,700 432,000
180,700 212,900 239,200 301,400 345,200 392,300 433,900
181,800 214,400 240,900 303,200 347,000 394,600 435,600
183,200 216,200 242,400 305,000 349,000 396,900 437,400
184,600 217,900 243,800 306,600 350,900 399,100 439,300
186,000 219,600 245,200 308,200 352,800 401,400 441,200
187,300 221,100 246,400 309,800 354,500 403,200 443,000
189,600 222,600 248,000 312,000 356,500 405,100 444,800
191,800 224,100 249,500 314,200 358,300 407,000 446,600
194,000 225,600 250,900 316,200 360,200 408,800 448,300
196,200 226,800 252,000 318,200 362,100 410,600 450,100
197,900 228,200 253,400 320,200 364,000 412,400 451,600
199,400 229,600 254,900 322,100 365,900 414,200 453,000
200,900 231,000 256,200 324,000 367,800 416,000 454,500
202,400 232,400 257,500 325,900 369,700 417,600 455,900
203,800 234,000 258,700 327,900 371,600 419,100 457,200
205,200 235,500 259,900 329,800 373,500 420,600 458,500
206,600 236,900 261,100 331,700 375,400 422,100 459,700
208,000 238,100 262,300 333,400 376,900 423,600 460,700
209,300 239,700 263,600 335,400 378,700 424,900 461,400
210,600 241,200 264,900 337,400 380,500 426,200 462,200
211,900 242,600 266,200 339,300 382,100 427,400 462,900
213,200 243,600 267,600 340,700 383,800 428,600 463,600
214,400 245,100 269,100 342,600 385,200 429,900 464,400
215,600 246,400 270,700 344,500 386,600 431,200 465,100
216,700 247,600 272,200 346,400 388,000 432,400 465,700
217,800 248,700 273,800 348,000 389,400 433,600 466,200
218,900 249,700 275,500 349,900 390,600 434,400 466,800
219,900 250,600 277,100 351,700 391,800 435,200 467,400
220,900 251,500 278,700 353,500 392,800 436,000 468,000
221,800 252,400 280,300 355,300 393,900 436,600 468,500
222,700 253,300 281,800 357,100 395,100 437,300 469,000

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

4
5
6
7
8
9

1
2
3

16
17
18
19
20
21

10
11
12
13
14
15

28
29
30
31
32
33

22
23
24
25
26
27

40
41
42

34
35
36
37
38
39

188,000 220,000 239,600 292,100 335,000 373,400 415,600
189,700 221,700 241,500 294,300 336,900 376,000 418,000
191,300 223,000 243,400 296,500 338,700 378,300 420,500
192,900 224,300 245,300 298,700 340,500 380,500 422,900
194,500 225,600 247,100 300,800 342,200 382,400 424,800
196,200 226,700 249,000 303,000 343,900 384,700 426,900
197,800 227,800 250,900 305,300 345,500 386,800 429,000
199,400 228,900 252,800 307,500 347,200 388,800 431,200
201,000 230,000 254,500 309,800 348,800 390,800 433,100
202,700 231,500 256,400 311,500 350,500 393,100 435,200
204,400 233,000 258,000 313,200 352,100 395,300 437,300
206,100 234,500 259,600 314,700 353,700 397,500 439,200
207,400 236,000 261,300 316,100 355,200 399,700 440,900
209,000 237,500 262,300 317,400 356,900 402,000 442,700
210,600 239,000 263,300 318,700 358,500 404,200 444,600
212,100 240,500 264,300 320,000 360,100 406,500 446,500
213,600 242,000 265,300 321,300 361,700 408,300 448,300
215,200 243,400 266,300 323,100 363,500 410,200 450,100
216,800 244,800 267,300 324,900 365,000 412,100 451,900
218,400 246,200 268,300 326,600 366,600 413,900 453,600
220,000 247,400 269,300 328,300 368,000 415,700 455,400
221,700 248,600 270,300 330,000 369,600 417,500 456,900
223,000 249,800 271,300 331,700 371,200 419,300 458,300
224,300 251,000 272,300 333,400 372,700 421,100 459,800
225,600 252,100 273,300 335,000 374,600 422,700 461,200
226,700 253,200 274,300 336,700 376,500 424,200 462,500
227,800 254,300 275,300 338,400 378,400 425,700 463,800
228,900 255,400 276,400 340,000 380,200 427,200 465,000
230,000 256,400 277,400 341,500 381,700 428,700 466,000
231,100 257,400 278,700 343,100 383,500 430,000 466,700
232,200 258,400 280,000 344,700 385,200 431,300 467,400
233,300 259,400 281,200 346,200 386,800 432,500 468,100
234,400 260,400 282,500 347,600 388,500 433,700 468,800
235,400 261,300 283,800 349,300 389,900 435,000 469,500
236,400 262,200 285,000 350,900 391,300 436,300 470,100
237,300 263,100 286,200 352,500 392,700 437,500 470,700
238,200 263,900 287,300 353,700 394,100 438,700 471,200
239,100 264,700 288,500 355,200 395,300 439,500 471,800
239,900 265,500 289,800 356,700 396,500 440,300 472,400
240,700 266,300 291,100 358,200 397,500 441,100 473,000
241,400 267,000 292,400 359,900 398,600 441,700 473,500
242,000 267,800 293,400 361,700 399,800 442,300 474,000

40
41
42

34
35
36
37
38
39

28
29
30
31
32
33

22
23
24
25
26
27

16
17
18
19
20
21

10
11
12
13
14
15

4
5
6
7
8
9

1
2
3

前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員
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223,600 254,100 283,300 358,800 396,200 438,000 469,400
224,500 254,900 284,800 360,500 397,300 438,700 469,700
225,400 255,600 285,900 361,900 398,000 439,500 470,000
226,300 256,700 287,500 363,200 398,700 440,300
227,200 257,900 289,000 364,500 399,400 440,700
228,100 259,000 290,500 365,900 400,100 441,400
228,900 260,200 291,900 367,000 400,700 441,900
229,800 261,400 293,500 367,900 401,300 442,300
230,700 262,500 295,100 368,900 401,800 442,700
231,500 263,600 296,700 370,000 402,200 443,100
231,800 264,700 298,200 370,800 402,600 443,500
232,600 265,800 299,800 371,700 402,900 443,900
233,300 266,900 301,300 372,600 403,200 444,300
233,900 267,900 302,800 373,400 403,500 444,600
234,500 268,900 304,400 374,200 403,800 444,900
235,200 269,900 306,000 375,000 404,100 445,300
235,800 270,900 307,600 375,800 404,400 445,600
236,300 271,800 309,100 376,500 404,700 445,900
236,800 272,700 310,000 377,200 405,000 446,200
237,300 273,600 311,500 377,900 405,300 446,500
237,800 274,500 313,000 378,600 405,600 446,800
238,400 275,400 314,600 379,300 405,900 447,100
238,900 276,300 316,200 379,800 406,200 447,400
239,400 277,200 317,800 380,400 406,500
239,900 278,100 319,300 381,000 406,800
240,400 279,000 320,800 381,700 407,100
240,900 280,000 322,200 382,000 407,300
241,400 281,000 323,400 407,600
241,800 281,900 324,500 407,900
242,300 282,800 325,600 408,100
242,800 283,300 326,300 408,300
243,300 284,000 327,200 408,600
243,800 284,700 328,000 408,900
244,300 285,600 328,800 409,100
244,700 286,600 329,600 409,300
245,200 287,400 330,000 409,600
245,600 288,200 330,600 409,900
246,000 289,000 331,300 410,100
246,400 289,700 332,100 410,300
246,800 290,200 332,800 410,600
247,200 290,600 333,500 410,900

43
44
45

52
53
54
55
56
57

46
47
48
49
50
51

64
65
66
67
68
69

58
59
60
61
62
63

76
77
78
79
80
81

70
71
72
73
74
75

82
83

242,000 267,800 293,400 361,700 399,800 442,300 474,000
242,600 268,600 294,400 363,400 400,900 442,900 474,400
243,200 269,300 295,500 365,100 402,000 443,500 474,700
243,800 270,000 296,600 366,500 402,700 444,200 475,000
244,400 270,800 297,800 367,800 403,400 445,000
245,000 271,600 298,900 369,000 404,100 445,400
245,500 272,300 300,100 370,400 404,800 446,100
246,000 273,000 301,300 371,500 405,400 446,600
246,400 273,800 302,600 372,400 406,000 447,000
246,700 274,600 303,900 373,400 406,500 447,400
247,000 275,300 305,200 374,500 406,900 447,800
247,300 276,000 306,500 375,300 407,300 448,200
247,600 276,700 307,800 376,200 407,500 448,600
247,900 277,400 309,100 377,100 407,800 449,000
248,200 278,100 310,400 377,900 408,100 449,300
248,500 278,800 311,700 378,700 408,400 449,600
248,800 279,500 313,000 379,500 408,700 450,000
249,100 280,200 314,300 380,300 409,000 450,300
249,400 280,900 315,400 381,000 409,300 450,600
249,700 281,500 316,300 381,700 409,500 450,900
250,000 282,200 317,600 382,400 409,800 451,200
250,300 282,800 318,900 383,100 410,100 451,500
250,600 283,500 320,200 383,800 410,400 451,800
250,900 284,100 321,400 384,300 410,600 452,100
251,200 284,800 322,700 384,900 410,900
251,500 285,400 323,900 385,500 411,200
251,800 286,100 325,100 385,800 411,500
252,100 286,700 326,400 386,100 411,700
252,400 287,400 327,500 412,000
252,700 288,000 328,600 412,300
253,000 288,500 329,700 412,500
253,300 289,000 330,400 412,700
253,600 289,600 331,300 413,000
253,900 290,100 332,000 413,300
254,200 290,700 332,800 413,500
254,500 291,200 333,600 413,700
254,800 291,700 334,000 414,000
255,100 292,300 334,600 414,300
255,400 292,900 335,300 414,500
255,700 293,400 336,100 414,700
256,000 293,900 336,800 415,00082

76
77
78
79
80
81

70
71
72
73
74
75

64
65
66
67
68
69

58
59
60
61
62
63

52
53
54
55
56
57

46
47
48
49
50
51

42
43
44
45

-
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-
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256,300 294,300 337,500 415,300
256,600 294,600 338,100 415,500
256,900 294,800 338,600 415,700
257,200 295,100 339,200
257,500 295,300 339,700
257,800 295,600 340,300
258,100 295,800 340,600

341,100
341,500
341,900
342,300
342,800
343,300
343,800
344,100
344,500
344,900
345,300
345,600
346,000
346,400
346,800
347,000
347,400
347,800
348,200
348,400
348,800
349,200
349,500
349,800
350,200
350,600
351,000
351,500
351,900
352,300
352,700
353,200
353,600
353,900

118
119
120
121
122
123

112
113
114
115
116
117

106
107
108
109
110
111

100
101
102
103
104
105

94
95
96
97
98
99

88
89
90
91
92
93

83
84
85
86
87

246,800 290,200 332,800 410,600
247,200 290,600 333,500 410,900
247,600 291,000 334,100 411,100
248,000 291,200 334,600 411,300
248,500 291,500 335,200
248,800 291,700 335,700
249,100 292,000 336,300
249,400 292,200 336,600

337,100
337,500
337,900
338,300
338,800
339,300
339,800
340,100
340,500
341,000
341,400
341,700
342,100
342,600
343,000
343,200
343,600
344,100
344,500
344,700
345,100
345,500
345,800
346,100
346,500
346,900
347,300
347,800
348,200
348,600
349,000
349,500
349,900

88
89
90
91
92
93

82
83
84
85
86
87

100
101
102
103
104
105

94
95
96
97
98
99

112
113
114
115
116
117

106
107
108
109
110
111

118
119
120
121
122

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 備考 （略） 

別表第２（第８条、第１３条、第２０条、附則第１８項関係） 

 消防職給料表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

別表第２（第８条、第１３条、第２０条、附則第１８項関係） 

 消防職給料表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,200
350,500
351,000

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

188,700 216,200 245,900 290,700 316,200 358,000 391,200

123
124
125

353,900
354,200
354,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

192,000 219,500 249,600 294,900 320,600 362,700 396,200

123
124
125

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
219,800 231,600 259,300 269,500 325,000 364,800 393,500 430,500
221,600 233,500 261,200 271,600 327,200 366,500 395,300 432,300
223,300 235,500 263,000 273,700 329,400 368,200 397,000 434,200
224,900 237,500 264,900 275,800 331,600 369,900 398,700 436,100
226,700 239,600 267,000 277,900 333,800 371,600 400,300 437,500
228,500 241,500 268,800 280,000 335,900 373,200 401,800 439,100
230,500 243,500 270,800 282,100 338,000 374,800 403,300 440,700
232,600 245,600 272,700 284,200 340,100 376,400 404,800 442,100
234,800 247,700 274,700 286,300 342,400 377,900 406,200 443,500
237,000 249,800 276,600 288,400 344,100 379,500 407,800 445,200
239,200 251,600 278,500 290,500 345,700 381,100 409,400 446,800
241,400 253,500 280,400 292,600 347,300 382,600 410,900 448,200
243,400 255,500 282,400 294,700 348,900 384,100 412,400 449,100
245,400 257,500 284,300 296,800 350,000 385,800 414,500 450,700
247,200 259,700 286,300 298,800 351,100 387,500 416,500 452,500
249,000 261,900 288,300 301,000 352,200 389,200 418,600 454,300
250,700 264,000 290,400 303,000 353,300 390,700 420,300 455,800
252,400 265,300 291,700 305,100 355,000 392,300 421,900 457,600
253,800 266,600 293,000 307,300 356,700 393,900 423,500 459,400
255,200 267,900 294,200 309,400 358,300 395,500 425,000 461,100

19
20

18

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5

職員
の区
分 号給

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

6

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円
191,300 204,000 234,200 252,000 309,100 351,800 384,600 425,000
193,100 205,900 236,100 254,100 311,300 354,000 386,800 426,800
194,800 207,900 237,900 256,200 313,500 356,200 388,700 428,700
196,400 209,900 239,800 258,300 315,700 358,100 390,600 430,600
198,200 212,000 241,900 260,400 317,900 360,000 392,300 432,000
200,000 213,900 243,700 262,500 320,000 362,000 394,300 433,600
202,000 215,900 245,700 264,600 322,100 364,000 396,100 435,200
204,100 218,000 247,600 266,700 324,200 365,800 397,900 436,700
205,800 220,100 249,600 268,800 326,500 367,500 399,600 438,100
207,600 222,200 251,500 270,900 328,600 369,500 401,500 439,800
209,400 224,000 253,400 273,000 330,600 371,500 403,500 441,400
211,300 225,900 255,300 275,100 332,600 373,500 405,500 442,800
213,400 227,900 257,300 277,200 334,600 375,300 407,100 443,700
215,700 229,900 259,200 279,300 336,100 377,300 409,200 445,300
217,900 231,700 261,200 281,300 337,600 379,300 411,200 447,100
219,800 233,500 263,200 283,500 339,100 381,300 413,300 448,900
221,900 235,500 265,300 285,500 340,600 382,900 415,000 450,400
224,000 237,000 266,800 287,600 342,800 384,900 416,600 452,200
225,800 238,500 268,200 289,800 345,000 386,800 418,200 454,000
227,600 240,100 269,600 291,900 347,000 388,800 419,800 455,700

19
20

13
14
15
16
17
18

7
8
9
10
11
12

職員
の区
分 号給

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

1
2
3
4
5
6

-
 
7
1
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

227,600 240,100 269,600 291,900 347,000 388,800 419,800 455,700
229,400 242,000 271,100 293,900 348,800 390,500 421,300 457,300
231,100 243,600 272,400 296,000 350,800 392,600 422,900 459,000
232,700 245,300 273,600 298,200 352,700 394,600 424,300 460,600
234,600 246,800 274,800 300,200 354,600 396,600 425,700 462,400
236,000 248,500 275,800 302,500 356,500 398,100 426,800 463,900
237,400 250,400 277,000 304,300 358,500 400,100 428,200 465,300
238,800 252,200 278,200 306,000 360,400 402,100 429,700 466,800
240,400 254,000 279,300 307,800 362,400 404,200 431,200 468,100
241,900 255,300 280,400 309,300 364,100 405,700 432,500 469,300
243,500 256,800 281,700 311,100 366,000 407,500 434,200 470,000
245,100 258,300 282,700 313,000 367,800 409,100 435,800 470,700
246,700 259,700 283,700 314,900 369,700 410,800 437,400 471,400
248,300 261,100 284,400 316,500 371,400 412,400 438,800 471,900
249,900 261,900 285,800 318,500 373,400 413,900 440,500 472,700
251,400 262,700 287,100 320,500 375,400 415,400 442,200 473,400
252,400 263,600 288,400 322,500 377,400 416,800 443,800 474,000
253,900 264,500 289,400 324,400 379,200 418,000 445,200 474,300
255,400 265,600 290,400 326,000 381,300 419,500 445,900 474,900
256,800 266,700 291,600 327,500 383,300 421,000 446,600 475,400
258,000 267,600 292,700 329,000 385,300 422,400 447,300 475,900
259,000 268,400 293,600 330,500 387,100 423,900 447,700 476,400
259,900 269,400 295,100 332,700 389,200 425,200 448,300 476,800
260,800 270,500 296,700 334,800 391,200 426,400 449,000 477,200
261,800 271,400 298,200 336,900 393,100 427,600 449,600 477,600
263,000 271,900 299,800 338,600 394,800 428,600 450,400 477,900
264,100 273,100 301,500 340,400 396,200 429,300 451,100
264,900 274,100 303,200 342,200 397,500 430,100 451,600
265,800 275,100 304,900 344,000 398,800 430,900 452,100
266,800 275,700 306,200 345,900 399,800 431,400 452,600
267,800 276,600 307,800 347,900 400,900 431,800 452,900
268,600 277,400 309,500 349,800 401,900 432,200 453,200
269,200 278,200 311,100 351,600 402,900 432,500 453,600
270,300 279,000 312,700 353,400 404,000 432,800 454,000
271,200 280,000 314,100 355,500 405,200 433,200 454,200
272,300 280,900 315,600 357,300 406,300 433,500 454,500
273,000 281,700 317,100 359,200 407,400 433,800 454,700
273,900 282,500 318,400 360,600 408,600 434,100 455,100
274,800 283,700 319,900 362,600 409,400 434,400 455,300
275,600 284,900 321,400 364,500 410,200 434,700 455,500
276,400 286,200 322,900 366,500 410,800 435,000 455,700
277,100 287,600 324,400 368,400 411,300 435,300 456,100
277,900 289,200 326,100 370,500 412,000 435,600 456,300
278,700 290,500 327,800 372,400 412,700 435,900 456,500
279,400 291,800 329,400 374,400 413,300 436,200 456,800
280,700 293,200 330,800 376,300 414,000 436,500 457,100
281,900 294,700 332,200 378,400 414,400 436,800

25
26
27
28
29
30

20
21
22
23
24

37
38
39
40
41
42

31
32
33
34
35
36

49
50
51
52
53
54

43
44
45
46
47
48

61
62
63
64
65
66

55
56
57
58
59
60

257,000 269,200 295,400 311,400 359,900 397,100 426,500 462,700
258,400 270,500 296,400 313,500 361,600 398,700 428,100 464,400
259,900 271,800 297,400 315,700 363,200 400,300 429,500 466,000
261,400 273,100 298,300 317,700 364,800 401,900 430,900 467,800
262,600 274,400 298,900 320,000 366,400 403,400 432,000 469,300
263,800 275,600 299,600 321,700 368,000 405,400 433,400 470,700
264,900 276,700 300,300 323,400 369,600 407,400 434,900 472,200
266,200 278,200 301,000 325,100 371,200 409,400 436,400 473,500
267,400 279,500 301,700 326,600 372,800 410,900 437,700 474,700
268,700 280,800 302,400 328,000 374,400 412,600 439,400 475,400
270,000 282,100 303,100 329,300 376,000 414,200 441,000 476,100
271,400 283,300 303,700 330,600 377,600 415,900 442,600 476,700
272,800 284,500 304,400 331,900 379,200 417,500 444,000 477,200
274,100 285,100 305,200 333,400 380,800 419,000 445,700 477,900
275,400 285,700 305,900 334,900 382,400 420,500 447,400 478,500
276,400 286,300 306,700 336,400 384,000 421,900 449,000 479,100
277,700 286,800 307,400 337,900 385,600 423,100 450,400 479,400
279,000 287,400 308,200 339,300 387,200 424,600 451,100 480,000
280,200 288,000 309,200 340,600 388,900 426,100 451,800 480,500
281,400 288,500 310,100 341,900 390,600 427,500 452,500 481,000
282,000 289,000 311,000 343,200 392,300 429,000 452,900 481,500
282,600 289,600 312,300 344,800 394,300 430,300 453,400 481,900
283,200 290,100 313,600 346,400 396,200 431,500 454,000 482,300
283,700 290,600 314,900 348,000 398,100 432,700 454,600 482,700
284,300 291,100 316,200 349,500 399,800 433,700 455,200 483,000
284,900 291,700 317,700 351,100 401,200 434,400 455,900
285,500 292,200 319,000 352,700 402,400 435,200 456,400
286,000 292,700 320,100 354,200 403,700 435,900 456,900
286,600 293,200 321,100 355,700 404,700 436,400 457,400
287,200 293,800 322,300 357,300 405,800 436,800 457,700
287,700 294,400 323,500 358,900 406,800 437,200 458,000
288,200 295,000 324,600 360,400 407,800 437,500 458,400
288,700 295,700 325,700 361,900 408,900 437,800 458,800
289,200 296,400 326,900 363,500 410,100 438,100 459,000
289,700 297,100 328,100 365,100 411,200 438,400 459,300
290,300 297,800 329,200 366,700 412,300 438,700 459,500
290,800 298,400 330,300 368,100 413,500 438,900 459,900
291,400 299,300 331,500 369,800 414,300 439,200 460,100
292,000 300,100 332,700 371,500 415,100 439,500 460,300
292,600 300,900 333,900 373,100 415,700 439,800 460,500
293,300 301,700 335,100 374,700 416,200 440,100 460,900
294,000 302,800 336,300 376,300 416,900 440,400 461,100
294,700 303,900 337,500 377,900 417,600 440,700 461,300
295,300 304,900 338,700 379,600 418,200 441,000 461,600
296,200 305,900 339,900 381,300 418,900 441,200 461,900

61
62
63
64
65

55
56
57
58
59
60

49
50
51
52
53
54

43
44
45
46
47
48

37
38
39
40
41
42

31
32
33
34
35
36

27
28
29
30

21
22
23
24
25
26

-
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280,700 293,200 330,800 376,300 414,000 436,500 457,100
281,900 294,700 332,200 378,400 414,400 436,800
283,200 296,100 333,600 380,400 415,000 437,100
284,500 297,500 335,200 382,400 415,600 437,400
285,900 298,700 336,700 384,100 416,000 437,600
287,100 300,300 338,300 385,800 416,600 437,900
288,500 301,900 339,900 387,400 417,100 438,200
289,800 303,200 341,500 389,000 417,600 438,400
290,900 304,500 342,400 390,200 418,100 438,600
292,000 306,000 344,100 391,200 418,700 438,900
293,100 307,400 345,700 392,200 419,100 439,200
294,500 308,700 347,300 393,200 419,600 439,500
295,900 310,000 348,900 394,300 420,000 439,700
297,200 311,600 350,600 395,400 420,300 440,000
298,300 313,000 352,200 396,500 420,600 440,300
299,400 314,400 353,900 397,600 420,900 440,600
300,500 315,700 355,400 398,900 421,200 440,800
301,600 317,100 357,000 399,700 421,500 441,100
302,700 318,400 358,500 400,500 421,800 441,400
303,600 319,800 360,000 401,100 422,100 441,700
305,000 320,500 361,200 401,600 422,300 441,900
306,200 322,000 362,600 402,300 422,600
307,500 323,500 363,900 403,000 422,900
308,700 325,200 365,300 403,700 423,100
310,100 327,000 366,400 404,000 423,300
311,200 328,700 367,600 404,700 423,600

312,500 330,300 368,800 405,400 423,900

313,400 331,900 370,000 405,900 424,100
333,500 371,300 406,300 424,300
335,100 372,500 406,800 424,600
336,700 373,700 407,400 424,900
338,300 374,800 407,900 425,100
339,700 375,900 408,400 425,300

408,800 425,600
409,300 425,900
409,800 426,100
410,300 426,300
410,800
411,400
411,900
412,300
412,900
413,400
413,600
413,900
414,400
414,700

65
66

73
74
75
76
77
78

67
68
69
70
71
72

85
86
87
88
89
90

79
80
81
82
83
84

97
98
99
100
101
102

91
92
93
94
95
96

109
110
111

103
104
105
106
107
108

297,000 307,000 341,200 383,300 419,300 441,500
297,800 308,000 342,400 385,300 419,900 441,800
298,600 309,100 343,600 387,300 420,500 442,100
299,500 310,100 344,800 389,000 420,900 442,300
300,400 311,200 346,200 390,700 421,300 442,600
301,300 312,300 347,500 392,200 421,800 442,900
302,100 313,400 348,800 393,700 422,300 443,100
303,000 314,400 349,700 394,900 422,800 443,300
303,800 315,500 351,000 395,900 423,400 443,600
304,600 316,600 352,200 396,900 423,800 443,900
305,500 317,700 353,400 397,900 424,200 444,200
306,400 318,700 354,600 399,000 424,600 444,400
307,300 319,800 356,000 400,100 424,900 444,700
308,200 320,900 357,400 401,200 425,200 445,000
309,000 322,000 358,800 402,300 425,500 445,300
309,900 323,000 360,100 403,600 425,800 445,500
310,800 324,200 361,600 404,400 426,100 445,800
311,600 325,400 363,100 405,200 426,400 446,100
312,300 326,600 364,500 405,800 426,600 446,400
313,200 327,300 365,700 406,300 426,800 446,600
314,100 328,600 367,100 407,000 427,100
315,100 329,900 368,400 407,700 427,400
316,000 331,200 369,800 408,400 427,600
317,100 332,500 370,900 408,700 427,800
318,100 333,900 372,100 409,400 428,100
319,100 335,300 373,300 410,100 428,400
320,000 336,700 374,500 410,600 428,600

338,000 375,800 411,000 428,800
339,600 377,000 411,400 429,100
341,100 378,200 411,900 429,400
342,600 379,300 412,400 429,600
344,000 380,400 412,900 429,800

413,300 430,100
413,800 430,400
414,300 430,600
414,800 430,800
415,300
415,900
416,400
416,800
417,400
417,900
418,100
418,400
418,900
419,200

109
110
111

103
104
105
106
107
108

97
98
99
100
101
102

91
92
93
94
95
96

85
86
87
88
89
90

79
80
81
82
83
84

73
74
75
76
77
78

67
68
69
70
71
72

66

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

別表第３（第８条関係） 

 技能職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

別表第３（第８条関係） 

 技能職給料表 

 

 

 

 

 

 

414,700
415,000
415,300
415,700
416,100
416,500
416,800
417,200
417,600
417,900
418,300
418,700
419,100
419,400
419,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

242,500 258,300 266,500 306,200 320,300 343,900 379,200 410,900

111
112
113
114

121
122
123
124
125

115
116
117
118
119
120

418,900
419,200
419,500
419,800
420,200
420,600
421,000
421,300
421,700
422,100
422,400
422,800
423,200
423,600
423,900
424,200

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

246,200 262,200 270,500 310,600 324,900 348,600 384,200 416,200

111
112
113
114

121
122
123
124
125

115
116
117
118
119
120

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
147,100 200,200 219,900 260,200 285,500
148,100 201,200 221,000 261,400 287,300
149,100 202,200 221,900 262,400 288,900
150,100 203,000 222,800 263,500 290,500
151,200 203,700 223,800 264,200 292,100
152,300 205,200 225,100 265,200 293,400
153,400 206,500 226,300 266,100 294,500
154,400 207,600 227,400 267,000 295,7008

7
6
5
4
3

職員の区分

号給

2
1

定年前再任用短
時間勤務職員以
外の職員

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
166,500 227,700 244,600 276,800 298,300
167,700 228,500 245,400 277,800 300,100
168,800 229,300 246,200 278,800 301,700
169,900 230,100 246,900 279,700 303,300
171,200 230,800 247,600 280,400 304,500
172,400 231,600 248,700 281,100 305,500
173,600 232,400 249,700 281,800 306,400
174,800 233,200 250,700 282,500 307,2008

7
6
5
4
3

職員の区分

号給

1
2

定年前再任用短
時間勤務職員以
外の職員

-
 
7
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154,400 207,600 227,400 267,000 295,700
155,300 208,900 228,700 267,600 296,900
156,400 209,600 230,300 268,300 298,600
157,500 210,400 231,800 269,100 300,300
158,600 211,100 233,000 269,900 301,800
159,500 212,200 234,100 270,700 303,100
160,600 213,100 235,300 271,500 304,600
161,800 214,000 236,500 272,300 306,000
162,900 214,800 237,400 273,100 307,300
164,000 215,700 238,000 273,800 308,800
165,400 216,700 238,400 274,800 310,300
166,700 217,600 238,800 275,700 311,900
167,900 218,500 239,300 276,500 313,500
169,000 219,200 239,800 277,400 314,500
170,200 220,000 241,100 278,000 315,900
171,400 220,800 242,300 278,700 317,200
172,600 221,400 243,200 279,400 318,500
173,700 222,100 244,300 279,900 319,600
175,200 222,600 245,500 280,600 321,000
176,700 223,000 246,700 281,400 322,400
178,200 223,500 247,900 282,100 323,800
179,600 224,100 248,700 282,900 325,300
181,000 225,100 249,800 283,800 326,500
182,500 226,000 251,000 284,600 327,800
184,000 226,600 252,100 285,400 329,000
185,400 227,100 253,200 286,100 330,000
187,100 228,100 254,100 287,000 330,900
188,800 229,100 255,000 287,900 332,000
190,500 230,100 256,000 288,800 333,100
192,200 230,600 257,000 289,400 334,200
193,300 231,700 257,800 290,200 335,200
194,700 232,800 258,600 291,000 336,200
195,800 233,800 259,500 291,800 337,200
196,800 234,500 260,400 292,400 338,100
198,200 235,500 261,300 293,400 339,000
199,400 236,400 262,200 294,400 339,90043

42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8 174,800 233,200 250,700 282,500 307,200

175,800 234,000 251,700 283,100 308,100
177,000 234,700 252,900 283,700 309,500
178,300 235,400 254,000 284,300 310,800
179,500 236,100 255,000 284,900 312,000
180,600 236,800 256,100 285,500 313,000
181,800 237,400 257,100 286,100 314,200
183,100 238,000 258,000 286,700 315,400
184,400 238,600 258,500 287,200 316,500
185,700 239,200 259,100 287,700 317,600
187,400 239,800 259,500 288,200 318,700
189,100 240,400 259,900 288,700 319,800
190,800 240,900 260,400 289,100 320,900
192,500 241,400 260,900 289,500 321,900
194,200 241,900 261,400 289,900 323,000
195,800 242,400 261,900 290,300 324,100
197,400 242,900 262,500 290,700 325,200
199,000 243,400 263,300 291,100 326,200
200,500 243,900 263,900 291,500 327,300
202,000 244,300 264,500 291,900 328,400
203,500 244,800 265,300 292,300 329,400
205,000 245,400 266,100 292,700 330,400
206,500 245,900 266,800 293,100 331,400
208,000 246,400 267,400 293,500 332,400
209,500 246,800 268,200 293,900 333,400
211,000 247,200 269,000 294,300 334,400
212,400 247,700 269,700 294,800 335,300
213,800 248,200 270,400 295,300 336,400
215,200 248,600 271,100 295,800 337,400
216,600 249,000 271,800 296,300 338,400
217,700 249,500 272,500 296,800 339,400
218,800 250,000 273,200 297,300 340,400
219,900 250,400 273,900 297,800 341,300
220,900 250,800 274,600 298,300 342,200
221,800 251,300 275,300 299,000 343,100
222,700 251,800 275,900 299,600 344,000
223,600 252,200 276,500 300,300 344,90044

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

-
 
7
5
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

199,400 236,400 262,200 294,400 339,900
200,600 237,200 263,200 295,300 340,800
202,100 238,000 263,800 296,000 341,700
203,100 238,800 264,700 296,900 342,700
204,000 239,500 265,700 297,800 343,700
205,100 240,100 266,600 298,600 344,600
206,200 240,700 267,600 299,200 345,500
207,200 241,600 268,400 299,800 346,400
208,100 242,500 269,200 300,400 347,300
209,100 243,300 269,900 301,100 348,100
210,200 244,200 270,500 301,700 348,900
211,200 245,100 271,300 302,500 349,700
212,100 245,700 272,100 303,200 350,500
213,000 246,400 272,900 303,900 351,200
213,900 247,200 273,500 304,500 351,900
214,500 247,900 274,400 305,200 352,700
215,200 248,600 275,300 305,900 353,500
216,000 249,200 276,200 306,500 354,100
216,800 249,800 277,100 307,100 354,800
217,300 250,600 278,100 307,800 355,500
217,800 251,400 278,900 308,500 356,200
218,300 252,000 279,800 309,100 356,900
218,800 252,600 280,600 309,600 357,500
219,400 253,100 281,400 310,100 358,000
220,000 253,500 282,200 310,700 358,500
220,500 253,900 282,900 311,300 359,000
220,800 254,600 283,500 311,900 359,400
221,100 255,100 284,300 312,300
221,400 255,500 285,100 312,800
221,700 255,800 285,800 313,300
221,900 256,000 286,500 313,600
222,300 256,300 287,200 314,100
222,600 256,700 287,900 314,600
223,000 257,100 288,700 315,000
223,200 257,400 289,200 315,200
223,700 257,800 289,700 315,500
224,000 258,200 290,100 315,800
224,300 258,600 290,500 316,10080

79
78
77
76
75
74
73
72
71
70

68
69

67
66
65
64
63
62

59
60
61

58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43 222,700 251,800 275,900 299,600 344,000

223,600 252,200 276,500 300,300 344,900
224,500 252,600 277,000 300,900 345,800
225,300 253,000 277,500 301,500 346,800
226,100 253,400 278,000 302,100 347,800
226,900 253,800 278,500 302,600 348,700
227,700 254,200 279,000 303,100 349,600
228,400 254,600 279,500 303,700 350,500
229,100 255,000 280,000 304,300 351,400
229,800 255,400 280,400 304,900 352,200
230,500 255,800 280,800 305,500 353,000
231,100 256,200 281,300 306,200 353,800
231,700 256,600 281,700 306,900 354,600
232,300 257,000 282,200 307,600 355,300
233,000 257,300 282,600 308,200 356,000
233,500 257,700 283,100 308,900 356,800
234,000 258,100 283,600 309,600 357,600
234,500 258,400 284,100 310,200 358,200
235,000 258,700 284,600 310,800 358,900
235,400 259,100 285,200 311,500 359,500
235,800 259,500 285,800 312,200 360,200
236,200 259,800 286,400 312,800 360,900
236,600 260,100 287,000 313,300 361,500
236,900 260,400 287,600 313,800 362,000
237,200 260,700 288,200 314,400 362,500
237,500 260,900 288,800 315,000 363,000
237,800 261,100 289,300 315,600 363,400
238,100 261,400 289,800 316,000
238,400 261,700 290,300 316,500
238,700 261,900 290,800 317,000
238,900 262,100 291,300 317,300
239,200 262,400 291,800 317,800
239,500 262,700 292,200 318,300
239,700 262,900 292,600 318,700
239,900 263,100 293,000 318,900
240,200 263,400 293,400 319,200
240,500 263,700 293,800 319,400
240,700 263,900 294,200 319,70080

79
78
77
76
75
74
73
72
71

69
70

68
67
66
65
64
63
62

59
60
61

58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43

-
 
7
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224,000 258,200 290,100 315,800
224,300 258,600 290,500 316,100
224,600 258,900 290,900 316,400
224,900 259,200 291,300 316,700
225,200 259,500 291,800 317,000
225,500 259,700 292,300 317,300
225,800 259,900 292,600 317,500
226,100 260,100 293,100 317,900
226,400 260,400 293,700 318,200
226,700 260,700 294,200 318,400
227,000 260,900 294,500 318,600
227,400 261,100 295,000 318,900
227,700 261,400 295,500 319,200
228,000 261,600 295,800 319,500
228,200 261,900 296,200 319,700
228,500 262,200 296,700 320,000
228,800 262,500 297,200 320,300
229,100 262,700 297,700 320,500
229,300 262,900 298,000 320,700
229,600 263,200 298,400 321,000
229,800 263,400 298,900 321,300
230,100 263,700 299,400 321,500
230,400 264,000 299,800 321,700
230,600 264,200 300,200 322,000
230,900 264,500 300,500 322,300
231,200 264,800 300,800 322,500
231,500 265,000 301,100 322,700
232,000 265,200 301,500 323,000
232,300 265,500 301,900 323,300
232,600 265,700 302,300 323,500
232,800 266,000 302,600 323,700
233,200 266,300 303,000 324,000
233,600 266,600 303,400 324,300
233,900 266,800 303,700 324,500
234,100 267,000 303,900 324,700
234,600 267,300 304,200 325,000
235,100 267,500 304,500 325,300
235,600 267,700 304,700 325,500116

115
114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79 240,500 263,700 293,800 319,400

240,700 263,900 294,200 319,700
240,900 264,100 294,600 320,000
241,200 264,400 295,000 320,300
241,500 264,700 295,400 320,600
241,700 264,900 295,900 320,800
241,900 265,100 296,200 321,000
242,200 265,300 296,700 321,300
242,500 265,600 297,200 321,600
242,700 265,900 297,700 321,800
242,900 266,100 298,000 322,000
243,200 266,300 298,500 322,300
243,500 266,600 299,000 322,600
243,700 266,800 299,300 322,900
243,900 267,100 299,700 323,100
244,200 267,400 300,200 323,400
244,500 267,700 300,700 323,700
244,700 267,900 301,200 323,900
244,900 268,100 301,500 324,100
245,200 268,400 301,900 324,400
245,400 268,600 302,400 324,700
245,700 268,900 302,900 324,900
245,900 269,100 303,300 325,100
246,100 269,300 303,700 325,400
246,400 269,600 304,000 325,700
246,700 269,900 304,300 325,900
246,900 270,100 304,600 326,100
247,200 270,300 305,000 326,400
247,500 270,600 305,300 326,700
247,700 270,800 305,700 326,900
247,900 271,100 306,000 327,100
248,200 271,400 306,400 327,400
248,500 271,700 306,800 327,700
248,700 271,900 307,100 327,900
248,900 272,100 307,300 328,100
249,200 272,400 307,600 328,400
249,500 272,600 307,900 328,700115

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79

-
 
7
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 （略） 

別表第４（第８条の３関係） 

 任期付職員給料表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

備考 （略） 

別表第４（第８条の３関係） 

 任期付職員給料表 

 

 

 

235,600 267,700 304,700 325,500
235,900 268,000 304,900 325,700
236,300 268,300 305,200 326,000
236,700 268,600 305,500 326,300
237,000 268,900 305,700 326,500
237,400 269,100 305,900 326,700

269,300 306,200 327,000
269,600 306,500 327,300
269,900 306,700 327,500
270,100 306,900 327,700
270,300 307,200 328,000
270,600 307,500 328,300
270,900 307,700 328,500
271,100 307,900 328,700
271,300 308,200 329,000
271,600 308,500 329,300
271,900 308,700
272,100 308,900
272,300
272,600
272,900
273,100

194,600 205,700 224,200 245,000 275,700
定年前再任用短
時間勤務職員○

137

134

136
135

133
132

130
129

131

128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116

249,500 272,600 307,900 328,700
249,700 272,800 308,100 328,900
249,900 273,100 308,300 329,100
250,200 273,400 308,600 329,400
250,500 273,700 308,900 329,700
250,700 273,900 309,100 329,900
250,900 274,100 309,300 330,100

274,300 309,600 330,400
274,600 309,900 330,700
274,900 310,100 330,900
275,100 310,300 331,100
275,300 310,600 331,400
275,600 310,900 331,700
275,900 311,100 331,900
276,100 311,300 332,100
276,300 311,600 332,400
276,600 311,900 332,700
276,900 312,100
277,100 312,300
277,300
277,600
277,900
278,100

197,900 209,000 227,500 248,600 279,800
定年前再任用短
時間勤務職員○

137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
181,800 196,200 208,000 219,200 246,400

号給

1

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円
207,400 220,000 230,000 239,600 265,300

号給

1

-
 
7
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５ （略） 

３ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第５ （略） 

３ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

181,800 196,200 208,000 219,200 246,400
183,200 197,900 209,700 221,100 248,000
184,600 199,400 211,400 223,000 249,500
186,000 200,900 212,900 224,900 250,900
187,300 202,400 214,400 226,700 252,000
189,600 203,800 216,200 228,600 253,400
191,800 205,200 217,900 230,500 254,900
194,000 206,600 219,600 232,400 256,200
196,200 208,000 221,100 234,100 257,500
197,900 209,300 222,600 236,000 258,700
199,400 210,600 224,100 237,600 259,900
200,900 211,900 225,600 239,200 261,100
202,400 213,200 226,800 240,900 262,300
203,800 214,400 228,200 242,400 263,600
205,200 215,600 229,600 243,800 264,900
206,600 216,700 231,000 245,200 266,200
208,000 217,800 232,400 246,400 267,600
209,300 218,900 234,000 248,000 269,100
210,600 219,900 235,500 249,500 270,700
211,900 220,900 236,900 250,900 272,200
213,200 221,800 238,100 252,000 273,800
214,400 222,700 239,700 253,400
215,600 223,600 241,200 254,900
216,700 224,500 242,600 256,200
217,800 225,400 243,600 257,500

258,700
259,900
261,100
262,300
263,600
264,900
266,200
267,600

32
33

29
30
31

26
27
28

23
24
25

20
21
22

17
18
19

14
15
16

11
12
13

8
9
10

5
6
7

2
3
4

1

209,000 221,700 231,500 241,500 266,300
210,600 223,000 233,000 243,400 267,300
212,100 224,300 234,500 245,300 268,300
213,600 225,600 236,000 247,100 269,300
215,200 226,700 237,500 249,000 270,300
216,800 227,800 239,000 250,900 271,300
218,400 228,900 240,500 252,800 272,300
220,000 230,000 242,000 254,500 273,300
221,700 231,100 243,400 256,400 274,300
223,000 232,200 244,800 258,000 275,300
224,300 233,300 246,200 259,600 276,400
225,600 234,400 247,400 261,300 277,400
226,700 235,400 248,600 262,300 278,700
227,800 236,400 249,800 263,300 280,000
228,900 237,300 251,000 264,300 281,200
230,000 238,200 252,100 265,300 282,500
231,100 239,100 253,200 266,300 283,800
232,200 239,900 254,300 267,300 285,000
233,300 240,700 255,400 268,300 286,200
234,400 241,400 256,400 269,300 287,300
235,400 242,000 257,400 270,300
236,400 242,600 258,400 271,300
237,300 243,200 259,400 272,300
238,200 243,800 260,400 273,300

274,300
275,300
276,400
277,400
278,700
280,000
281,200
282,500

32
33

29
30
31

26
27
28

23
24
25

20
21
22

17
18
19

14
15
16

11
12
13

8
9
10

5
6
7

2
3
4

-
 
7
9
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第１条～第３２条 （略） 

 （期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額

（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並

びに同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を除

く。第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分の

１０７．５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間における当該

職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、「１

００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２７．５」とあるのは「１００分の２３２．５」とする。 

５・６ （略） 

第３３条の２・第３３条の３ （略） 

第１条～第３２条 （略） 

 （期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５を乗じて得た額（行

政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並びに

同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度

等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を除く。

第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分の１０

５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間における当該職員の在

職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１

０５」とあるのは「１００分の６０」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適用については、同項中「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の１２３．７５」とする。 

５・６ （略） 

第３３条の２・第３３条の３ （略） 
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 （勤勉手当） 

第３４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額と

する。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所属する次

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０７．５（特定管理職員にあっては、１０

０分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（特定管理職員にあ

っては、１００分の６１．２５）を乗じて得た額の総額 

(3) （略） 

３・４ （略） 

第３５条～第３８条 （略） 

４ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

第１条～第１４条 （略） 

（扶養手当） 

第１５条 （略） 

 （勤勉手当） 

第３４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額と

する。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所属する次

の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超

えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０５（特定管理職員にあっては、１００分

の１２５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０（特定管理職員にあって

は、１００分の６０）を乗じて得た額の総額 

(3) （略） 

３・４ （略） 

第３５条～第３８条 （略） 

４ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

第１条～第１４条 （略） 

（扶養手当） 

第１５条 （略） 
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２ この条及び次条において「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途

がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

(1) 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。） 

(2)～(6) （略）  

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該

当する扶養親族については１人につき６，５００円とし、同項第２号に該当

する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）については１人につき１

０，０００円とする。 

４ （略） 

 

 

 （扶養手当の支給方法） 

第１６条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の

いずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨

を教育委員会に届け出なければならない。 

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前

条第２項第３号若しくは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した

２ この条において「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主

としてその職員の扶養を受けているものをいう。 

 

 

(1)～(5) （略） 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる

子」という。）については１人につき１３，０００円とし、同項第２号から

第５号までのいずれかに該当する扶養親族については１人につき６，５００

円とする。 

４ （略） 

５ 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定そ

の他扶養手当の支給に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

  

第１６条 削除 
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日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至っ

た場合を除く。） 

２  扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合において

はその者が職員となった日の、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係

るものがない場合においてその職員に同項第１号に該当する事実が生じたと

きはその事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であると

きは、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職

し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日

の、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るも

のの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じ

た日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の

前月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の

規定による届出が、これに係る事実が生じた日から１５日を経過した後にさ

れたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その受理した日が月

の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

３ 扶養手当は、これを受けている職員にさらに第１項第１号に該当する事実

が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届

出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は職員の扶養

親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でな
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かったものが特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生

じた日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属

する月）からその支給額を改定する。ただし、扶養手当を受けている職員に

さらに同号に該当する事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定に

ついては、前項ただし書の規定を準用する。 

 （地域手当） 

第１７条 （略） 

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に１０

０分の１５を乗じて得た額とする。 

第１８条 （略） 

 （通勤手当） 

第１９条 （略） 

２ 通勤手当の額は、支給単位期間（第１号に掲げる職員で２以上の交通機関

等を利用するもの又は第３号に掲げる職員にあっては、それらの者の支給単

位期間のうち最も期間が長いもの。以下この項において同じ。）につき、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 教育委員会規則で定めるところにより算出し

たその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下

「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月

 

 

 

 

 

 （地域手当） 

第１７条 （略） 

２ 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に１０

０分の１２を乗じて得た額とする。 

第１８条 （略） 

 （通勤手当） 

第１９条 （略） 

２ 通勤手当の額は、支給単位期間（第１号に掲げる職員で２以上の交通機関

等を利用するもの又は第３号に掲げる職員にあっては、それらの者の支給単

位期間のうち最も期間が長いもの。以下この項において同じ。）につき、次

の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 前項第１号に掲げる職員 教育委員会規則で定めるところにより算出し

たその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下

「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月
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数で除して得た額（以下「１か月当たりの運賃等相当額」という。）が５

５，０００円を超えるときは、５５，０００円に支給単位期間の月数を乗

じて得た額 

(2) 前項第２号に掲げる職員 自動車等の使用距離（以下「使用距離」とい

う。）が片道５キロメートル未満である職員にあっては２，０００円、使

用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員にあっ

ては４，２００円、使用距離が１０キロメートル以上である職員にあって

は上限が３１，６００円で教育委員会規則で定める額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数で除して得た額（以下「１か月当たりの運賃等相当額」という。）が１

５０，０００円を超えるときは、１５０，０００円に支給単位期間の月数

を乗じて得た額 

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間

につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員及び育児短

時間勤務職員等（支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して教育委員会規

則で定める職員に限る。）にあっては、その額からその額に教育委員会規

則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） 

ア 自動車等の使用距離（以下この号において「使用距離」という。）が

片道５キロメートル未満である職員 ２，０００円 

イ 使用距離が片道５キロメートル以上１０キロメートル未満である職員

 ４，２００円 

ウ 使用距離が片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満である職

員 ７，１００円 

エ 使用距離が片道１５キロメートル以上２０キロメートル未満である職

員 １０，０００円 

オ 使用距離が片道２０キロメートル以上２５キロメートル未満である職

員 １２，９００円 

カ 使用距離が片道２５キロメートル以上３０キロメートル未満である職 
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(3) 前項第３号に掲げる職員 １か月当たりの運賃等相当額及び前号に定め

る額の合計額（当該合計額が５５，０００円を超えるときは、５５，００

０円）にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額 

３～６ （略） 

第２０条 （略） 

 （期末手当） 

員 １５，８００円 

キ 使用距離が片道３０キロメートル以上３５キロメートル未満である職

員 １８，７００円 

ク 使用距離が片道３５キロメートル以上４０キロメートル未満である職

員 ２１，６００円 

ケ 使用距離が片道４０キロメートル以上４５キロメートル未満である職

員 ２４，４００円 

コ 使用距離が片道４５キロメートル以上５０キロメートル未満である職

員 ２６，２００円 

サ 使用距離が片道５０キロメートル以上５５キロメートル未満である職

員 ２８，０００円 

シ 使用距離が片道５５キロメートル以上６０キロメートル未満である職

員 ２９，８００円 

ス 使用距離が片道６０キロメートル以上である職員 ３１，６００円 

(3) 前項第３号に掲げる職員 支給単位期間につき、１か月当たりの運賃等

相当額及び前号に定める額の合計額（当該合計額が１５０，０００円を超

えるときは、１５０，０００円）に支給単位期間の月数を乗じて得た額 

３～６ （略） 

第２０条 （略） 

 （期末手当） 
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第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２２．５（職務の級が６

級の職員にあっては、１００分の１０２．５）を乗じて得た額に、基準日以

前６か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の６８．７５」と、「１

００分の１０２．５」とあるのは「１００分の５８．７５」とする。 

４ （略） 

第２２条・第２３条 （略） 

 （勤勉手当） 

第２４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０２．５（職務の級が６級の職員にあって

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５（職務の級が６

級の職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額に、基準日以

前６か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、「１

００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 

４ （略） 

第２２条・第２３条 （略） 

 （勤勉手当） 

第２４条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０７．５（職務の級が６級の職員にあって
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は、１００分の１２２．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４８．７５（職務の級が６級の

職員にあっては、１００分の５８．７５）を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） 

第２５条～第３５条 （略） 

 （定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第３６条 第８条、第１１条、第１５条、第１６条及び第１８条の規定は、定

年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 

第３７条～第３９条 （略） 

別表第１（第６条、第１２条、附則第１９項関係） 

教育職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

は、１００分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（職務の級が６級の

職員にあっては、１００分の６１．２５）を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） 

第２５条～第３５条 （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） 

第３６条 第８条、第１１条及び第１５条の規定は、定年前再任用短時間勤務

職員には適用しない。 

第３７条～第３９条 （略） 

別表第１（第６条、第１２条、附則第１９項関係） 

教育職給料表 

 

 

 

 

 

 

 

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円
166,600 194,100 219,200 277,700 323,100 365,500
167,700 195,900 221,100 279,900 325,300 368,100
168,800 197,700 223,000 282,100 327,500 370,500
169,900 199,500 224,900 284,300 329,500 372,900
170,900 201,100 226,700 286,400 331,500 374,800
172,300 202,900 228,600 288,600 333,500 377,300
173,600 204,700 230,500 290,900 335,400 379,600
174,900 206,400 232,400 293,100 337,300 382,100
176,100 208,000 234,100 295,400 339,200 384,500
177,600 209,700 236,000 297,500 341,200 387,100
179,100 211,400 237,600 299,500 343,200 389,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

7
8
9
10
11

職員
の区
分 号給

1
2
3
4
5
6

職務
の級

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円 円
188,000 220,000 239,600 292,100 335,000 373,400
189,700 221,700 241,500 294,300 336,900 376,000
191,300 223,000 243,400 296,500 338,700 378,300
192,900 224,300 245,300 298,700 340,500 380,500
194,500 225,600 247,100 300,800 342,200 382,400
196,200 226,700 249,000 303,000 343,900 384,700
197,800 227,800 250,900 305,300 345,500 386,800
199,400 228,900 252,800 307,500 347,200 388,800
201,000 230,000 254,500 309,800 348,800 390,800
202,700 231,500 256,400 311,500 350,500 393,100
204,400 233,000 258,000 313,200 352,100 395,300

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

7
8
9
10
11

職員
の区
分 号給

1
2
3
4
5
6

-
 
8
8
 
-
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179,100 211,400 237,600 299,500 343,200 389,700
180,700 212,900 239,200 301,400 345,200 392,300
181,800 214,400 240,900 303,200 347,000 394,600
183,200 216,200 242,400 305,000 349,000 396,900
184,600 217,900 243,800 306,600 350,900 399,100
186,000 219,600 245,200 308,200 352,800 401,400
187,300 221,100 246,400 309,800 354,500 403,200
189,600 222,600 248,000 312,000 356,500 405,100
191,800 224,100 249,500 314,200 358,300 407,000
194,000 225,600 250,900 316,200 360,200 408,800
196,200 226,800 252,000 318,200 362,100 410,600
197,900 228,200 253,400 320,200 364,000 412,400
199,400 229,600 254,900 322,100 365,900 414,200
200,900 231,000 256,200 324,000 367,800 416,000
202,400 232,400 257,500 325,900 369,700 417,600
203,800 234,000 258,700 327,900 371,600 419,100
205,200 235,500 259,900 329,800 373,500 420,600
206,600 236,900 261,100 331,700 375,400 422,100
208,000 238,100 262,300 333,400 376,900 423,600
209,300 239,700 263,600 335,400 378,700 424,900
210,600 241,200 264,900 337,400 380,500 426,200
211,900 242,600 266,200 339,300 382,100 427,400
213,200 243,600 267,600 340,700 383,800 428,600
214,400 245,100 269,100 342,600 385,200 429,900
215,600 246,400 270,700 344,500 386,600 431,200
216,700 247,600 272,200 346,400 388,000 432,400
217,800 248,700 273,800 348,000 389,400 433,600
218,900 249,700 275,500 349,900 390,600 434,400
219,900 250,600 277,100 351,700 391,800 435,200
220,900 251,500 278,700 353,500 392,800 436,000
221,800 252,400 280,300 355,300 393,900 436,600
222,700 253,300 281,800 357,100 395,100 437,300
223,600 254,100 283,300 358,800 396,200 438,000
224,500 254,900 284,800 360,500 397,300 438,700
225,400 255,600 285,900 361,900 398,000 439,500
226,300 256,700 287,500 363,200 398,700 440,300
227,200 257,900 289,000 364,500 399,400 440,700
228,100 259,000 290,500 365,900 400,100 441,400
228,900 260,200 291,900 367,000 400,700 441,900
229,800 261,400 293,500 367,900 401,300 442,300
230,700 262,500 295,100 368,900 401,800 442,700

49
50
51

43
44

47
48

37
38
39
40
41
42

36

25
26
27
28
29
30

45
46

15
16
17
18

31
32
33
34
35

11
12

19
20
21
22
23
24

13
14

206,100 234,500 259,600 314,700 353,700 397,500
207,400 236,000 261,300 316,100 355,200 399,700
209,000 237,500 262,300 317,400 356,900 402,000
210,600 239,000 263,300 318,700 358,500 404,200
212,100 240,500 264,300 320,000 360,100 406,500
213,600 242,000 265,300 321,300 361,700 408,300
215,200 243,400 266,300 323,100 363,500 410,200
216,800 244,800 267,300 324,900 365,000 412,100
218,400 246,200 268,300 326,600 366,600 413,900
220,000 247,400 269,300 328,300 368,000 415,700
221,700 248,600 270,300 330,000 369,600 417,500
223,000 249,800 271,300 331,700 371,200 419,300
224,300 251,000 272,300 333,400 372,700 421,100
225,600 252,100 273,300 335,000 374,600 422,700
226,700 253,200 274,300 336,700 376,500 424,200
227,800 254,300 275,300 338,400 378,400 425,700
228,900 255,400 276,400 340,000 380,200 427,200
230,000 256,400 277,400 341,500 381,700 428,700
231,100 257,400 278,700 343,100 383,500 430,000
232,200 258,400 280,000 344,700 385,200 431,300
233,300 259,400 281,200 346,200 386,800 432,500
234,400 260,400 282,500 347,600 388,500 433,700
235,400 261,300 283,800 349,300 389,900 435,000
236,400 262,200 285,000 350,900 391,300 436,300
237,300 263,100 286,200 352,500 392,700 437,500
238,200 263,900 287,300 353,700 394,100 438,700
239,100 264,700 288,500 355,200 395,300 439,500
239,900 265,500 289,800 356,700 396,500 440,300
240,700 266,300 291,100 358,200 397,500 441,100
241,400 267,000 292,400 359,900 398,600 441,700
242,000 267,800 293,400 361,700 399,800 442,300
242,600 268,600 294,400 363,400 400,900 442,900
243,200 269,300 295,500 365,100 402,000 443,500
243,800 270,000 296,600 366,500 402,700 444,200
244,400 270,800 297,800 367,800 403,400 445,000
245,000 271,600 298,900 369,000 404,100 445,400
245,500 272,300 300,100 370,400 404,800 446,100
246,000 273,000 301,300 371,500 405,400 446,600
246,400 273,800 302,600 372,400 406,000 447,000
246,700 274,600 303,900 373,400 406,500 447,400
247,000 275,300 305,200 374,500 406,900 447,800

49
50
51
52

43
44

47
48

37
38
39
40
41
42

36

25
26
27
28
29
30

45
46

15
16
17
18

31
32
33
34
35

12

19
20
21
22
23
24

13
14

-
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231,500 263,600 296,700 370,000 402,200 443,100
231,800 264,700 298,200 370,800 402,600 443,500
232,600 265,800 299,800 371,700 402,900 443,900
233,300 266,900 301,300 372,600 403,200 444,300
233,900 267,900 302,800 373,400 403,500 444,600
234,500 268,900 304,400 374,200 403,800 444,900
235,200 269,900 306,000 375,000 404,100 445,300
235,800 270,900 307,600 375,800 404,400 445,600
236,300 271,800 309,100 376,500 404,700 445,900
236,800 272,700 310,000 377,200 405,000 446,200
237,300 273,600 311,500 377,900 405,300 446,500
237,800 274,500 313,000 378,600 405,600 446,800
238,400 275,400 314,600 379,300 405,900 447,100
238,900 276,300 316,200 379,800 406,200 447,400
239,400 277,200 317,800 380,400 406,500
239,900 278,100 319,300 381,000 406,800
240,400 279,000 320,800 381,700 407,100
240,900 280,000 322,200 382,000 407,300
241,400 281,000 323,400 407,600
241,800 281,900 324,500 407,900
242,300 282,800 325,600 408,100
242,800 283,300 326,300 408,300
243,300 284,000 327,200 408,600
243,800 284,700 328,000 408,900
244,300 285,600 328,800 409,100
244,700 286,600 329,600 409,300
245,200 287,400 330,000 409,600
245,600 288,200 330,600 409,900
246,000 289,000 331,300 410,100
246,400 289,700 332,100 410,300
246,800 290,200 332,800 410,600
247,200 290,600 333,500 410,900
247,600 291,000 334,100 411,100
248,000 291,200 334,600 411,300
248,500 291,500 335,200
248,800 291,700 335,700
249,100 292,000 336,300
249,400 292,200 336,600

337,100
337,500

88
89
90
91

82
83
84
85
86
87

76
77
78
79
80
81

70
71
72
73
74
75

65
66
67
68
69

55
56
57
58
59
60
61
62
63

52
53
54

64

247,000 275,300 305,200 374,500 406,900 447,800
247,300 276,000 306,500 375,300 407,300 448,200
247,600 276,700 307,800 376,200 407,500 448,600
247,900 277,400 309,100 377,100 407,800 449,000
248,200 278,100 310,400 377,900 408,100 449,300
248,500 278,800 311,700 378,700 408,400 449,600
248,800 279,500 313,000 379,500 408,700 450,000
249,100 280,200 314,300 380,300 409,000 450,300
249,400 280,900 315,400 381,000 409,300 450,600
249,700 281,500 316,300 381,700 409,500 450,900
250,000 282,200 317,600 382,400 409,800 451,200
250,300 282,800 318,900 383,100 410,100 451,500
250,600 283,500 320,200 383,800 410,400 451,800
250,900 284,100 321,400 384,300 410,600 452,100
251,200 284,800 322,700 384,900 410,900
251,500 285,400 323,900 385,500 411,200
251,800 286,100 325,100 385,800 411,500
252,100 286,700 326,400 386,100 411,700
252,400 287,400 327,500 412,000
252,700 288,000 328,600 412,300
253,000 288,500 329,700 412,500
253,300 289,000 330,400 412,700
253,600 289,600 331,300 413,000
253,900 290,100 332,000 413,300
254,200 290,700 332,800 413,500
254,500 291,200 333,600 413,700
254,800 291,700 334,000 414,000
255,100 292,300 334,600 414,300
255,400 292,900 335,300 414,500
255,700 293,400 336,100 414,700
256,000 293,900 336,800 415,000
256,300 294,300 337,500 415,300
256,600 294,600 338,100 415,500
256,900 294,800 338,600 415,700
257,200 295,100 339,200
257,500 295,300 339,700
257,800 295,600 340,300
258,100 295,800 340,600

341,100
341,500

88
89
90
91

82
83
84
85
86
87

76
77
78
79
80
81

70
71
72
73
74
75

65
66
67
68
69

55
56
57
58
59
60
61
62
63

52
53
54

64

-
 
9
0
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337,900
338,300
338,800
339,300
339,800
340,100
340,500
341,000
341,400
341,700
342,100
342,600
343,000
343,200
343,600
344,100
344,500
344,700
345,100
345,500
345,800
346,100
346,500
346,900
347,300
347,800
348,200
348,600
349,000
349,500
349,900
350,200
350,500
351,000

定年
前再
任用
短時
間勤
務職

188,700 216,200 245,900 290,700 316,200 358,000

125

118
119
120
121
122
123
124

112
113
114
115
116
117

106
107
108
109
110
111

100
101
102
103
104
105

94
95
96
97
98
99

92
93

341,900
342,300
342,800
343,300
343,800
344,100
344,500
344,900
345,300
345,600
346,000
346,400
346,800
347,000
347,400
347,800
348,200
348,400
348,800
349,200
349,500
349,800
350,200
350,600
351,000
351,500
351,900
352,300
352,700
353,200
353,600
353,900
354,200
354,700

定年
前再
任用
短時
間勤
務職

192,000 219,500 249,600 294,900 320,600 362,700

124
125

118
119
120
121
122
123

112
113
114
115
116
117

106
107
108
109
110
111

100
101
102
103
104
105

94
95
96
97
98
99

92
93

-
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-



        改        正        前         改        正        後 

  

 備考 （略） 

別表第２ （略）   

５ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

第１条～第２０条 （略） 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５（職務の級が６

級の職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額に、基準日以

前６か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２７．５」とあるのは「１００分の７１．２５」と、「１

００分の１０７．５」とあるのは「１００分の６１．２５」とする。 

４ （略） 

第２２条・第２３条 （略） 

 （勤勉手当） 

第２４条 （略） 

 

備考 （略） 

別表第２ （略） 

５ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

第１条～第２０条 （略） 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２５（職務の級が６級の

職員にあっては、１００分の１０５）を乗じて得た額に、基準日以前６か月

以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項

中「１００分の１２５」とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１

０５」とあるのは「１００分の６０」とする。 

４ （略） 

第２２条・第２３条 （略） 

 （勤勉手当） 

第２４条 （略） 

務職
員

務職
員

-
 
9
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０７．５（職務の級が６級の職員にあって

は、１００分の１２７．５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５１．２５（職務の級が６級の

職員にあっては、１００分の６１．２５）を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） 

第２５条～第３９条 （略） 

６ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条 （略） 

 （給与の種類） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居

手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に教育委員会規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、当該職員が所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定め

る額を超えてはならない。 

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外のもの 当該職員の

勤勉手当基礎額に１００分の１０５（職務の級が６級の職員にあっては、

１００分の１２５）を乗じて得た額の総額 

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時

間勤務職員の勤勉手当基礎額に１００分の５０（職務の級が６級の職員に

あっては、１００分の６０）を乗じて得た額の総額 

３・４ （略） 

第２５条～第３９条 （略） 

６ 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例 

第１条 （略） 

 （給与の種類） 

第２条 （略） 

２ （略） 

３ 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居

手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

-
 
9
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当及び退職

手当とする。 

第３条～第５条 （略） 

 （扶養手当） 

第６条 （略） 

２ 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主

としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 

(1) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

む。） 

(2) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子及び孫 

 

(3)・(4) （略） 

 (5) 身体又は精神に障害を有する者 

第６条の２～第１４条の２ （略） 

（特定任期付職員業績手当） 

第１４条の３ 特定任期付職員業績手当は、地方公共団体の一般職の任期付職

員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号。以下「任期付職員採用

法」という。）第７条第１項に規定する特定任期付職員（以下単に「特定任

期付職員」という。）のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員に

手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。 

 

第３条～第５条 （略） 

（扶養手当） 

第６条 （略） 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として

その職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 

 

 

(1) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

(2) 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

(3)・(4) （略） 

(5) 身体又は精神に障害を有する者（前各号に該当する者を除く。） 

第６条の２～第１４条の２ （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

対して支給する。 

第１５条～第１８条 （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外） 

第１９条 第５条、第６条、第６条の３及び第１５条の規定は、地方公務員法

第２２条の４第１項若しくは第２２条の５第１項又は任期付職員採用法第５

条又は育児休業法第１８条第１項の規定により採用された職員には適用しな

い。 

 

 

 

 

（特定任期付職員についての適用除外等） 

第１９条の２ 第４条から第６条まで、第６条の３、第９条、第１０条、第１

２条及び第１４条の２の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

 

第２０条 （略） 

 

 

第１５条～第１８条 （略） 

（定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外） 

第１９条 第５条、第６条及び第１５条の規定は、地方公務員法第２２条の４

第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用された職員には適用しな

い。 

 

２ 第５条、第６条、第６条の３及び第１５条の規定は、地方公共団体の一般

職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号。以下「任期

付職員採用法」という。）第５条又は育児休業法第１８条第１項の規定によ

り採用された職員には適用しない。 

（特定任期付職員についての適用除外等） 

第１９条の２ 第４条から第６条まで、第６条の３、第９条、第１０条及び第

１２条の規定は、任期付職員採用法第７条第１項に規定する特定任期付職員

には適用しない。 

第２０条 （略） 

 

 

 
 

-
 
9
5
 
-



議案第３９号 

 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型 

認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の 

一部改正について                    

 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の

教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

 

令和７年２月２６日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

職員の仕事と介護との両立に関する支援について、国家公務員において勤

務環境の整備等が義務化されることを踏まえて規定を整備するため、関係条

例の一部を改正するものである。 
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池田市条例第  号 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども

園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（案） 

 

 （職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

第９条第１項中「年度ごと」を「年度（４月１日から翌年の３月３１日ま

でをいう。以下同じ。）ごと」に改める。 

第１２条第１項中「定める者」の次に「（第１４条の２第１項において

「配偶者等」という。）」を加える。 

  第１４条の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１４条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする

状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との

両立に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その

他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出

に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければ

ならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度

において、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

（介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１４条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出が円

滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 
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(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) 前２号に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の整

備に関する措置 

  第１５条中「非常勤職員」を「前２条に定めるものを除くほか、非常勤職

員」に、「前条」を「第１４条」に改める。 

 （池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正） 

第２条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例（令和２年池田市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「定める者」の次に「（第１６条第１項において「配偶

者等」という。）」を加える。 

  本則に次の２条を加える。 

  （配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１６条 教育委員会は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両

立に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他

の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出に

係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければな

らない。 

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年

度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

  （介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１７条 教育委員会は、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 
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(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) 前２号に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の整

備に関する措置 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第３９号  説  明 

 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型 

認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の 

一部改正について                    

 

１ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（昭和２７年池田市条例第３号）の

一部改正〔第１条関係〕 

 (1) 文言の整備を行うものであること。 

（第９条及び第１２条関係） 

(2) 仕事と介護との両立に資する制度又は措置に関し、配偶者等が介護を必

要とする状況に至った職員に対する意向確認及び４０歳に達した職員に対

する情報提供の義務について定めるものであること。 

（第１４条の２関係） 

(3) 仕事と介護との両立に係る職員の勤務環境の整備に関する措置について

定めるものであること。 

（第１４条の３関係） 

(4) 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を

除く。）の勤務時間、休暇等に係る委任規定について、所要の整備を行う

ものであること。 

（第１５条関係） 

２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条

例（令和２年池田市条例第２９号）の一部改正〔第２条関係〕 

(1) 仕事と介護との両立に資する制度又は措置に関し、配偶者等が介護を必

要とする状況に至った池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員（以下

「教育職員」という。）に対する意向確認及び４０歳に達した教育職員に
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対する情報提供の義務について定めるものであること。 

（第１６条関係） 

(2) 仕事と介護との両立に係る教育職員の勤務環境の整備に関する措置につ

いて定めるものであること。 

（第１７条関係） 

３ この条例は、令和７年４月１日から施行するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第３９号  参  考 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

第１条～第８条 （略） 

 （年次休暇） 

第９条 年次休暇は、１の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年度

において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数と

する。 

 (1)・(2) （略） 

２・３ （略） 

第１０条・第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で

定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同

じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の

申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする１の継続する状態ご

とに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間

  １ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

第１条～第８条 （略） 

 （年次休暇） 

第９条 年次休暇は、１の年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。

以下同じ。）ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年度において、次の

各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 

 (1)・(2) （略） 

２・３ （略） 

第１０条・第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者（第１４条の２第１項において「配

偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするた

め、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護

者の各々が当該介護を必要とする１の継続する状態ごとに、３回を超えず、

-
 
1
0
2
 
-



        改        正        前         改        正        後 

（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当であると認

められる場合における休暇とする。 

 

２・３ （略） 

第１２条の２～第１４条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」と

いう。）内において勤務しないことが相当であると認められる場合における

休暇とする。 

２・３ （略） 

第１２条の２～第１４条 （略） 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１４条の２ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状

況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立

に資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の事

項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出に係る当

該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度に

おいて、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

（介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１４条の３ 任命権者は、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) 前２号に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備

-
 
1
0
3
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 

 （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 

第１５条 非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職

員を除く。）の勤務時間、休暇等は、第２条から前条までの規定にかかわら

ず、その職務の性質等を考慮して、規則で定める基準に従い、任命権者が定

める。 

第１６条 （略） 

  ２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例 

第１条～第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者で負傷、

疾病又は老齢により教育委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むの

に支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、教育委員会規則

の定めるところにより職員の申出に基づき要介護者１人につき当該介護を必

要とする１の継続する状態ごとに３回を超えず、かつ、通算して６月を超え

ない範囲内で教育委員会が指定する期間（以下「指定期間」という。）内に

に関する措置 

 （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 

第１５条 前２条に定めるものを除くほか、非常勤職員（定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休暇等は、第２

条から第１４条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、規

則で定める基準に従い、任命権者が定める。 

第１６条 （略） 

  ２ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の勤務時間、休暇等に関す

る条例 

第１条～第１１条 （略） 

 （介護休暇） 

第１２条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（婚姻の届出をしていないが

事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同

じ。）、父母、子、配偶者の父母その他教育委員会規則で定める者（第１６

条第１項において「配偶者等」という。）で負傷、疾病又は老齢により教育

委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをい

う。以下同じ。）の介護をするため、教育委員会規則の定めるところにより

職員の申出に基づき要介護者１人につき当該介護を必要とする１の継続する

状態ごとに３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で教育委員

-
 
1
0
4
 
-



        改        正        前         改        正        後 

おいて勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

 

２ （略） 

第１３条～第１５条 （略） 

 

 

会が指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないこと

が相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ （略） 

第１３条～第１５条 （略） 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１６条 教育委員会は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に

資する制度又は措置（以下「介護両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出に係る当該

職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度

において、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

（介護との両立に係る勤務環境の整備に関する措置） 

第１７条 教育委員会は、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出が円滑に

行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) 前２号に掲げるもののほか、介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備

に関する措置 
 

-
 
1
0
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-



 

-
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-



議案第４０号

令和６年度

池 田 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算

（第２号）

-
 
1
0
7
 
-



 

-
 
1
0
8
 
-



令和６年度池田市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 

 （総 則） 

 第１条 令和６年度池田市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （収益的支出） 

 第２条 令和６年度池田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正 

  する。 

 

支       出 

 

                                                   （単位：千円） 

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

 第１款 病 院 事 業 費 用  １５,００１,３４１  ２２１,０２７   １５,２２２,３６８  

  第１項 医 業 費 用  １４,８０３,２６５  ２２１,０２７   １５,０２４,２９２  

 

 

 

 

-
 
1
0
9
 
-



 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 第３条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

  (1) 職員給与費「６,８２９,４７０千円」を「７,０５０,４９７千円」に改める。 

 

 

 

令和７年２月２６日 提 出 

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子 

-
 
1
1
0
 
-



令和６年度池田市病院事業会計補正予算実施計画

款 項 目

病 院 事 業 費 用 15,001,341 221,027 15,222,368

医 業 費 用 14,803,265 221,027 15,024,292

給 与 費 6,829,470 221,027 7,050,497

収 益 的 支 出

（単位：千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

-
 
1
1
1
 
-



(単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△） △ 801,685

減価償却費  568,107

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,952

賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） 67,212

貸倒引当金の増減額（△は減少） 545

長期前受金戻入 △ 37,168

受取利息 △ 36

支払利息  91,296

固定資産除却費 16,900

未収金の増減額（△は増加） △ 38,264

未払金の増減額（△は減少） 753,419

小計  657,278

利息の受取額  36

利息の支払額 △ 91,296

業務活動によるキャッシュ・フロー 566,018

令和６年度池田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

-
 
1
1
2
 
-



２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 767,816

寄附金等による収入  2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー　 △ 765,816

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入  844,600

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 878,874

リース債務の返済による支出 △ 23,072

他会計からの出資による収入  541,209

財務活動によるキャッシュ・フロー 483,863

資金増加額（又は減少額） 284,065

資金期首残高  3,602,185

資金期末残高  3,886,250

-
 
1
1
3
 
-



補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

１．総　　　括

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

1 559

1 559

0 0

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

法定福利費

7,018,074

6,797,047264,371

1,002,184

5,808,943 988,1042,455,1483,057,279

3,140,637

給料調整額

32,145 264,371

14,080 221,027

32,145

0

備 考合 計

児童手当32,423千円
を除く。

児童手当32,423千円
を除く。

給　　　　　与　　　　　費

206,947

（ 276 ）

（ 0 ）

2,578,737

特別職 一般職

（ 276 ）

給 料

123,589

手 当

83,358比 較

補正前

職員数（人）

計

0

補正後 6,015,890

報 酬
区 分

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当

56,488 62,917 148,604 1,134,340 65,319 212,770

183,008

退 職 給 付 費

初任給調整手当 時間外勤務手当

299,144

9,084

290,06090,319

52,098 92,136 364,602 90,319

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当

71,349 358

手当の

内 訳

0 0 12,591 0

52,098 92,136 352,011

宿 日 直 手 当

29,762

56,488 62,917 148,159 1,062,991 64,961

0 0 445

-
 
1
1
4
 
-



ア．会計年度任用職員以外の職員

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

1 559

1 559

0 0

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

給　　　　　与　　　　　費
法定福利費 合 計 備 考

特別職 一般職 給 料 手 当 報 酬 計

補正後
（ 6 ）

2,202,674 2,371,826 264,371 4,871,01632,145

区 分
職員数（人）

5,727,950
児童手当32,423千円
を除く。

補正前
（ 6 ）

2,119,316 2,248,237 264,371 4,664,069

比 較
（ 0 ）

83,358 123,589 0 206,9470

給料調整額

5,506,923
児童手当32,423千円
を除く。

14,080 221,027

856,934

842,85432,145

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較

手当の

内 訳

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 初任給調整手当 時間外勤務手当

49,205 92,136 364,602 90,319 209,847

49,205 92,136 352,011 90,319 200,763

0 0 12,591 0 9,084

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 宿 日 直 手 当 退 職 給 付 費

38,736 49,663 144,947 1,075,928 43,673 212,770

38,736 49,663 144,502 1,004,579 43,315 183,008

0 0 445 71,349 358 29,762

-
 
1
1
5
 
-



イ．会計年度任用職員

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

－ －

－ －

－ －

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

合 計法定福利費 備 考

1,290,124

0 0

145,250 1,290,124

比 較
（ 0 ）

0 0 － 0

区 分
職員数（人）

補正前
（ 270 ）

937,963 206,911 － 1,144,874 145,250

補正後
（ 270 ）

937,963 206,911 － 1,144,874－

－

－

給料調整額

給　　　　　与　　　　　費

特別職 一般職 給 料 手 当 報 酬 計

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較 0 0 0 0 0 －

17,752 13,254 3,657 58,412 21,646 －

退 職 給 付 費

17,752 13,254 3,657 58,412 21,646 －

0 － － － 0

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 宿 日 直 手 当

89,297

2,893 － － － 89,297
手当の

内 訳

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 初任給調整手当 時間外勤務手当

2,893 － － －

-
 
1
1
6
 
-



２．給料及び手当の増減額の明細

（単位：千円）

給 料 83,358 給与改定に伴う増加分 83,358 給料表の改定状況

　改 定 率　３.００％

　実施時期　令和６年４月

手 当 123,589 給与改定に伴う増加分 123,589 地 域 手 当 12,591 諸手当の改定状況

時間外勤務手当 9,084 期末勤勉手当

特殊勤務手当 445

期末勤勉手当 71,349

宿 日 直 手 当 358

退 職 給 付 費 29,762

（　）内は、定年前再任用短時間勤務職員

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

区 分 ６月 １２月 計

補正後
（1.175月分）
2.250月分

（1.225月分）
2.350月分

（2.400月分）
4.600月分

補正前
（1.175月分）
2.250月分

（1.175月分）
2.250月分

（2.350月分）
4.500月分

-
 
1
1
7
 
-



１

(1)

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｷ)

△ 4,488,900

5,762,803

△ 505,441

減 価 償 却 累 計 額

土 地

（令和７年３月３１日）

千円 千円千円

建 物 19,137,553

6,145,361

5,287,682

2,000

△ 13,849,871

令和６年度池田市病院事業予定貸借対照表

資　　産　　の　　部　

千円

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

1,273,903

507,441

建 設 仮 勘 定 46,182

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

器 械 及 び 備 品

車 両

リ ー ス 資 産

12,863,059

1,689

206,000

84

有形固定資産合計

減 価 償 却 累 計 額 △ 98,153 107,847

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,605

-
 
1
1
8
 
-



(2)

(ｱ)

(ｲ)

(3)

(ｱ)

２

(1)

(2)

(3)

無 形 固 定 資 産

投 資

投 資 合 計

修 学 資 金 貸 付 金

電 話 加 入 権

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

2,243

18,936

0

2,400

△ 2,400

未 収 金

貸 倒 引 当 金

その他無形固定資産

無形固定資産合計

資 産 合 計

△ 13,141

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

現 金 預 金

5,979,634

2,061,217

21,179

3,886,250

0

18,863,872

2,048,076

45,308

12,884,238

-
 
1
1
9
 
-



３

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

(ｱ)

４

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

（4）

(ｱ)

(ｲ)

（5）

2,121,961未 払 金

引 当 金

企 業 債 合 計

引 当 金 合 計

1,736,493

916,335

固 定 負 債

企 業 債

引 当 金

企 業 債

69,402

法定福利費引当金

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

リ ー ス 債 務

リ ー ス 債 務

負　　債　　の　　部

退 職 給 付 引 当 金

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金

預 り 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

企 業 債 合 計

流 動 負 債

916,335

419,433

3,550,596

3,963,358

39,973

5,739,824

3,963,358

23,465

351,455

67,978

1,736,493

-
 
1
2
0
 
-



５

(1)

６

７

(1)

(ｱ)

(2)

(ｱ)

9,414,461

△ 16,425,484

△ 16,436,864

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

11,380

資 本 剰 余 金

資　　本　　の　　部

受 贈 財 産 評 価 額

当年度未処理欠損金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

16,436,864

△ 231,059

18,863,872

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

負 債 合 計

剰 余 金

390,050

9,449,411

25,839,945

11,380

158,991

資 本 金

繰 延 収 益 合 計

-
 
1
2
1
 
-



 

-
 
1
2
2
 
-



議案第４０号　　説　　明

令和６年度

池田市病院事業会計補正予算説明

（第２号）

-
 
1
2
3
 
-



 

-
 
1
2
4
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

病院事業費用 15,001,341 221,027 15,222,368

医 業 費 用 14,803,265 221,027 15,024,292

給 与 費 6,829,470 221,027 7,050,497

給 料 83,358 一般職給 83,358 追加

手 当 等 83,212 地域手当 12,591 追加

時間外勤務手当 9,084 追加

特殊勤務手当 445 追加

期末手当 31,777 追加

勤勉手当 28,957 追加

宿日直手当 358 追加

賞 与 引 当 金
繰 入 額

10,615 賞与引当金繰入額 10,615 追加

退 職 給 付 費 29,762
退職給付引当金
繰入額

29,762 追加

法 定 福 利 費 11,936 共済組合負担金 11,936 追加

法 定 福 利 費
引当金繰入額

2,144
法定福利費引当金
繰入額

2,144 追加

収　益　的　支　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 補正後予定額 節 金 額 説 明

-
 
1
2
5
 
-



 

-
 
1
2
6
 
-



令 和 ６ 年 度

池 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

（第２号）

　議案第４１号

-
 
1
2
7
 
-



 議案第　　号

（総　　　則）

第１条　令和６年度池田市水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和６年度池田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の

  予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１水 道 事 業 費 用 ２，３３２，７５１ １２，７１６ ２，３４５，４６７

１ 営 業 費 用 ２，１４７，００７ １２，７１６ ２，１５９，７２３

補 正 予 定 額

令和６年度池田市水道事業会計補正予算（第２号）

科　　　　　　　　目
計

款 項
既 決 予 定 額

-
 
1
2
8
 
-



第３条　予算第４条本文括弧書中「１，１９４，６１２千円」を「１，１９６，７６６千円」に改め、

　資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１資 本 的 支 出 ２，３６１，３２４ ２，１５４ ２，３６３，４７８

３ 第２次施設整備費 １，５６８，６０５ ２，１５４ １，５７０，７５９

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条　予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改める。

（単位　千円）

既 決 予 定 額 計

３９９，９５６ １４，８７０ ４１４，８２６

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　　瀧　澤　智　子

令和 ７ 年 ２ 月 ２６ 日　提　出

科　　　　　　　　目

（１）　職　　員　　給　　与　　費

項
既 決 予 定 額

科　　　　　　　　目
計

款
補 正 予 定 額

補 正 予 定 額

（資本的収入及び支出）

-
 
1
2
9
 
-



１ 水 道 事 業 費 用 ２，３３２，７５１ １２，７１６ ２，３４５，４６７

１ 営 業 費 用 ２，１４７，００７ １２，７１６ ２，１５９，７２３

１ 浄 水 費 ６７１，８３５ ４，４７０ ６７６，３０５

２ 配 水 費 １７５，２５０ ９４２ １７６，１９２

３ 給 水 費 １３，６４５ ９１５ １４，５６０

４ 業 務 費 １６７，５５４ ４８１ １６８，０３５

５ 総 係 費 ２０３，７７９ ５，９０８ ２０９，６８７

１ 資 本 的 支 出 ２，３６１，３２４ ２，１５４ ２，３６３，４７８

３ １，５６８，６０５ ２，１５４ １，５７０，７５９

１ 事 務 費 ６３，５１７ ２，１５４ ６５，６７１

資　本　的　支　出

令和６年度池田市水道事業会計補正予算実施計画

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

第 ２ 次
施 設 整 備 費

収　益　的　支　出

-
 
1
3
0
 
-



-
 
1
3
1
 
-



減価償却費 ９１２,２５２

９６

（単位　千円）

当年度純利益又は当年度純損失（△）

△

１,６３０賞与等引当金の増減額（△は減少）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

退職給付引当金の増減額（△は減少） ２３,７８５

１９,６６５

貸倒引当金の増減額（△は減少）

受取利息 △ ３１

長期前受金戻入 △ １３４,１８２

支払利息 １０１,１８４

未払金の増減額（△は減少） △ ６５,３７１

固定資産除売却費 ２,７８４

未収金の増減額（△は増加） １９,６４９

小　計 ８８１,２６９

利息の受取額 ３１

利息の支払額 △ １０１,１８４

業務活動によるキャッシュ・フロー ７８０,１１６

（ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで ）

令和６年度池田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

-
 
1
3
2
 
-



投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

有形固定資産の売却による収入 ２

国庫補助金による収入

△ １,５４６

有形固定資産の取得による支出 △

２６,２２８

２,６７７,４４４

財務活動によるキャッシュ・フロー

３１３,１３０

２,３６４,３１４

△

投資活動によるキャッシュ・フロー △ １,４００,０４１

△ ６６４,５０５

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

２

３０６,７９５

３

９７１,３００

１,４４２,５６５

工事負担金による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入 ８４０

国庫補助金の返還による支出

１７,０００

-
 
1
3
3
 
-



１　総　　　括 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

特殊勤務手当

2,816     

200     0     

3,429       

住 居 手 当 退 職 給 付 費期末勤勉手当

22,156       79,929       491       4,508       

25,585       84,612       491       4,508       

4,683       0       0       

6,446     9,444     28,033     4,234     

0     0     739     

2,816     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

4,434     

0人 

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

6,446     9,444     28,772     

65,709 396,551 児童手当 3,405千円を除く。
45人 

通 勤 手 当

923 14,870 比　　較 0人 
(  0人)

4,896 9,051 13,947 

66,632 411,421 児童手当 3,405千円を除く。
45人 

補 正 前 1人 
(  3人)

172,785 158,057 330,842 

計

補 正 後 1人 
(  3人)

177,681 167,108 344,789 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 給　料 手　当

-
 
1
3
4
 
-



イ．会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較 0       0       4,683       3,429       

4,508       491       83,704       25,585       

4,508       491       79,021       22,156       

期末勤勉手当 退 職 給 付 費住 居 手 当 特殊勤務手当

6,446     9,444     28,033     4,234     2,816     

0     0     739     200     0     

4,434     2,816     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

0人 

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

6,446     9,444     28,772     

65,186 392,702 児童手当 3,405千円を除く。
45人 

通 勤 手 当

923 14,870 比　　較 0人 
(  0人)

4,896 9,051 13,947 

66,109 407,572 児童手当 3,405千円を除く。
45人 

補 正 前 1人 
(  2人)

170,367 157,149 327,516 

計

補 正 後 1人 
(  2人)

175,263 166,200 341,463 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 給　料 手　当

-
 
1
3
5
 
-



２　給料及び手当の増減額の明細

区　分 増 減 額

給   料 4,896 給与改定に伴う増加分 給料表の改定状況

　改 定 率　3.00％

手   当 9,051 給与改定に伴う増加分 地域手当 739 諸手当の改定状況

時間外勤務手当 200

期末勤勉手当 4,683 　期末勤勉手当

退職給付費 3,429 区　　分 ６ 月 １２ 月 計

補正後
(1.175月分)
2.250月分

(1.225月分)
2.350月分

(2.400月分)
4.600月分

補正前
(1.175月分)
2.250月分

(1.175月分)
2.250月分

(2.350月分)
4.500月分

（　）内は、定年前再任用短時間勤務職員

増　減　事　由 説　　　　　明

（単位　千円）

備　　　　　　　　　　　　考

　実施時期　令和６年４月

-
 
1
3
6
 
-



-
 
1
3
7
 
-



１

(1)

２，１４１，５５８

８０２，４３１

△　４３７，５５４ ３６４，８７７

２４，２４６，４１２

△　１２，１１１，０９９ １２，１３５，３１３

１０，４５４，２５８

△　７，２４７，４６６ ３，２０６，７９２

３９，７２２

△　３３，５６１ ６，１６１

２１６，５８１

△　１５３，０４５ ６３，５３６

１，００３，５２９

１８，９２１，７６６

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

( 令 和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 )
(単位　千円)

資　　産　　の　　部

ニ

固 定 資 産

イ

有 形 固 定 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

土 地

ロ

ホ

ヘ

ト 建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

工 具 、 器 具 及 び 備 品

令和６年度池田市水道事業予定貸借対照表

建 物

ハ

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

-
 
1
3
8
 
-



(2)

６５１，９０６

７７８

６５２，６８４

１９，５７４，４５０

２

(1) ２，３６４，３１４

(2) ２９１，３８４

△　５，１３５ ２８６，２４９

(3) ２３，５４８

２，６７４，１１１

２２，２４８，５６１

貸 倒 引 当 金

ダ ム 使 用 権

現 金 預 金

未 収 金

無 形 固 定 資 産

資 産 合 計

イ

ロ

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

電 話 加 入 権

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

-
 
1
3
9
 
-



３

(1)

８，０７２，４２１

８，０７２，４２１

(2)

３６６，２７８

３６６，２７８

８，４３８，６９９

４

(1)

７００，５０２

７００，５０２

(2) ９２，２１８

(3) １３９，８２８

(4)

３５，３０３

３５，３０３

９６７，８５１

未 払 金

引 当 金

引 当 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

負　　債　　の　　部

固 定 負 債

企 業 債

流 動 負 債

企 業 債

イ 退 職 給 付 引 当 金

イ

引 当 金 合 計

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

企 業 債 合 計

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

預 り 金

充 て る た め の 企 業 債

引 当 金 合 計

イ 賞 与 等 引 当 金

-
 
1
4
0
 
-



５

(1) ５，８８５，１７８

△　３，７１７，４１９

２，１６７，７５９

１１，５７４，３０９

６ １０，０３５，３２９

７

(1)

７２１，６７０

７２１，６７０

(2)

８２，７４７

８２，７４７

６３８，９２３

１０，６７４，２５２

２２，２４８，５６１

受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金

資 本 金

資　　本　　の　　部

繰 延 収 益 合 計

欠 損 金 合 計

イ

剰 余 金

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

イ

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

-
 
1
4
1
 
-



-
 
1
4
2
 
-



令 和 ６ 年 度

池田市水道事業会計補正予算説明

（第２号）

　議案第４１号　　説　　明

-
 
1
4
3
 
-



千円 千円 千円 千円

追加

 期末手当 805 追加

 時間外勤務手当 57 追加

追加

 法定福利費引当金繰入額

496  賞与引当金繰入額 412 

 共済組合負担金

収　益　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

１

浄 水 費 671,835 

水道事業費用 2,332,751 12,716 

84 

300 

(1) 営 業 費 用 2,147,007 12,716 

追加

追加271 

2,159,723 

給 料 1,801  一般職給 1,801 

手 当 等

賞与等引当金
繰 入 額

千円

2,345,467 

1,873 

法 定 福 利 費 300 

１ 4,470 676,305 

 地域手当

 勤勉手当 740 追加

追加

-
 
1
4
4
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

千円 千円 千円 千円

追加

追加

 時間外勤務手当 20 

441  一般職給 441 追加

73 

 賞与引当金繰入額 98 

追加

118 追加

手 当 等 338  地域手当 66 追加

 法定福利費引当金繰入額 20 追加

賞与等引当金
繰 入 額

 共済組合負担金

追加

 勤勉手当 178 追加

 時間外勤務手当 追加

431 

 期末手当 185 

320 

 地域手当 48 

 一般職給

千円

給 料

73 

手 当 等

176,192 

給 水 費 13,645 915 

942 ２ 配 水 費 175,250 

３ 14,560 

320 

法 定 福 利 費

給 料

20 

追加

-
 
1
4
5
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

千円 千円 千円 千円

賞与等引当金
繰 入 額

千円

 期末手当

117 

 法定福利費引当金繰入額

追加

 勤勉手当 62 

追加

 法定福利費引当金繰入額 7 

36 

38 

追加

240 

 地域手当

追加

追加

追加

 勤勉手当

 賞与引当金繰入額

業 務 費 167,554 481 ４ 168,035 

給 料

法 定 福 利 費

88 

追加

法 定 福 利 費 26 

45 

48 

手 当 等 170 

 一般職給

15 

追加

 共済組合負担金 48 

240 

 共済組合負担金

 期末手当

追加73 

135 

追加

 賞与引当金繰入額

72 

追加26 

追加

賞与等引当金
繰 入 額

-
 
1
4
6
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

千円 千円 千円 千円

 法定福利費引当金繰入額 47 追加

 期末手当

218 追加

追加

追加

265 

千円

1,049 

追加

５ 203,779 5,908 

 勤勉手当

1,003  地域手当 157 

449 

追加

377 

 退職給付引当金繰入額 追加

 賞与引当金繰入額

 共済組合負担金 162 

3,429 

20 

3,429 

 時間外勤務手当 追加

給 料 1,049 追加 一般職給

法 定 福 利 費

209,687 総 係 費

手 当 等

退 職 給 付 費

賞与等引当金
繰 入 額

162 

-
 
1
4
7
 
-



千円 千円 千円 千円

追加141 

追加

345 追加

追加

379 追加

83  時間外勤務手当

法 定 福 利 費 141  共済組合負担金

 勤勉手当

 期末手当

節

区　　　分
説　　　　　　　　　明

金　　額

千円

2,363,478 １ 資 本 的 支 出 2,361,324 2,154 

資　本　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

1,570,759 

１ 63,517 

(3) 1,568,605 

 地域手当

 一般職給 1,045 1,045 

2,154 

手 当 等 968 

給 料

2,154 

追加161 

65,671 事 務 費

第 ２ 次
施 設 整 備 費

-
 
1
4
8
 
-



令 和 ６ 年 度

池田市公共下水道事業会計補正予算

（第２号）

　議案第４２号

-
 
1
4
9
 
-



（総　　　則）

第１条　令和６年度池田市公共下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

（単位　千円）

１ 下水道事業収益 ２，９８０，９９０ ４，５１７ ２，９８５，５０７

１ 営 業 収 益 １，９４７，４０６ ４，３８５ １，９５１，７９１

２ 営 業 外 収 益 １，０３３，５８４ １３２ １，０３３，７１６

　入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収　　　　　　　　　入

科　　　　　　　　目

項
既 決 予 定 額

令和６年度池田市公共下水道事業会計補正予算（第２号）

補 正 予 定 額

第２条　令和６年度池田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

計
款

-
 
1
5
0
 
-



（単位　千円）

１ 下水道事業費用 ２，９７９，２０８ ９，８８９ ２，９８９，０９７

１ 営 業 費 用 ２，８２１，４５５ ９，８８９ ２，８３１，３４４

第３条　予算第４条本文括弧書中「８３１，２１４千円」を「８３３，０８３千円」に改め、資本的支

　出の予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１ 資 本 的 支 出 １，９１８，５６６ １，８６９ １，９２０，４３５

１ 建 設 改 良 費 １，１７５，２８０ １，８６９ １，１７７，１４９

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額

（資本的収入及び支出）

補 正 予 定 額
項

科　　　　　　　　目

款
既 決 予 定 額 計

支　　　　　　　　　出

科　　　　　　　　目
計

款 項

-
 
1
5
1
 
-



（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条　予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改める。

（単位　千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

２７７，９１９ １１，７５８ ２８９，６７７

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　　瀧　澤　智　子

令和 ７ 年 ２ 月 ２６ 日　提　出

（１）　職　　員　　給　　与　　費

科　　　　　　　　目

-
 
1
5
2
 
-



１ 下 水 道 事 業 収 益 ２，９８０，９９０ ４，５１７ ２，９８５，５０７

１ 営 業 収 益 １，９４７，４０６ ４，３８５ １，９５１，７９１

２ 他 会 計 負 担 金 ７５７，２７８ ４，３８５ ７６１，６６３

２ 営 業 外 収 益 １，０３３，５８４ １３２ １，０３３，７１６

２ 他 会 計 補 助 金 ８１，７４７ １３２ ８１，８７９

令和６年度池田市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収　　　　　　　入

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

収益的収入及び支出

-
 
1
5
3
 
-



１ 下 水 道 事 業 費 用 ２，９７９，２０８ ９，８８９ ２，９８９，０９７

１ 営 業 費 用 ２，８２１，４５５ ９，８８９ ２，８３１，３４４

１ 管 渠 費 ２３３，９４４ ２，６２０ ２３６，５６４

２ 処 理 場 費 ７５９，３９５ ２，２４１ ７６１，６３６

５ 総 係 費 １４０，７２９ ５，０２８ １４５，７５７

１ 資 本 的 支 出 １，９１８，５６６ １，８６９ １，９２０，４３５

１ 建 設 改 良 費 １，１７５，２８０ １，８６９ １，１７７，１４９

１ 管 渠 布 設 費 １，００７，１４５ １，３０９ １，００８，４５４

２ 処 理 場 建 設 費 １２５，０１１ ５６０ １２５，５７１

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

支　　　　　　　出

（単位　千円）

資　本　的　支　出

-
 
1
5
4
 
-



-
 
1
5
5
 
-



（単位　千円）

１,８０９

１６,１８５

２２１,５８７業務活動によるキャッシュ・フロー △

１３１,８７８

利息の受取額

利息の支払額 △

１９

未払金の増減額（△は減少） △ ９１４,１０９

未収金の増減額（△は増加）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

９３,４２３

１３１,８７８

７０,５０４

減価償却費 １,４７５,１０６

当年度純利益又は当年度純損失（△） △

△

受取利息

△

貸倒引当金の増減額（△は減少）

５,３７５

令和６年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで ）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

賞与等引当金の増減額（△は減少）

１２,２４７

８４１,０９０

△

長期前受金戻入

２９

その他

８９,７２８小　計 △

１９

支払利息

固定資産除売却費

-
 
1
5
6
 
-



７４２,２８６

１５,９３４

７７５,５００

一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入 ９５９

新規貸付による支出

貸付金の回収による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー

２１

２３,７７６

１,０００

△

１,７７６,１１０

２,７６３,０６８

９８６,９５８

△

資金期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金期首残高

資金増加額（又は減少額）

８１４,５１９

４９,１４８

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

他会計からの出資による収入

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

工事負担金による収入 ５,９４９

有形固定資産の取得による支出 △

国庫補助金による収入

１,１３４,３９９

３３７,７２７

△

無形固定資産の取得による支出 △

△

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

-
 
1
5
7
 
-



１．総　　　括 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料 手　当 計

補 正 後 －  
( 5人)

85 123,649 118,694 242,428 286,727 児童手当 2,950千円を除く。
30人 

補 正 前 －  
( 5人)

85 119,618 111,670 

比　　較 －  
( 0人)

0 4,031 

44,299 

0人 

231,373 43,596 274,969 児童手当 2,950千円を除く。
30人 

住 居 手 当

7,024 11,055 703 11,758 

特殊勤務手当 期末勤勉手当

通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

3,341     9,336     

3,341     9,336     19,644     4,215     2,837     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

2,837     

0     0     605     219     0     

19,039     3,996     

退 職 給 付 費

1,724       38       59,574       17,985       

1,724       38       55,923       15,436       

0       0       3,651       2,549       

-
 
1
5
8
 
-



イ．会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料 手　当 計

補 正 後 －  
( 2人)

85 118,266 116,651 235,002 278,527 児童手当 2,950千円を除く。
30人 

補 正 前 －  
( 2人)

85 114,235 109,627 

比　　較 －  
( 0人)

0 4,031 

43,525 

0人 

223,947 42,822 266,769 児童手当 2,950千円を除く。
30人 

住 居 手 当

7,024 11,055 703 11,758 

特殊勤務手当 期末勤勉手当

通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

3,341     9,336     

3,341     9,336     19,644     4,215     2,813     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

2,813     

0     0     605     219     0     

19,039     3,996     

退 職 給 付 費

1,724       38       57,555       17,985       

1,724       38       53,904       15,436       

0       0       3,651       2,549       

-
 
1
5
9
 
-



２　給料及び手当の増減額の明細

区　分 増 減 額

給   料 4,031 給与改定に伴う増加分 給料表の改定状況

　改 定 率　3.00％

　実施時期　令和６年４月

手   当 7,024 給与改定に伴う増加分 地域手当 605 諸手当の改定状況

時間外勤務手当 219

期末勤勉手当 3,651 　期末勤勉手当

退職給付費 2,549 区　分 ６ 月 １２ 月 計

(1.175月分) (1.225月分) (2.400月分)
2.250月分 2.350月分 4.600月分

(1.175月分) (1.175月分) (2.350月分)
2.250月分 2.250月分 4.500月分

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

（単位　千円）

増　減　事　由 説　　　　　明 備　　　　　　　　　　　　考

補正後

補正前

-
 
1
6
0
 
-



-
 
1
6
1
 
-



１

(1)

２，０６６，９１９

１，７６９，３５１

△　１，２８２，７４３ ４８６，６０８

３９，６４１，８０５

△　１５，０９６，４０７ ２４，５４５，３９８

１２，９７０，９７７

△　９，１５６，９１５ ３，８１４，０６２

５，５５２

△　５，２７４ ２７８

９８，７８７

△　７４，５８８ ２４，１９９

４０１，２５６

３１，３３８，７２０

減 価 償 却 累 計 額

令和６年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表

有 形 固 定 資 産 合 計

ホ

ヘ

ト 建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

( 令 和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 )
(単位　千円)

資　　産　　の　　部

ニ

固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

ハ

工 具 、 器 具 及 び 備 品

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

-
 
1
6
2
 
-



(2)

１，２２１，９７０

１，２２１，９７０

(3)

９７９

９７９

３２，５６１，６６９

２

(1) １，７７６，１１０

(2) ２４７，５２３

△　２，９０９ ２４４，６１４

２，０２０，７２４

３４，５８２，３９３

現 金 預 金

流 動 資 産

イ 長 期 貸 付 金

施 設 利 用 権

未 収 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

イ

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

流 動 資 産 合 計

-
 
1
6
3
 
-



３

(1)

１０，７０２，１２６

１０，７０２，１２６

(2)

１５９，３３７

１５９，３３７

１０，８６１，４６３

４

(1)

７５５，３５６

７５５，３５６

(2) ２２

(3) １４７，３９７

(4)

２２，８３８

２２，８３８

９２５，６１３

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

退 職 給 付 引 当 金

固 定 負 債

企 業 債

引 当 金

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

未 払 金

流 動 負 債

負　　債　　の　　部

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

イ 賞 与 等 引 当 金

引 当 金 合 計

企 業 債 合 計

イ

預 り 金

イ

引 当 金

引 当 金 合 計

-
 
1
6
4
 
-



５

(1) ３２，７６３，１３５

△　１７，１２５，４１０

１５，６３７，７２５

２７，４２４，８０１

６ ５，５３５，５５５

７

(1)

１，３４４，４２７

２６７，６９８

３６９

１３８，１９１

１，７５０，６８５

(2)

１２８，６４８

１２８，６４８

１，６２２，０３７

７，１５７，５９２

３４，５８２，３９３

そ の 他 資 本 剰 余 金

剰 余 金

資 本 金

イ

欠 損 金 合 計

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

国 庫 補 助 金ロ

ハ 府 補 助 金

ニ

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

イ

受 贈 財 産 評 価 額

資　　本　　の　　部

負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

長 期 前 受 金

資 本 剰 余 金

繰 延 収 益

繰 延 収 益 合 計

-
 
1
6
5
 
-



セグメント情報
報告セグメントごとの営業収益等
（令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで）

令和６年度財務諸表に係る注記

１
(1)

(単位　千円)

項目
公共下水道事業

合計
汚水処理 雨水処理

 営業収益 １，０８１，９９１ ７６１，６６３ １，８４３，６５４
 営業費用 １，６０７，７０２ １，１２５，４２４ ２，７３３，１２６
 営業損益 △　５２５，７１１ △　３６３，７６１ △　８８９，４７２
 経常損益 △　４４，６２９ ０ △　４４，６２９
 セグメント資産 １１，４１６，３９０ ２３，１６６，００３ ３４，５８２，３９３
 セグメント負債 １０，５２０，１１１ １６，９０４，６９０ ２７，４２４，８０１
 その他の項目
　　他会計負担金 ０ ７６１，６６３ ７６１，６６３
　　他会計補助金 ８１，１８６ ６９３ ８１，８７９
　　減価償却費 ６７６，２１６ ７９８，８９０ １，４７５，１０６
　　長期前受金戻入 ３８７，８３６ ４５３，２５４ ８４１，０９０

３，０１０ ５，８７５　　特別損失 ２，８６５
　　固定資産増加分 ４０１，０２２ ７５７，１５３ １，１５８，１７５

-
 
1
6
6
 
-



令 和 ６ 年 度

池田市公共下水道事業会計補正予算説明

（第２号）

　議案第４２号　　説　　明

-
 
1
6
7
 
-



千円 千円 千円 千円

２

1,033,716 

81,879 

132 

81,747 132 他会計補助金

(1)営 業 収 益 1,947,406 4,385 

757,278 

4,385 

4,385 

追加
 雨水処理経費に係る
 一般会計繰入金

761,663 

雨水処理負担金 4,385 

2,985,507 

1,951,791 

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

計
節

千円

営 業 外 収 益 1,033,584 

２ 他会計負担金

収　益　的　収　入

款　　項 目 既決予定額 補正予定額

追加一般会計補助金 132 
 水質規制経費等に係る
 一般会計繰入金

132 

１ 下水道事業収益 2,980,990 4,517 

(2)

-
 
1
6
8
 
-



千円 千円 千円 千円

区　　　分 金　　額

追加1,073 給 料  一般職給 1,073 

収　益　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額

１

計

千円

節
説　　　　　　　　　明

追加

2,821,455 (1)

2,989,097 

9,889 営 業 費 用 2,831,344 

１ 管 渠 費 233,944 

下水道事業費用 2,979,208 9,889 

手 当 等 1,110 

2,620 236,564 

 地域手当 161 

賞与等引当金
繰 入 額

274  賞与引当金繰入額 229 追加

 法定福利費引当金繰入額 45 追加

 勤勉手当 418 

 時間外勤務手当 78 追加

 期末手当 453 追加

追加

-
 
1
6
9
 
-



区　　　分 金　　額
款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

節
説　　　　　　　　　明

千円 千円 千円 千円

法 定 福 利 費 163  共済組合負担金 163 追加

２ 処 理 場 費 759,395 2,241 761,636 

給 料 1,046  一般職給 1,046 追加

224  賞与引当金繰入額 187 追加

 法定福利費引当金繰入額 37 追加

５ 総 係 費 140,729 5,028 145,757 

賞与等引当金
繰 入 額

法 定 福 利 費 131  共済組合負担金 131 追加

352 追加

手 当 等 840 157 追加 地域手当

12 追加 時間外勤務手当

千円

 勤勉手当 319 追加

 期末手当

-
 
1
7
0
 
-



区　　　分 金　　額
款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

節
説　　　　　　　　　明

千円 千円 千円 千円

追加

手 当 等

千円

追加

賞与等引当金
繰 入 額

272  賞与引当金繰入額 226 追加

 期末手当

 時間外勤務手当 31 追加

退 職 給 付 費 2,549  退職給付引当金繰入額 2,549 

987  地域手当 161 

 法定福利費引当金繰入額 46 

給 料 1,073  一般職給 1,073 

法 定 福 利 費 147  共済組合負担金

追加

407 追加

 勤勉手当 388 

147 追加

追加

追加

-
 
1
7
1
 
-



千円 千円 千円 千円

 時間外勤務手当 85 追加

 期末手当 246 追加

 勤勉手当 225 追加

資　本　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分

1,309 1,008,454 

金　　額

千円

１ 資 本 的 支 出 1,918,566 1,869 1,920,435 

86 追加

(1)建 設 改 良 費 1,175,280 1,869 1,177,149 

１ 管 渠 布 設 費 1,007,145 

追加

給 料 573  一般職給 573 追加

手 当 等 642  地域手当

法 定 福 利 費 94  共済組合負担金 94 

２ 処理場建設費 125,011 560 125,571 

-
 
1
7
2
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

千円 千円 千円 千円

106 追加

 勤勉手当 95 追加

千円

266  一般職給 266 給 料

追加

 時間外勤務手当 13 追加

 期末手当

追加

法 定 福 利 費 40  共済組合負担金 40 追加

手 当 等 254  地域手当 40 

-
 
1
7
3
 
-



 

-
 
1
7
4
 
-



議案第４３号

　令和６年度池田市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ５,２０７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１１,０４５,６９２千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　

　　令和７年２月２６日　提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

令和６年度池田市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

-
 
1
7
5
 
-



-
 
1
7
6
 
-



議案第４３号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

国民健康保険特別会計 第４号

令和６年度

-
 
1
7
7
 
-



-
 
1
7
8
 
-



歳 入

-
 
1
7
9
 
-



-
 
1
8
0
 
-



歳 出

-
 
1
8
1
 
-



-
 
1
8
2
 
-



一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 5 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 5 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

480  8,442  1,900  1,510  2,760  1,326  

480  8,036  1,900  1,464  2,760  1,326  

職 員 手 当 0  406  0  46  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

－ － 25,321  － － －

－ － 23,592  － － －

－ － 1,729  － － －

比　　　較

区　　 　分

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

11  

324  5,207  0  

18,292  109,720  

0  2,702  2,181  4,883  

補 正 前 1,668  50,202  39,558  91,428  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後
11  1,668  52,904  41,739  96,311  18,616  114,927  

-
 
1
8
3
 
-



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 2,702 　給与改定に伴う 2,702 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

職 員 手 当 2,181 　給与改定に伴う 2,181 　地域手当 406 諸手当の改定状況

　増加分 期末勤勉手当

　時間外勤務手当 46

　期末勤勉手当 1,729

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.175月分） （1.225月分） （2.400月分）

2.250月分 2.350月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前

-
 
1
8
4
 
-



参 考 資 料

-
 
1
8
5
 
-



-
 
1
8
6
 
-

7



-
 
1
8
7
 
-



-
 
1
8
8
 
-



議案第４４号

　令和６年度池田市の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ７,０２６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１０,８３４,３９２千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和７年２月２６日　提出

令和６年度池田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
1
8
9
 
-



-
 
1
9
0
 
-



議案第４４号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険事業特別会計 第４号

令和６年度

-
 
1
9
1
 
-



-
 
1
9
2
 
-



歳 入

-
 
1
9
3
 
-



-
 
1
9
4
 
-



歳 出

-
 
1
9
5
 
-



-
 
1
9
6
 
-



-
 
1
9
7
 
-



一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 16 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 16 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

1,096  11,118  1,802  1,959  3,391  1,685  

1,096  10,573  1,802  1,875  3,391  1,685  

職 員 手 当 0  545  0  84  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

－ － 40,259  － － －

－ － 37,925  － － －

－ － 2,334  － － －

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後
15  24,110  68,912  61,310  154,332  29,218  183,550  

補 正 前 24,110  65,283  58,347  147,740  15  

434  7,026  0  

28,784  176,524  

0  3,629  2,963  6,592  

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

比　　　較

区　　 　分

区　　 　分

補 正 後

-
 
1
9
8
 
-



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 3,629 　給与改定に伴う 3,629 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

職 員 手 当 2,963 　給与改定に伴う 2,963 　地域手当 545 諸手当の改定状況

　増加分 期末勤勉手当

　時間外勤務手当 84

　期末勤勉手当 2,334

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.175月分） （1.225月分） （2.400月分）

2.250月分 2.350月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前

-
 
1
9
9
 
-



-
 
2
0
0
 
-



参 考 資 料

-
 
2
0
1
 
-



-
 
2
0
2
 
-



-
 
2
0
3
 
-

10



-
 
2
0
4
 
-



-
 
2
0
5
 
-



 

-
 
2
0
6
 
-



議案第４５号

　令和６年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２,５７０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２,４４５,４４８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和７年２月２６日　提出

令和６年度池田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
2
0
7
 
-



-
 
2
0
8
 
-



議案第４５号　　説　　明

後期高齢者医療事業特別会計 第３号

令和６年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

-
 
2
0
9
 
-



-
 
2
1
0
 
-



歳 入

-
 
2
1
1
 
-



-
 
2
1
2
 
-



歳 出

-
 
2
1
3
 
-



-
 
2
1
4
 
-



一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 3 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 3 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

498  4,381  330  741  1,728  879  

498  4,181  330  721  1,728  879  

職 員 手 当 0  200  0  20  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

－ － 12,749  － － －

－ － 11,885  － － －

－ － 864  － － －

比　　　較

区　　 　分

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

比 較

補 正 後

補 正 前

比 較

5  

158  2,570  0  

9,137  54,868  

－ 1,328  1,084  2,412  

補 正 前 － 25,509  20,222  45,731  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後
5  － 26,837  21,306  48,143  9,295  57,438  

-
 
2
1
5
 
-



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 1,328 　給与改定に伴う 1,328 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

職 員 手 当 1,084 　給与改定に伴う 1,084 　地域手当 200 諸手当の改定状況

　増加分 期末勤勉手当

　時間外勤務手当 20

　期末勤勉手当 864

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.175月分） （1.225月分） （2.400月分）

2.250月分 2.350月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前

-
 
2
1
6
 
-



参 考 資 料

-
 
2
1
7
 
-



-
 
2
1
8
 
-

5



-
 
2
1
9
 
-



 

-
 
2
2
0
 
-



議案第４６号

　令和６年度池田市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２６０,０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４７,３２０,１８３千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和７年２月２６日　提出

令和６年度池田市一般会計補正予算（第１０号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
2
2
1
 
-



-
 
2
2
2
 
-



-
 
2
2
3
 
-



-
 
2
2
4
 
-



-
 
2
2
5
 
-



-
 
2
2
6
 
-



議案第４６号　　説　　明

令和６年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ ０ 号

-
 
2
2
7
 
-



-
 
2
2
8
 
-



-
 
2
2
9
 
-



-
 
2
3
0
 
-



歳 入

-
 
2
3
1
 
-



-
 
2
3
2
 
-



歳 出

-
 
2
3
3
 
-



-
 
2
3
4
 
-



-
 
2
3
5
 
-



-
 
2
3
6
 
-



-
 
2
3
7
 
-



-
 
2
3
8
 
-



-
 
2
3
9
 
-



-
 
2
4
0
 
-



-
 
2
4
1
 
-



-
 
2
4
2
 
-



-
 
2
4
3
 
-



-
 
2
4
4
 
-



-
 
2
4
5
 
-



-
 
2
4
6
 
-



-
 
2
4
7
 
-



-
 
2
4
8
 
-



-
 
2
4
9
 
-



-
 
2
5
0
 
-

2



-
 
2
5
1
 
-



一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 925 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 925 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

75,063  458,903  62,351  163,976  151,646  64,082  

75,063  441,457  62,351  158,077  151,646  64,082  

職 員 手 当 0  17,446  0  5,899  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

11,040  － 1,784,767  2,091  － 262,632  

11,040  － 1,705,808  2,091  － 259,763  

0  － 78,959  0  － 2,869  比 較

15,117  236,535  0  

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

比 較

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

684  1,325,744  8,534,699  

比　　　較 0  116,245  105,173  221,418  

補 正 前 1,556,270  2,721,307  2,931,378  7,208,955  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 684  1,556,270  2,837,552  3,036,551  7,430,373  1,340,861  8,771,234  

-
 
2
5
2
 
-



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 116,245 　給与改定に伴う 116,245 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

職 員 手 当 105,173 　給与改定に伴う 105,173 　地域手当 17,446 諸手当の改定状況

　増加分 期末勤勉手当

　時間外勤務手当 5,899

　期末勤勉手当 78,959

　退職手当 2,869 （ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.175月分） （1.225月分） （2.400月分）

2.250月分 2.350月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前

-
 
2
5
3
 
-



-
 
2
5
4
 
-



参 考 資 料

-
 
2
5
5
 
-



-
 
2
5
6
 
-



-
 
2
5
7
 
-



-
 
2
5
8
 
-



-
 
2
5
9
 
-



-
 
2
6
0
 
-



-
 
2
6
1
 
-



-
 
2
6
2
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 25,500,549     236,535     25,737,084     

人　  件　  費 9,051,222     236,535     9,287,757     

扶　  助　  費 12,127,082     ─  　 12,127,082     

公　  債　  費 4,322,245     ─  　 4,322,245     

 投 資 的 経 費 3,431,658     ─  　 3,431,658     

 そ　   の   　他 18,127,976     23,465     18,151,441     

物　  件　  費 7,950,007     ─  　 7,950,007     

そ　  の　  他 10,177,969     23,465     10,201,434     

47,060,183     260,000     47,320,183     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
2
6
3
 
-



-
 
2
6
4
 
-

8. 2.



-
 
2
6
5
 
-

2. 2.4.



 

-
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-



議案第４７号

令和７年度

池 田 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算

（第１号）

-
 
2
6
7
 
-



 

-
 
2
6
8
 
-



令和７年度池田市病院事業会計補正予算（第１号） 

 

 

 （総 則） 

 第１条 令和７年度池田市病院事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （収益的支出） 

 第２条 令和７年度池田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正 

  する。 

 

支       出 

 

                                                   （単位：千円） 

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

 第１款 病 院 事 業 費 用  １５,４２７,５６２  １６０,７８０   １５,５８８,３４２  

  第１項 医 業 費 用  １４,９９１,４００  １６０,７８０   １５,１５２,１８０  

 

 

 

 

-
 
2
6
9
 
-



 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 第３条 予算第８条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

  (1) 職員給与費「７,０５４,５３９千円」を「７,２１５,３１９千円」に改める。 

 

 

 

令和７年２月２６日 提 出 

大阪府池田市長 瀧 澤 智 子 

-
 
2
7
0
 
-



令和７年度池田市病院事業会計補正予算実施計画

款 項 目

病 院 事 業 費 用 15,427,562 160,780 15,588,342

医 業 費 用 14,991,400 160,780 15,152,180

給 与 費 7,054,539 160,780 7,215,319

収 益 的 支 出

（単位：千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

-
 
2
7
1
 
-



(単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△） △ 954,159

減価償却費  592,042

退職給付引当金の増減額（△は減少） 140,667

賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少） △ 20,245

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 545

長期前受金戻入 △ 36,822

受取利息 △ 2,070

支払利息  80,754

固定資産除却費 53,000

未収金の増減額（△は増加） △ 27,495

未払金の増減額（△は減少） △ 16,127

小計 △ 191,000

利息の受取額  2,070

利息の支払額 △ 80,754

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 269,684

令和７年度池田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

-
 
2
7
2
 
-



２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 3,254,092

寄附金等による収入  2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー　 △ 3,252,092

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入  3,579,400

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 916,335

リース債務の返済による支出 △ 23,465

他会計からの出資による収入  559,237

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,198,837

資金増加額（又は減少額） △ 322,939

資金期首残高  4,064,756

資金期末残高  3,741,817

-
 
2
7
3
 
-



補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

１．総　　　括

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

1 554

1 554

0 0

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

73,170比 較

補正前

職員数（人）

計

0

補正後 6,192,043

報 酬
区 分

151,863

（ 276 ）

（ 0 ）

2,756,083

特別職 一般職

（ 276 ）

給 料

78,693

手 当

8,917 160,780

32,844

0

備 考合 計

児童手当42,060千円
を除く。

児童手当42,060千円
を除く。

給　　　　　与　　　　　費

2,677,3903,064,654

3,137,824

給料調整額

32,844 265,292

法定福利費

7,173,259

7,012,479265,292

981,216

6,040,180 972,299

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較

宿 日 直 手 当

31,535

58,701 65,002 281,731 1,045,316 142,120

0 0 1,679 43,247 1,327

手当の

内 訳

4,290 0 △ 8,833 0

53,238 93,672 348,699

57,528 93,672 339,866 88,781

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当

143,447 246,937

215,402

退 職 給 付 費

初任給調整手当 時間外勤務手当

290,176

5,448

284,72888,781

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当

58,701 65,002 283,410 1,088,563

-
 
2
7
4
 
-



ア．会計年度任用職員以外の職員

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

1 554

1 554

0 0

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

給料調整額

5,683,926
児童手当42,060千円
を除く。

8,022 157,699

808,278

800,25632,844

比 較
（ 0 ）

73,170 76,507 0 149,6770

区 分
職員数（人）

5,841,625
児童手当42,060千円
を除く。

補正前
（ 11 ）

2,150,788 2,434,746 265,292 4,883,670

補正後
（ 11 ）

2,223,958 2,511,253 265,292 5,033,34732,844

給　　　　　与　　　　　費
法定福利費 合 計 備 考

特別職 一般職 給 料 手 当 報 酬 計

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較 0 0 1,679 41,253 1,327 31,535

39,814 50,002 278,287 981,731 95,105 215,402

退 職 給 付 費

39,814 50,002 279,966 1,022,984 96,432 246,937

4,098 0 △ 8,833 0 5,448

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 宿 日 直 手 当

198,079

50,622 93,672 348,699 88,781 192,631
手当の

内 訳

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 初任給調整手当 時間外勤務手当

54,720 93,672 339,866 88,781

-
 
2
7
5
 
-



イ．会計年度任用職員

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

－ －

－ －

－ －

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

－

－

給料調整額

給　　　　　与　　　　　費

特別職 一般職 給 料 手 当 報 酬 計

補正後
（ 265 ）

913,866 244,830 － 1,158,696－

区 分
職員数（人）

補正前
（ 265 ）

913,866 242,644 － 1,156,510 172,043

比 較
（ 0 ）

0 2,186 － 2,186

合 計法定福利費 備 考

1,328,553

895 3,081

172,938 1,331,634

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較

手当の

内 訳

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 初任給調整手当 時間外勤務手当

2,808 － － － 92,097

2,616 － － － 92,097

192 － － － 0

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 宿 日 直 手 当 退 職 給 付 費

18,887 15,000 3,444 65,579 47,015 －

18,887 15,000 3,444 63,585 47,015 －

0 0 0 1,994 0 －

-
 
2
7
6
 
-



２．給料及び手当の増減額の明細

（単位：千円）

給 料 73,170 給与改定に伴う増加分 73,170 給料表の改定状況

　改 定 率　３.００％

　実施時期　令和６年４月

手 当 78,693 給与改定に伴う増減分 78,693 扶 養 手 当 4,290 諸手当の改定状況

地 域 手 当 △8,833 ・扶養手当の支給月額

時間外勤務手当 5,448 　配偶者に係る支給月額を3,000円（一部管理職員は

特殊勤務手当 1,679 　支給無）に、子に係る支給月額を11,500円に改定。

期末勤勉手当 43,247 ・地域手当の支給率

宿 日 直 手 当 1,327 　支給率を15％から14％に改定。

退 職 給 付 費 31,535 期末勤勉手当

（　）内は、定年前再任用短時間勤務職員

　実施時期　令和７年４月

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考

区 分 ６月 １２月 計

補正後
（1.200月分）
2.300月分

（1.200月分）
2.300月分

（2.400月分）
4.600月分

補正前
（1.175月分）
2.250月分

（1.175月分）
2.250月分

（2.350月分）
4.500月分

-
 
2
7
7
 
-



１

(1)

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｷ)

△ 3,731,743

7,289,874

△ 506,441

減 価 償 却 累 計 額

土 地

（令和８年３月３１日）

千円 千円千円

建 物 19,736,418

6,145,361

5,559,958

1,000

△ 14,176,460

令和７年度池田市病院事業予定貸借対照表

資　　産　　の　　部　

千円

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

3,558,131

507,441

建 設 仮 勘 定 113,818

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

器 械 及 び 備 品

車 両

リ ー ス 資 産

15,472,109

1,689

206,000

84

有形固定資産合計

減 価 償 却 累 計 額 △ 112,243 93,757

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,605

-
 
2
7
8
 
-



(2)

(ｱ)

(ｲ)

(3)

２

(1)

(2)

(3)

無 形 固 定 資 産

投 資

電 話 加 入 権

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

2,243

18,936

未 収 金

その他無形固定資産

無形固定資産合計

資 産 合 計

△ 12,596

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

現 金 預 金

5,863,241

2,088,712

21,179

3,741,817

21,356,529

2,076,116

45,308

15,493,288

-
 
2
7
9
 
-



３

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

(ｱ)

４

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

（4）

(ｱ)

(ｲ)

（5）

2,105,834未 払 金

引 当 金

企 業 債 合 計

引 当 金 合 計

1,847,398

916,298

固 定 負 債

企 業 債

引 当 金

企 業 債

69,402

法定福利費引当金

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

リ ー ス 債 務

リ ー ス 債 務

負　　債　　の　　部

退 職 給 付 引 当 金

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金

預 り 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

企 業 債 合 計

流 動 負 債

916,298

386,429

3,499,075

6,626,460

18,861

8,492,719

6,626,460

21,112

321,598

64,831

1,847,398

-
 
2
8
0
 
-



５

(1)

６

７

(1)

(ｱ)

(2)

(ｱ)

9,240,566

△ 17,158,616

△ 17,169,996

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

11,380

資 本 剰 余 金

資　　本　　の　　部

受 贈 財 産 評 価 額

当年度未処理欠損金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

17,169,996

△ 267,881

21,356,529

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

負 債 合 計

剰 余 金

392,050

12,115,963

26,399,182

11,380

124,169

資 本 金

繰 延 収 益 合 計

-
 
2
8
1
 
-



 

-
 
2
8
2
 
-



議案第４７号　　説　　明

令和７年度

池田市病院事業会計補正予算説明

（第１号）

-
 
2
8
3
 
-



 

-
 
2
8
4
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

病院事業費用 15,427,562 160,780 15,588,342

医 業 費 用 14,991,400 160,780 15,152,180

給 与 費 7,054,539 160,780 7,215,319

給 料 73,170 一般職給 73,170 追加

手 当 39,201 扶養手当 4,290 追加

地域手当 △ 8,833 減額

時間外勤務手当 5,448 追加

特殊勤務手当 1,679 追加

期末手当 17,875 追加

勤勉手当 17,415 追加

宿日直手当 1,327 追加

賞 与 引 当 金
繰 入 額

7,957 賞与引当金繰入額 7,957 追加

退 職 給 付 費 31,535
退職給付引当金
繰入額

31,535 追加

法 定 福 利 費 7,310 共済組合負担金 7,310 追加

法 定 福 利 費
引当金繰入額

1,607
法定福利費引当金
繰入額

1,607 追加

収　益　的　支　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 補正後予定額 節 金 額 説 明

-
 
2
8
5
 
-



 

-
 
2
8
6
 
-



令 和 ７ 年 度

池 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

（第１号）

　議案第４８号

-
 
2
8
7
 
-



 議案第　　号

（総　　　則）

第１条　令和７年度池田市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和７年度池田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の

  予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１水 道 事 業 費 用 ２，３１１，４７７ ６，６９７ ２，３１８，１７４

１ 営 業 費 用 ２，１２８，５６７ ６，６９７ ２，１３５，２６４

令和７年度池田市水道事業会計補正予算（第１号）

科　　　　　　　　目
計

款 項
既 決 予 定 額 補 正 予 定 額

-
 
2
8
8
 
-



第３条　予算第４条本文括弧書中「１，１４６，８４５千円」を「１，１４９，１２２千円」に改め、

　資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１資 本 的 支 出 ２，１７０，３５７ ２，２７７ ２，１７２，６３４

３ 第２次施設整備費 １，４４０，３００ ２，２７７ １，４４２，５７７

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条　予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改める。

（単位　千円）

既 決 予 定 額 計

４３８，５５９ ８，９７４ ４４７，５３３

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　　瀧　澤　智　子

令和 ７ 年 ２ 月 ２６ 日　提　出

科　　　　　　　　目

（１）　職　　員　　給　　与　　費

項
既 決 予 定 額

科　　　　　　　　目
計

款
補 正 予 定 額

補 正 予 定 額

（資本的収入及び支出）

-
 
2
8
9
 
-



１ 水 道 事 業 費 用 ２，３１１，４７７ ６，６９７ ２，３１８，１７４

１ 営 業 費 用 ２，１２８，５６７ ６，６９７ ２，１３５，２６４

１ 浄 水 費 ６７９，８８１ ２，８８９ ６８２，７７０

２ 配 水 費 １８６，８７３ ５０９ １８７，３８２

３ 給 水 費 １５，１０９ ７７４ １５，８８３

４ 業 務 費 １６７，９８９ ３９８ １６８，３８７

５ 総 係 費 ２１７，３４５ ２，１２７ ２１９，４７２

１ 資 本 的 支 出 ２，１７０，３５７ ２，２７７ ２，１７２，６３４

３ １，４４０，３００ ２，２７７ １，４４２，５７７

１ 事 務 費 ９３，２３９ ２，２７７ ９５，５１６

第 ２ 次
施 設 整 備 費

収　益　的　支　出

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

令和７年度池田市水道事業会計補正予算実施計画

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

資　本　的　支　出

-
 
2
9
0
 
-



-
 
2
9
1
 
-



減価償却費 ８５１,７１３

１００

（単位　千円）

当年度純利益又は当年度純損失（△）

△

１９賞与等引当金の増減額（△は減少）

受取利息 △ ２,１７５

長期前受金戻入

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

退職給付引当金の増減額（△は減少） ２３,５１２

１９,３０３

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△ １１１,０４２

支払利息 １０８,４１５

未払金の増減額（△は減少） △ ２９６

固定資産除売却費 ９,６５７

未収金の増減額（△は増加） △ ６,４２７

小　計 ８９２,５７９

利息の受取額 ２,１７５

利息の支払額 △ １０８,４１５

業務活動によるキャッシュ・フロー ７８６,３３９

（ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで ）

令和７年度池田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

-
 
2
9
2
 
-



投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 １,５３６

６６,３６３

５１１,８９８

３

１,２１２,４００

１,６７１,３４３

工事負担金による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

２

２,０７８,８１３

△

投資活動によるキャッシュ・フロー △ １,５８３,７３８

△ ７００,５０２

２,３６４,３１４

財務活動によるキャッシュ・フロー

２８５,５０１

国庫補助金による収入

有形固定資産の取得による支出 △

１９,７０６

-
 
2
9
3
 
-



１　総　　　括 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

特殊勤務手当

3,251     

248     0     

172       

住 居 手 当 退 職 給 付 費期末勤勉手当

23,340       88,086       489       4,803       

23,512       91,409       489       4,803       

3,323       0       0       

7,284     12,000     30,301     4,907     

228     0     △ 1,287     

3,251     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

5,155     

0人 

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

7,512     12,000     29,014     

71,920 433,349 児童手当 5,210千円を除く。
46人 

通 勤 手 当

1,090 8,974 比　　較 0人 
(  0人)

5,200 2,684 7,884 

73,010 442,323 児童手当 5,210千円を除く。
46人 

補 正 前 1人 
(  3人)

186,968 174,461 361,429 

計

補 正 後 1人 
(  3人)

192,168 177,145 369,313 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 給　料 手　当

-
 
2
9
4
 
-



イ．会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較 0       0       3,211       172       

4,803       489       89,701       23,512       

4,803       489       86,490       23,340       

期末勤勉手当 退 職 給 付 費住 居 手 当 特殊勤務手当

7,284     12,000     30,301     4,827     3,200     

228     0     △ 1,287     238     0     

5,065     3,200     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

0人 

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

7,512     12,000     29,014     

70,840 426,288 児童手当 5,210千円を除く。
46人 

通 勤 手 当

1,036 8,598 比　　較 0人 
(  0人)

5,000 2,562 7,562 

71,876 434,886 児童手当 5,210千円を除く。
46人 

補 正 前 1人 
(  1人)

182,714 172,734 355,448 

計

補 正 後 1人 
(  1人)

187,714 175,296 363,010 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 給　料 手　当

-
 
2
9
5
 
-



ロ．会計年度任用職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較 －   　  －   　  112       －   　  

－   　  －   　  1,708       －   　  

－   　  －   　  1,596       －   　  

期末勤勉手当 退 職 給 付 費住 居 手 当 特殊勤務手当

－    －    －    80     51     

－    －    －    10     0     

90     51     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

－  

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

－    －    －    

1,080 7,061 
－  

通 勤 手 当

54 376 比　　較 －  
(  0人)

200 122 322 

1,134 7,437 
－  

補 正 前 －  
(  2人)

4,254 1,727 5,981 

計

補 正 後 －  
(  2人)

4,454 1,849 6,303 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 給　料 手　当

-
 
2
9
6
 
-



２　給料及び手当の増減額の明細

区　分 増 減 額

給   料 5,200 給与改定に伴う増加分 給料表の改定状況

　改 定 率　3.00％

手   当 2,684 給与改定に伴う増減分 扶養手当 228 諸手当の改定状況

地域手当 △ 1,287

時間外勤務手当 248 　扶養手当の支給月額

期末勤勉手当 3,323 　　配偶者に係る支給月額を3,000円（一部管理職員は

退職給付費 172 　　支給無）に、子に係る支給月額を11,500円に改定。

　地域手当の支給率

　　支給率を15％から14％に改定。

　期末勤勉手当

区　　分 ６ 月 １２ 月 計

補正後
(1.200月分)
2.300月分

(1.200月分)
2.300月分

(2.400月分)
4.600月分

補正前
(1.175月分)
2.250月分

(1.175月分)
2.250月分

(2.350月分)
4.500月分

（　）内は、定年前再任用短時間勤務職員

　実施時期　令和７年４月

増　減　事　由 説　　　　　明

（単位　千円）

備　　　　　　　　　　　　考

　実施時期　令和６年４月

-
 
2
9
7
 
-



１

(1)

２，１４１，５５８

８０２，４３１

△　４６０，１９０ ３４２，２４１

２５，７３６，５３７

△　１２，４８０，５５５ １３，２５５，９８２

１０，６２６，１９０

△　７，５１１，３０３ ３，１１４，８８７

３９，７２２

△　３５，３３０ ４，３９２

２１６，９７９

△　１７２，５９６ ４４，３８３

９３４，８６０

１９，８３８，３０３

令和７年度池田市水道事業予定貸借対照表

建 物

ハ

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

ホ

ヘ

ト 建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

工 具 、 器 具 及 び 備 品

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

土 地

ロ

有 形 固 定 資 産 合 計

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

( 令 和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日 )
(単位　千円)

資　　産　　の　　部

ニ

固 定 資 産

イ

-
 
2
9
8
 
-



(2)

５９６，０６６

７７８

５９６，８４４

２０，４３５，１４７

２

(1) ２，０７８，８１３

(2) ２９７，８１１

△　５，０３５ ２９２，７７６

(3) ２３，５４８

２，３９５，１３７

２２，８３０，２８４

流 動 資 産

電 話 加 入 権

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

イ

ロ

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

ダ ム 使 用 権

現 金 預 金

未 収 金

無 形 固 定 資 産

貸 倒 引 当 金

-
 
2
9
9
 
-



３

(1)

８，５３４，８３９

８，５３４，８３９

(2)

３８９，７９０

３８９，７９０

８，９２４，６２９

４

(1)

７４９，９８２

７４９，９８２

(2) ９２，２１８

(3) １３９，５３２

(4)

３６，０４６

３６，０４６

１，０１７，７７８

預 り 金

充 て る た め の 企 業 債

引 当 金 合 計

イ 賞 与 等 引 当 金

イ

引 当 金 合 計

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

企 業 債 合 計

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

イ 退 職 給 付 引 当 金

固 定 負 債

企 業 債

負　　債　　の　　部

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

未 払 金

引 当 金

引 当 金

-
 
3
0
0
 
-



５

(1) ５，９９７，４８５

△　３，８０３，１６３

２，１９４，３２２

１２，１３６，７２９

６ １０，０３５，３２９

７

(1)

７２１，６７０

７２１，６７０

(2)

６３，４４４

６３，４４４

６５８，２２６

１０，６９３，５５５

２２，８３０，２８４

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

イ

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

負 債 合 計

欠 損 金 合 計

イ

剰 余 金

資 本 金

資　　本　　の　　部

繰 延 収 益 合 計

受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金

-
 
3
0
1
 
-



その他

賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金

３５，３０３千円を使用している。

令和７年度財務諸表に係る注記

(1)

イ

１

-
 
3
0
2
 
-



令 和 ７ 年 度

池田市水道事業会計補正予算説明

（第１号）

　議案第４８号　　説　　明

-
 
3
0
3
 
-



千円 千円 千円 千円

 勤勉手当 426 追加

290 

千円

2,318,174 

439 

法 定 福 利 費 290 

682,770 

2,135,264 

給 料 1,786  一般職給 1,786 

手 当 等

賞与等引当金
繰 入 額

 扶養手当

6,697 

追加

追加72 

１

 法定福利費引当金繰入額

追加

１

浄 水 費 679,881 

水道事業費用 2,311,477 6,697 

2,889 

(1) 営 業 費 用 2,128,567 

収　益　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

374  賞与引当金繰入額 311 

 共済組合負担金

63 

追加

追加

 期末手当 454 追加

 地域手当 △556 減額

追加

 時間外勤務手当 43 

-
 
3
0
4
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

千円 千円 千円 千円

追加

千円

法 定 福 利 費

給 料

手 当 等

15,883 給 水 費 15,109 774 

509 ２ 配 水 費 186,873 

３

187,382 

手 当 等

304 給 料

97 

 期末手当 107 

304 

 扶養手当 48 

 一般職給

追加

 勤勉手当 104 追加

 時間外勤務手当 追加53 

213  扶養手当 18 追加

 法定福利費引当金繰入額 14 追加

421  一般職給

賞与等引当金
繰 入 額

 共済組合負担金 28 

 賞与引当金繰入額 66 

追加

80 追加

28 

421 追加

 地域手当 △215 減額

追加

-
 
3
0
5
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

千円 千円 千円 千円

追加67 

85 

追加

 賞与引当金繰入額

42 

60 

222 

 期末手当

38 

60 

手 当 等 94 

追加

給 料

法 定 福 利 費

80 

業 務 費 167,989 398 ４ 168,387 

追加

追加

追加

 勤勉手当

 賞与引当金繰入額

13 

 共済組合負担金

32 

追加

222 

 地域手当

 一般職給 追加

追加

千円

 期末手当

75 

38 

 法定福利費引当金繰入額

 地域手当 △3 減額

 時間外勤務手当 15 追加

追加 時間外勤務手当

1 

賞与等引当金
繰 入 額

賞与等引当金
繰 入 額

追加

 勤勉手当 36 

-
 
3
0
6
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額区　　　分

千円 千円 千円 千円

賞与等引当金
繰 入 額

212 

手 当 等

退 職 給 付 費

219,472 総 係 費

法 定 福 利 費

給 料

追加

1,195 追加 一般職給

 共済組合負担金 212 

172 

39 

172 

 時間外勤務手当 追加

296 

追加

295 

 退職給付引当金繰入額 追加

追加44 

 勤勉手当

 共済組合負担金

 扶養手当 78 追加

法 定 福 利 費 44 

５ 217,345 2,127 

187 

 法定福利費引当金繰入額 6 

1,195 

361 

 賞与引当金繰入額

 法定福利費引当金繰入額 35 追加

 期末手当

152 追加

追加

追加

千円

 地域手当 △347 減額

-
 
3
0
7
 
-



千円 千円 千円 千円

追加

60 

追加325 

 期末手当

追加

368 追加

追加

407 

千円

2,172,634 

 時間外勤務手当

法 定 福 利 費 325  共済組合負担金

 勤勉手当

資　本　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

区　　　分
説　　　　　　　　　明

金　　額

１ 資 本 的 支 出 2,170,357 2,277 

(3) 1,440,300 

事 務 費

第 ２ 次
施 設 整 備 費

1,272 

1,442,577 

１ 93,239 2,277 

手 当 等 680 

給 料

2,277 

追加12 

95,516 

 地域手当 △167 減額

 扶養手当

 一般職給 1,272 

-
 
3
0
8
 
-



令 和 ７ 年 度

池田市公共下水道事業会計補正予算

（第１号）

　議案第４９号

-
 
3
0
9
 
-



（総　　　則）

第１条　令和７年度池田市公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

（単位　千円）

１ 下水道事業収益 ２，９００，５３４ ２，２１２ ２，９０２，７４６

１ 営 業 収 益 １，９６４，４０１ ２，１１４ １，９６６，５１５

２ 営 業 外 収 益 ９３６，１３３ ９８ ９３６，２３１

令和７年度池田市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

補 正 予 定 額

第２条　令和７年度池田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

計
款

　入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収　　　　　　　　　入

科　　　　　　　　目

項
既 決 予 定 額

-
 
3
1
0
 
-



（単位　千円）

１ 下水道事業費用 ２，９１７，００４ ５，３２８ ２，９２２，３３２

１ 営 業 費 用 ２，７６６，３９８ ５，３２８ ２，７７１，７２６

第３条　予算第４条本文括弧書中「８３８，９７７千円」を「８４０，４３８千円」に改め、資本的支

　出の予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１ 資 本 的 支 出 １，７２３，２１７ １，４６１ １，７２４，６７８

１ 建 設 改 良 費 ９６６，８６１ １，４６１ ９６８，３２２

科　　　　　　　　目
計

款 項

款
既 決 予 定 額 計

支　　　　　　　　　出

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額

（資本的収入及び支出）

補 正 予 定 額
項

科　　　　　　　　目

-
 
3
1
1
 
-



（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条　予算第６条に定めた経費の金額を、次のように改める。

（単位　千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

３０６，１５８ ６，７８９ ３１２，９４７

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　　瀧　澤　智　子

令和 ７ 年 ２ 月 ２６ 日　提　出

（１）　職　　員　　給　　与　　費

科　　　　　　　　目

-
 
3
1
2
 
-



１ 下 水 道 事 業 収 益 ２，９００，５３４ ２，２１２ ２，９０２，７４６

１ 営 業 収 益 １，９６４，４０１ ２，１１４ １，９６６，５１５

２ 他 会 計 負 担 金 ７５３，２７５ ２，１１４ ７５５，３８９

２ 営 業 外 収 益 ９３６，１３３ ９８ ９３６，２３１

２ 他 会 計 補 助 金 ６６，６１４ ９８ ６６，７１２

収益的収入及び支出

令和７年度池田市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収　　　　　　　入

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

-
 
3
1
3
 
-



１ 下 水 道 事 業 費 用 ２，９１７，００４ ５，３２８ ２，９２２，３３２

１ 営 業 費 用 ２，７６６，３９８ ５，３２８ ２，７７１，７２６

１ 管 渠 費 ２１９，４５８ １，７５６ ２２１，２１４

２ 処 理 場 費 ７４６，８６０ １，８０２ ７４８，６６２

５ 総 係 費 １５６，７８０ １，７７０ １５８，５５０

１ 資 本 的 支 出 １，７２３，２１７ １，４６１ １，７２４，６７８

１ 建 設 改 良 費 ９６６，８６１ １，４６１ ９６８，３２２

１ 管 渠 布 設 費 ５８８，０３５ １，１１６ ５８９，１５１

２ 処 理 場 建 設 費 ３５８，０４０ ３４５ ３５８，３８５

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

支　　　　　　　出

（単位　千円）

資　本　的　支　出

-
 
3
1
4
 
-



-
 
3
1
5
 
-



（単位　千円）

４２

５７５,９８５

利息の支払額 △

１,３００

１３０,１０６

小　計 ７０４,７９１

固定資産除売却費

退職給付引当金の増減額（△は減少）

５,２０４

１３０,１０６

７７,１１６

１,４２１,４３１

△

１５,７５２

１,４７７

△

△

１,３００

賞与等引当金の増減額（△は減少）

受取利息

当年度純利益又は当年度純損失（△） △

９７４

７９０,５８６

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

△

貸倒引当金の増減額（△は減少）

長期前受金戻入

利息の受取額

支払利息

減価償却費

業務活動によるキャッシュ・フロー

未払金の増減額（△は減少）

（ 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで ）

令和７年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

１,８４５

未収金の増減額（△は増加）

-
 
3
1
6
 
-



１１３,０３９

７５５,３５６

１,０００

１６,４１７

５８

６６９,８６９

１８,８９７

２１

資金増加額（又は減少額） △

１,５６９,１８７

１,７７６,１１０

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △

他会計からの出資による収入

資金期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー △

資金期首残高

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 ６２５,９００

２０６,９２３

４０９,５４５

有形固定資産の取得による支出 △ １,０６０,９４０

投資活動によるキャッシュ・フロー △

国庫補助金による収入

無形固定資産の取得による支出 △

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入

工事負担金による収入

新規貸付による支出

貸付金の回収による収入

△

１,３４４

-
 
3
1
7
 
-



１．総　　　括 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

3,012       268       61,204       15,616       

0       0       2,537       136       

退 職 給 付 費

3,012       268       63,741       15,752       

2,881     

△ 30     0     △ 832     224     0     

20,747     5,133     

3,726     10,812     19,915     5,357     2,881     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

3,756     10,812     

住 居 手 当

2,035 6,104 685 6,789 

特殊勤務手当 期末勤勉手当

0人 

252,830 50,128 302,958 児童手当 3,200千円を除く。
32人 

比　　較 －  
( 0人)

0 4,069 

50,813 309,747 児童手当 3,200千円を除く。
32人 

補 正 前 －  
( 5人)

85 129,316 123,429 

手　当 計

補 正 後 －  
( 5人)

85 133,385 125,464 258,934 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料

-
 
3
1
8
 
-



イ．会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

3,012       268       59,110       15,616       

0       0       2,451       136       

退 職 給 付 費

3,012       268       61,561       15,752       

2,857     

△ 30     0     △ 832     209     0     

20,747     5,038     

3,726     10,812     19,915     5,247     2,857     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

3,756     10,812     

住 居 手 当

1,934 5,899 674 6,573 

特殊勤務手当 期末勤勉手当

0人 

245,038 49,309 294,347 児童手当 3,200千円を除く。
32人 

比　　較 －  
( 0人)

0 3,965 

49,983 300,920 児童手当 3,200千円を除く。
32人 

補 正 前 －  
( 2人)

85 123,737 121,216 

手　当 計

補 正 後 －  
( 2人)

85 127,702 123,150 250,937 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料

-
 
3
1
9
 
-



ロ．会計年度任用職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

－    －    2,094     －    

－    －    86     －    

退 職 給 付 費

－    －    2,180     －    

24     

－    －    －    15     0     

－    95     

－    －    －    110     24     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員

手当の内訳

扶 養 手 当

－    －    

住 居 手 当

101 205 11 216 

特殊勤務手当 期末勤勉手当

－  

7,792 819 8,611 
－  

比　　較 －  
( 0人)

－  104 

830 8,827 
－  

補 正 前 －  
( 3人)

－  5,579 2,213 

手　当 計

補 正 後 －  
( 3人)

－  5,683 2,314 7,997 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料

-
 
3
2
0
 
-



２　給料及び手当の増減額の明細

区　分 増 減 額

給   料 4,069 給与改定に伴う増加分 給料表の改定状況

　改 定 率　3.00％

　実施時期　令和６年４月

手   当 2,035 給与改定に伴う増減分 扶養手当 △ 30 諸手当の改定状況

地域手当 △ 832

時間外勤務手当 224   扶養手当の支給月額

期末勤勉手当 2,537     配偶者に係る支給月額を3,000円（一部管理職員は

退職給付費 136     支給無）に、子に係る支給月額を11,500円に改定。

  地域手当の支給率

    支給率を15％から14％に改定。

　期末勤勉手当

区　分 ６ 月 １２ 月 計

(1.200月分) (1.200月分) (2.400月分)
2.300月分 2.300月分 4.600月分

(1.175月分) (1.175月分) (2.350月分)
2.250月分 2.250月分 4.500月分

　実施時期　令和７年４月

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

（単位　千円）

増　減　事　由 説　　　　　明 備　　　　　　　　　　　　考

補正後

補正前

-
 
3
2
1
 
-



１

(1)

２，０６６，９１９

１，７６９，３５１

△　１，３０４，６９５ ４６４，６５６

４０，２７４，７７２

△　１５，９５４，９９６ ２４，３１９，７７６

１３，０３７，５９９

△　９，５８３，６１４ ３，４５３，９８５

５，５５２

△　５，２７４ ２７８

９８，７８７

△　８０，２９１ １８，４９６

７２６，４０３

３１，０５０，５１３

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

( 令 和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日 )
(単位　千円)

資　　産　　の　　部

ニ

固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

ハ

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

令和７年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表

有 形 固 定 資 産 合 計

ホ

ヘ

ト 建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

-
 
3
2
2
 
-



(2)

１，１６７，４３４

１，１６７，４３４

(3)

１，９５８

１，９５８

３２，２１９，９０５

２

(1) １，５６９，１８７

(2) ２４２，３１９

△　２，８６７ ２３９，４５２

１，８０８，６３９

３４，０２８，５４４

投 資 そ の 他 の 資 産

長 期 貸 付 金

無 形 固 定 資 産

資 産 合 計

イ

流 動 資 産 合 計

イ

貸 倒 引 当 金

施 設 利 用 権

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

-
 
3
2
3
 
-



３

(1)

１０，３３２，１９１

１０，３３２，１９１

(2)

１７５，０８９

１７５，０８９

１０，５０７，２８０

４

(1)

９９５，８３５

９９５，８３５

(2) ２２

(3) １４５，９２０

(4)

２４，５０８

２４，５０８

１，１６６，２８５

引 当 金 合 計

イ 賞 与 等 引 当 金

預 り 金

未 払 金

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

イ

引 当 金

負　　債　　の　　部

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

引 当 金 合 計

企 業 債 合 計

引 当 金

イ

固 定 負 債

企 業 債

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

退 職 給 付 引 当 金

-
 
3
2
4
 
-



５

(1) ３３，１０４，６３６

△　１７，８４６，５５０

１５，２５８，０８６

２６，９３１，６５１

６ ５，５５１，９７２

７

(1)

１，３４４，４２７

２６７，６９８

３６９

１３８，１９１

１，７５０，６８５

(2)

２０５，７６４

２０５，７６４

１，５４４，９２１

７，０９６，８９３

３４，０２８，５４４

繰 延 収 益

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

長 期 前 受 金

資　　本　　の　　部

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

イ

受 贈 財 産 評 価 額

欠 損 金 合 計

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

国 庫 補 助 金ロ

ハ 府 補 助 金

ニ そ の 他 資 本 剰 余 金

剰 余 金

資 本 金

イ

資 本 剰 余 金-
 
3
2
5
 
-



セグメント情報
報告セグメントごとの営業収益等
（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）

その他

賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当年度において、期末手当及び勤勉手当の支給並びにそれらに係る法定福利費の支払のため、賞与等引当金

２２，８３８千円を使用している。

令和７年度財務諸表に係る注記

１
(1)

(単位　千円)

項目
公共下水道事業

合計
汚水処理 雨水処理

 営業収益 １，１０１，０７０ ７５５，３８９ １，８５６，４５９
 営業費用 １，５８４，８７３ １，０８９，２９３ ２，６７４，１６６
 営業損益 △　４８３，８０３ △　３３３，９０４ △　８１７，７０７
 経常損益 △　５６，６１６ ０ △　５６，６１６
 セグメント資産 １１，０２４，７３９ ２３，００３，８０５ ３４，０２８，５４４
 セグメント負債 １０，１４９，９０５ １６，７８１，７４６ ２６，９３１，６５１
 その他の項目
　　他会計負担金 ０ ７５５，３８９ ７５５，３８９
　　他会計補助金 ６６，０３０ ６８２ ６６，７１２
　　減価償却費 ６５４，９２３ ７６６，５０８ １，４２１，４３１
　　長期前受金戻入 ３６６，８１９ ４２３，７６７ ７９０，５８６

０ ５００　　特別損失 ５００

イ

　　固定資産増加分 ３６２，７３７ ７１７，１００ １，０７９，８３７

２

(1)

-
 
3
2
6
 
-



令 和 ７ 年 度

池田市公共下水道事業会計補正予算説明

（第１号）

　議案第４９号　　説　　明

-
 
3
2
7
 
-



千円 千円 千円 千円

追加一般会計補助金 98 
 水質規制経費等に係る
 一般会計繰入金

98 

１ 下水道事業収益 2,900,534 2,212 

(2)営 業 外 収 益 936,133 

２ 他会計負担金

収　益　的　収　入

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

計
節

千円

追加
 雨水処理経費に係る
 一般会計繰入金

755,389 

雨水処理負担金 2,114 

2,902,746 

1,966,515 (1)営 業 収 益 1,964,401 2,114 

753,275 

2,114 

2,114 

２

936,231 

66,712 

98 

66,614 98 他会計補助金

-
 
3
2
8
 
-



千円 千円 千円 千円

 地域手当 △270 減額

追加

追加170 

追加

 期末手当 263 追加

 法定福利費引当金繰入額 33 追加

 扶養手当 42 

賞与等引当金
繰 入 額

203  賞与引当金繰入額

 勤勉手当 244 

 時間外勤務手当 85 

下水道事業費用 2,917,004 5,328 

手 当 等 364 

1,756 221,214 

追加

2,766,398 (1)

2,922,332 

5,328 営 業 費 用 2,771,726 

１ 管 渠 費 219,458 

収　益　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額

１

計

千円

節
説　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

追加1,023 給 料  一般職給 1,023 

-
 
3
2
9
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

千円 千円 千円 千円

 地域手当 △120 減額

43 追加

追加

 時間外勤務手当

千円

 勤勉手当 225 追加

 期末手当 246 

手 当 等 364 △30 減額 扶養手当

法 定 福 利 費 132  共済組合負担金 132 追加

５ 総 係 費 156,780 1,770 158,550 

賞与等引当金
繰 入 額

196  賞与引当金繰入額 163 追加

 法定福利費引当金繰入額 33 追加

給 料 1,110  一般職給 1,110 追加

法 定 福 利 費 166  共済組合負担金 166 追加

２ 処 理 場 費 746,860 1,802 748,662 

-
 
3
3
0
 
-



款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

千円 千円 千円 千円

△224 減額

法 定 福 利 費 122  共済組合負担金

 時間外勤務手当 43 

122 追加

追加

追加

追加

 法定福利費引当金繰入額 35 

給 料 993  一般職給 993 

 賞与引当金繰入額 174 

手 当 等

退 職 給 付 費 136  退職給付引当金繰入額 136 

238 追加

 勤勉手当

賞与等引当金
繰 入 額

209 追加

 期末手当

223 

追加

追加

 扶養手当 30 追加

 地域手当

千円

310 

-
 
3
3
1
 
-



千円 千円 千円 千円

 地域手当 △161 減額

229 追加

法 定 福 利 費 133  共済組合負担金 133 追加

682  一般職給 682 追加

手 当 等 301  扶養手当 減額△30 

給 料

(1)建 設 改 良 費 966,861 1,461 968,322 

１ 管 渠 布 設 費 588,035 

区　　　分

1,116 589,151 

金　　額

千円

１ 資 本 的 支 出 1,723,217 1,461 1,724,678 

資　本　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額

 時間外勤務手当 53 

計
節

説　　　　　　　　　明

追加

 期末手当

 勤勉手当 210 追加

-
 
3
3
2
 
-



区　　　分 金　　額
款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

節
説　　　　　　　　　明

千円 千円 千円 千円

 地域手当 △57 減額

追加261 

法 定 福 利 費 31  共済組合負担金 31 追加

手 当 等 53  扶養手当 △42 減額

 期末手当

２ 処理場建設費 358,040 345 358,385 

給 料 261  一般職給

千円

79 追加

 勤勉手当 73 追加

-
 
3
3
3
 
-



 

-
 
3
3
4
 
-



議案第５０号

　令和７年度池田市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ４,７２１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１０,１４２,５１８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　

　　令和７年２月２６日　提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

令和７年度池田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

-
 
3
3
5
 
-



-
 
3
3
6
 
-



議案第５０号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

国民健康保険特別会計 第１号

令和７年度

-
 
3
3
7
 
-



-
 
3
3
8
 
-



歳 入

-
 
3
3
9
 
-



-
 
3
4
0
 
-



歳 出

-
 
3
4
1
 
-



-
 
3
4
2
 
-



一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 5 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 5 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

534  8,038  1,620  1,467  2,760  1,436  

480  8,187  1,620  1,467  2,760  1,436  

職 員 手 当 54  △ 149  0  0  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

－ － 25,400  － － －

－ － 23,907  － － －

－ － 1,493  － － －比 較

702  4,721  0  

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

比 較

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

12  19,028  111,985  

比　　　較 33  2,588  1,398  4,019  

補 正 前 1,747  51,353  39,857  92,957  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 12  1,780  53,941  41,255  96,976  19,730  116,706  

-
 
3
4
3
 
-



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 2,588 　給与改定に伴う 2,588 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

諸 手 当 の 改 定 状 況

職 員 手 当 1,398 　給与改定に伴う 1,398 　扶養手当 54 ・扶養手当の支給月額

　増減分 配偶者に係る支給月額を3,000円（一部管理職員は

　地域手当 △149 支給無）に、子に係る支給月額を11,500円に改定。

・地域手当の支給率

　期末勤勉手当 1,493 支給率を15％から14％に改定。

・期末勤勉手当の率

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

　　　実　施　時　期 令和7年4月

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.200月分） （1.200月分） （2.400月分）

2.300月分 2.300月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前

-
 
3
4
4
 
-



参 考 資 料

-
 
3
4
5
 
-



-
 
3
4
6
 
-



-
 
3
4
7
 
-



-
 
3
4
8
 
-



議案第５１号

　令和７年度池田市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ７,２５３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１０,７９８,８７６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和７年２月２６日　提出

令和７年度池田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
3
4
9
 
-



-
 
3
5
0
 
-



議案第５１号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険事業特別会計 第１号

令和７年度

-
 
3
5
1
 
-



-
 
3
5
2
 
-



歳 入

-
 
3
5
3
 
-



-
 
3
5
4
 
-



歳 出

-
 
3
5
5
 
-



-
 
3
5
6
 
-



-
 
3
5
7
 
-



一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 15 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 15 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

1,320  10,819  1,626  1,787  3,432  1,897  

1,140  11,028  1,626  1,787  3,432  1,897  

職 員 手 当 180  △ 209  0  0  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

－ － 41,403  － － －

－ － 39,084  － － －

－ － 2,319  － － －比 較

1,048  7,253  0  

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

比 較

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

16  30,659  182,138  

比　　　較 421  3,494  2,290  6,205  

補 正 前 22,518  68,967  59,994  151,479  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 16  22,939  72,461  62,284  157,684  31,707  189,391  

-
 
3
5
8
 
-



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 3,494 　給与改定に伴う 3,494 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

諸 手 当 の 改 定 状 況

職 員 手 当 2,290 　給与改定に伴う 2,290 　扶養手当 180 ・扶養手当の支給月額

　増減分 配偶者に係る支給月額を3,000円（一部管理職員は

　地域手当 △209 支給無）に、子に係る支給月額を11,500円に改定。

・地域手当の支給率

　期末勤勉手当 2,319 支給率を15％から14％に改定。

・期末勤勉手当の率

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

　　　実　施　時　期 令和7年4月

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.200月分） （1.200月分） （2.400月分）

2.300月分 2.300月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前

-
 
3
5
9
 
-



-
 
3
6
0
 
-



参 考 資 料

-
 
3
6
1
 
-



-
 
3
6
2
 
-



-
 
3
6
3
 
-



-
 
3
6
4
 
-



-
 
3
6
5
 
-



 

-
 
3
6
6
 
-



議案第５２号

　令和７年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２,２４２千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２,４４１,２３８千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和７年２月２６日　提出

令和７年度池田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
3
6
7
 
-



-
 
3
6
8
 
-



議案第５２号　　説　　明

後期高齢者医療事業特別会計 第１号

令和７年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

-
 
3
6
9
 
-



-
 
3
7
0
 
-



歳 入

-
 
3
7
1
 
-



-
 
3
7
2
 
-



歳 出

-
 
3
7
3
 
-



-
 
3
7
4
 
-



一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 3 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 3 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

510  4,157  330  716  1,728  1,041  

498  4,240  330  716  1,728  1,041  

職 員 手 当 12  △ 83  0  0  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

－ － 12,846  － － －

－ － 12,119  － － －

－ － 727  － － －比 較

328  2,242  0  

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

比 較

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

5  9,632  56,362  

比　　　較 － 1,258  656  1,914  

補 正 前 － 26,058  20,672  46,730  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 5  － 27,316  21,328  48,644  9,960  58,604  
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（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 1,258 　給与改定に伴う 1,258 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

諸 手 当 の 改 定 状 況

職 員 手 当 656 　給与改定に伴う 656 　扶養手当 12 ・扶養手当の支給月額

　増減分 配偶者に係る支給月額を3,000円（一部管理職員は

　地域手当 △83 支給無）に、子に係る支給月額を11,500円に改定。

・地域手当の支給率

　期末勤勉手当 727 支給率を15％から14％に改定。

・期末勤勉手当の率

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

　　　実　施　時　期 令和7年4月

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.200月分） （1.200月分） （2.400月分）

2.300月分 2.300月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前
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参 考 資 料
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議案第５３号

　令和７年度池田市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ ２９０,０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４４,３２１,０００千円とする。

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和７年２月２６日　提出

令和７年度池田市一般会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子
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議案第５３号　　説　　明

令和７年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ 号
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一 般 職

　　　（１）　総　　　　括　　　　　　　　　　　

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1,061 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1,061 ) 人

( 0 ) 人

扶 養 手 当 地 域 手 当 住 居 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 管 理 職 手 当 通 勤 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

78,188  434,786  64,655  182,576  155,773  67,780  

74,840  445,942  63,713  182,576  155,773  67,780  

職 員 手 当 3,348  △ 11,156  942  0  0  0  

の 内 訳 特 殊 勤 務 手 当 宿 日 直 手 当 期 末 勤 勉 手 当
義 務 教 育 等

教 員 特 別 手 当
単 身 赴 任 手 当 退 職 手 当

千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

10,387  － 1,901,193  2,176  － 2,993  

10,387  － 1,811,668  2,176  － 2,950  

0  － 89,525  0  － 43  比 較

40,452  274,043  0  

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

比 較

区　　 　分

補 正 後

補 正 前

681  1,439,008  8,784,395  

比　　　較 39,892  110,997  82,702  233,591  

補 正 前 1,751,259  2,776,323  2,817,805  7,345,387  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 681  1,791,151  2,887,320  2,900,507  7,578,978  1,479,460  9,058,438  
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（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

区        分 増    減    額

千円 千円 千円

給　　　料 110,997 　給与改定に伴う 110,997 給料表の改定状況

　増加分 改定率　3.00％

　　　実　施　時　期 令和6年4月

諸 手 当 の 改 定 状 況

職 員 手 当 82,702 　給与改定に伴う 82,702 　扶養手当 3,348 ・扶養手当の支給月額

　増減分 配偶者に係る支給月額を3,000円（一部管理職員は

　地域手当 △11,156 支給無）に、子に係る支給月額を11,500円に改定。

・地域手当の支給率

　住居手当 942 支給率を15％から14％に改定。

・住居手当の支給対象職員

　期末勤勉手当 89,525 定年前再任用短時間勤務職員を加える。

・期末勤勉手当の率

　退職手当 43

（ ）内は、定年前再任用短時間勤務職員

　　　実　施　時　期 令和7年4月

増  減  事  由  別  内  訳 説                明 備                                    考

区 分 ６　月 １２　月 計

（1.200月分） （1.200月分） （2.400月分）

2.300月分 2.300月分 4.600月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.250月分 2.250月分 4.500月分

補 正 後

補 正 前
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参 考 資 料
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 25,324,613     274,043     25,598,656     

人　  件　  費 9,314,930     274,043     9,588,973     

扶　  助　  費 12,255,801     ─  　 12,255,801     

公　  債　  費 3,753,882     ─  　 3,753,882     

 投 資 的 経 費 1,680,630     ─  　 1,680,630     

 そ　   の   　他 17,025,757     15,957     17,041,714     

物　  件　  費 8,264,259     ─  　 8,264,259     

そ　  の　  他 8,761,498     15,957     8,777,455     

44,031,000     290,000     44,321,000     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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